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　福岡県告示第497号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定に基づき、次のように

換地処分をしたので、同条第10項において準用する同法第54条第４項の規定により公告

する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第498号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定に基づき、次のように

換地処分をしたので、同条第10項において準用する同法第54条第４項の規定により公告

する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第499号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
告　　　示

換地処分をした地域 換地処分年月日

みやま市山川町立山
（山川地区日当川・赤山換地区） 平成25年３月25日

換地処分をした地域 換地処分年月日

みやま市山川町立山
（山川地区西潟・屋敷換地区） 平成25年３月25日
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　福岡県告示第502号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成25年３月29日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第503号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成25年３月29日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　福岡県告示第500号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成25年３月29日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第501号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（ メ ー ト ル ）

北九州 県道
遠　賀
宗　像  線
自転車道

前

宗像市江口1168番１先か
ら
宗像市江口1190番２先ま
で

2.0
～
5.8

106.0

後

宗像市江口1168番１先か
ら
宗像市江口1190番２先ま
で

3.8
～

25.7
106.0

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

北九州
遠　　賀
宗　　像  線
自転車道

宗像市江口1168番１先から
宗像市江口1190番２先まで

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（ メ ー ト ル ）

八　　女 県道
後川内
黒　木  線

前

八女市黒木町笠原1005番
５先から
八女市黒木町笠原1044番
１先まで

8.8
～

15.0
186.0

後

八女市黒木町笠原1005番
５先から
八女市黒木町笠原1044番
１先まで

8.8
～

15.0
186.0

後

八女市黒木町笠原1005番
５先から
八女市黒木町笠原1044番
１先まで

13.2
～

19.0
173.0

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

八　　女 後川内
黒　木  線

八女市黒木町笠原1005番５先から
八女市黒木町笠原1044番１先まで
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　　　　　　　　福岡加入区

　　　　　　　　箱崎加入区

　　　　　　　　奈多加入区

　　　　　　　　志賀島加入区

　　　　　　　　弘加入区

　　　　　　　　新宮加入区

　　　　　　　　相島加入区

　　　　　　　　福間加入区

　　　　　　　　津屋崎加入区

　　　　　　　　神湊加入区

　　　　　　　　大島加入区

　　　　　　　　鐘崎加入区

　　　　　　　　地島加入区

　　　　　　　　波津加入区

　　　　　　　　柏原加入区

　　　　　　　　岩屋加入区

　　　　　　　　脇田加入区

　　　　　　　　若松加入区

　　　　　　　　戸畑加入区

　　　　　　　　平松加入区

　　　　　　　　藍島加入区

　　　　　　　　旧門司加入区

　　　　　　　　田野浦加入区

　　　　　　　　柄杓田加入区

　　　　　　　　今津加入区

　　　　　　　　恒見加入区

　　　　　　　　吉田加入区

　　　　　　　　曽根加入区

　　　　　　　　苅田町加入区

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第504号

　次の加入区において平成21年３月福岡県告示第542号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成25年３月27日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　加入区の名称　福吉加入区

　　　　　　　　深江加入区

　　　　　　　　加布里加入区

　　　　　　　　船越加入区

　　　　　　　　岐志新町加入区

　　　　　　　　姫島加入区

　　　　　　　　野北加入区

　　　　　　　　西浦加入区

　　　　　　　　唐泊加入区

　　　　　　　　小呂島加入区

　　　　　　　　玄界島加入区

　　　　　　　　浜崎今津加入区

　　　　　　　　能古加入区

　　　　　　　　姪浜加入区

　　　　　　　　伊崎加入区

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

那　　珂 平等寺
那珂川  線

筑紫野市大字平等寺614番４先から
筑紫野市大字平等寺647番１先まで
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　　　　　　　　蓑島加入区

　　　　　　　　稲童加入区

　　　　　　　　西八田加入区

　　　　　　　　椎田町加入区

　　　　　　　　松江浦加入区

　　　　　　　　八屋加入区

　　　　　　　　宇島加入区

　　　　　　　　吉富加入区

　　　　　　　　三又青木加入区

　　　　　　　　大川加入区

　　　　　　　　西宮永加入区

　　　　　　　　皿垣開加入区

　　　　　　　　高田加入区

　　　　　　　　三浦加入区

　　　　　　　　大牟田加入区

　福岡県告示第505号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第６条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害警戒区域として指定す

る。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

端ヶ浦１ 大牟田市大字上内（別紙図面１に示す区域のと
おり） 土石流

端ヶ浦３ 大牟田市大字上内（別紙図面２に示す区域のと
おり） 土石流

上内山口 大牟田市大字上内（別紙図面３に示す区域のと
おり） 土石流

中尾 大牟田市大字上内及び大字四ケ（別紙図面４に
示す区域のとおり） 土石流

四箇新町 大牟田市大字上内、大字四ケ及び四箇新町1丁
目（別紙図面５に示す区域のとおり） 土石流

岡 大牟田市大字上内及び大字岩本（別紙図面６に
示す区域のとおり） 土石流

椛 大牟田市大字上内（別紙図面７に示す区域のと
おり） 土石流

椛２ 大牟田市大字上内（別紙図面８に示す区域のと
おり） 土石流

岩本 大牟田市大字上内（別紙図面９に示す区域のと
おり） 土石流

浦谷 大牟田市大字岩本（別紙図面10に示す区域のと
おり） 土石流

八角目 大牟田市大字久福木、大字三池及び大字今山
（別紙図面11に示す区域のとおり） 土石流

大塔 大牟田市大字今山（別紙図面12に示す区域のと
おり） 土石流

普光寺 大牟田市大字今山（別紙図面13に示す区域のと
おり） 土石流

乙宮１ 大牟田市大字今山（別紙図面14に示す区域のと
おり） 土石流

乙宮２ 大牟田市大字今山（別紙図面15に示す区域のと
おり） 土石流

茶屋ノ原 大牟田市大字今山（別紙図面16に示す区域のと
おり） 土石流

希望ヶ丘 大牟田市大字今山及び大字歴木（別紙図面17に
示す区域のとおり） 土石流

平野山４ 大牟田市大字歴木（別紙図面18に示す区域のと
おり） 土石流

平野山１ 大牟田市大字歴木（別紙図面19に示す区域のと
おり） 土石流

平野山２ 大牟田市大字歴木（別紙図面20に示す区域のと
おり） 土石流

平野山３ 大牟田市大字歴木（別紙図面21に示す区域のと
おり） 土石流
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平野山５ 大牟田市大字歴木及び龍湖瀬町（別紙図面22に
示す区域のとおり） 土石流

竜湖瀬 大牟田市大字歴木及び龍湖瀬町（別紙図面23に
示す区域のとおり） 土石流

日明４ 大牟田市大字櫟野（別紙図面24に示す区域のと
おり） 土石流

日明２ 大牟田市大字櫟野（別紙図面25に示す区域のと
おり） 土石流

日明１ 大牟田市大字櫟野（別紙図面26に示す区域のと
おり） 土石流

日明３ 大牟田市大字櫟野（別紙図面27に示す区域のと
おり） 土石流

鳴川 大牟田市大字櫟野（別紙図面28に示す区域のと
おり） 土石流

日懸 大牟田市大字櫟野（別紙図面29に示す区域のと
おり） 土石流

櫟野 大牟田市大字櫟野（別紙図面30に示す区域のと
おり） 土石流

薬師丸 大牟田市大字櫟野及び大字教楽来（別紙図面31
に示す区域のとおり） 土石流

山口 大牟田市大字櫟野及び大字教楽来（別紙図面32
に示す区域のとおり） 土石流

教楽来 大牟田市大字教楽来（別紙図面33に示す区域の
とおり） 土石流

勝立１ 大牟田市大字勝立及び大字櫟野（別紙図面34に
示す区域のとおり） 土石流

勝立２ 大牟田市大字勝立及び大字櫟野（別紙図面35に
示す区域のとおり） 土石流

高田 大牟田市大字勝立（別紙図面36に示す区域のと
おり） 土石流

岬 大牟田市大字岬及び大字甘木（別紙図面37に示
す区域のとおり） 土石流

上下方２ 大牟田市大字倉永（別紙図面38に示す区域のと
おり） 土石流

上下方１ 大牟田市大字倉永（別紙図面39に示す区域のと
おり） 土石流

倉永 大牟田市大字倉永（別紙図面40に示す区域のと
おり） 土石流

清竜ノ滝 大牟田市大字倉永（別紙図面41に示す区域のと
おり） 土石流

新道 大牟田市大字倉永（別紙図面42に示す区域のと
おり） 土石流

黒岩 大牟田市大字倉永及び大字岬（別紙図面43に示
す区域のとおり） 土石流

宮ノ谷 大牟田市大字宮崎（別紙図面44に示す区域のと
おり） 土石流

鬼ヶ浦 大牟田市大字宮崎及び大字岩本（別紙図面45に
示す区域のとおり） 土石流

上内⒠ 大牟田市大字上内（別紙図面46に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

上内⒡ 大牟田市大字上内（別紙図面47に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

上内⒣ 大牟田市大字上内（別紙図面48に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

上内⒤ 大牟田市大字上内（別紙図面49に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

上内⒢ 大牟田市大字上内（別紙図面50に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

椛⒜ 大牟田市大字上内（別紙図面51に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

椛⒞ 大牟田市大字上内（別紙図面52に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

大間－１ 大牟田市大字上内（別紙図面53に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

大間－２ 大牟田市大字上内（別紙図面54に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

南 大牟田市大字上内（別紙図面55に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

城林⒜ 大牟田市大字上内（別紙図面56に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

城林⒝ 大牟田市大字上内（別紙図面57に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

上内⑴ 大牟田市大字上内（別紙図面58に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

桜田 大牟田市大字上内（別紙図面59に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊
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小立山－１ 大牟田市大字上内（別紙図面60に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

小立山－２ 大牟田市大字上内（別紙図面61に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

亀ノ甲－１ 大牟田市大字上内（別紙図面62に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

亀ノ甲－２ 大牟田市大字上内（別紙図面63に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

上内⒜－２ 大牟田市大字上内及び大字岩本（別紙図面64に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上内⒜－１ 大牟田市大字上内（別紙図面65に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

上内⒞－２ 大牟田市大字上内（別紙図面66に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

上内⒞－１ 大牟田市大字上内（別紙図面67に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

四ケ⒝－１ 大牟田市大字四ケ（別紙図面68に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

四ケ⒝－２ 大牟田市大字四ケ（別紙図面69に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

四ケ⒜ 大牟田市大字四ケ（別紙図面70に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

四ケ⒞ 大牟田市大字四ケ及び四箇新町３丁目（別紙図
面71に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中原⒝ 大牟田市大字四ケ及び四箇新町３丁目（別紙図
面72に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

四ケ⑴ 大牟田市大字四ケ及び四箇新町１丁目（別紙図
面73に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

四箇新町三丁目
⒜－２

大牟田市四箇新町３丁目（別紙図面74に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

四箇新町三丁目
⒜－１

大牟田市四箇新町３丁目（別紙図面75に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

四箇新町 大牟田市大字四ケ及び四箇新町１丁目（別紙図
面76に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

四ケ⑵－３ 大牟田市大字四ケ及び四箇新町１丁目（別紙図
面77に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

四ケ⑵－２ 大牟田市大字四ケ及び四箇新町１丁目（別紙図
面78に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

四ケ⑵－１ 大牟田市大字四ケ及び四箇新町１丁目（別紙図
面79に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

四箇新町一丁目
⒝－２

大牟田市大字四ケ及び四箇新町１丁目（別紙図
面80に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

四箇新町一丁目
⒝－１

大牟田市大字四ケ及び四箇新町１丁目（別紙図
面81に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

岡 大牟田市大字岩本及び大字上内（別紙図面82に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下坂井 大牟田市大字岩本（別紙図面83に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

貝祢⒝ 大牟田市大字岩本（別紙図面84に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

岩本 大牟田市大字岩本（別紙図面85に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

宮部⒜ 大牟田市大字宮部（別紙図面86に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

久福木－１ 大牟田市大字久福木（別紙図面87に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

久福木－２ 大牟田市大字久福木（別紙図面88に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

久福木－３ 大牟田市大字久福木（別紙図面89に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

庵ノ浦 大牟田市大字久福木（別紙図面90に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

小坂 大牟田市大字三池（別紙図面91に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

松山⒝ 大牟田市大字三池及び大字白川（別紙図面92に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

松山⒜ 大牟田市大字白川及び大字三池（別紙図面93に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

葛宮 大牟田市大字白川及び大字三池（別紙図面94に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

今山⒜ 大牟田市大字今山（別紙図面95に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

今山⒝ 大牟田市大字今山（別紙図面96に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

今山⒞ 大牟田市大字今山（別紙図面97に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊
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大塔 大牟田市大字今山（別紙図面98に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

今山⒡ 大牟田市大字今山（別紙図面99に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

本村⒝ 大牟田市大字今山（別紙図面100に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

椋谷 大牟田市大字今山（別紙図面101に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

本村⒜ 大牟田市大字今山（別紙図面102に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

乙宮⒜ 大牟田市大字今山（別紙図面103に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

乙宮⒝ 大牟田市大字今山（別紙図面104に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

乙宮⒞－１ 大牟田市大字今山（別紙図面105に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

乙宮⒞－２ 大牟田市大字今山（別紙図面106に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

今山⒢－１ 大牟田市大字今山（別紙図面107に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

乙宮⒟ 大牟田市大字今山（別紙図面108に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

茶神⒜ 大牟田市大字今山（別紙図面109に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

茶神⒝ 大牟田市大字今山（別紙図面110に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

茶神⒞ 大牟田市大字今山（別紙図面111に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

茶尾原⒝ 大牟田市大字今山（別紙図面112に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

茶尾原⒜ 大牟田市大字今山（別紙図面113に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

今山⒢－２ 大牟田市大字今山（別紙図面114に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

今山⒟ 大牟田市大字今山（別紙図面115に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

歴木⒠ 大牟田市大字歴木（別紙図面116に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

高取社宅 大牟田市大字歴木（別紙図面117に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

歴木⒢ 大牟田市大字歴木（別紙図面118に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

高取団地⒝－１ 大牟田市大字歴木（別紙図面119に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

高取団地⒝－２ 大牟田市大字歴木（別紙図面120に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

高取団地⒝－３ 大牟田市大字歴木（別紙図面121に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

平野山－３ 大牟田市大字歴木（別紙図面122に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

平野山－２ 大牟田市大字歴木（別紙図面123に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

平野山－１ 大牟田市大字歴木及び大字今山（別紙図面124
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

高取団地⒜ 大牟田市大字歴木（別紙図面125に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

歴木⒞ 大牟田市大字歴木（別紙図面126に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

歴木⒟ 大牟田市大字歴木（別紙図面127に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

歴木⒝－１ 大牟田市大字歴木（別紙図面128に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

歴木⒝－２ 大牟田市大字歴木（別紙図面129に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

歴木⒜－１ 大牟田市大字歴木（別紙図面130に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

歴木⒜－２ 大牟田市大字歴木及び龍湖瀬町（別紙図面131
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

歴木⒡ 大牟田市大字歴木（別紙図面132に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

龍湖瀬町 大牟田市龍湖瀬町（別紙図面133に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

龍湖瀬町⒟ 大牟田市龍湖瀬町及び大字歴木（別紙図面134
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

龍湖瀬町⒞ 大牟田市龍湖瀬町及び大字歴木（別紙図面135
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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龍湖瀬町⒠ 大牟田市龍湖瀬町（別紙図面136に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

龍湖瀬町⒝－１ 大牟田市龍湖瀬町（別紙図面137に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

龍湖瀬町⒝－２ 大牟田市龍湖瀬町（別紙図面138に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

龍湖瀬町⒜－１ 大牟田市龍湖瀬町（別紙図面139に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

龍湖瀬町⒜－２ 大牟田市龍湖瀬町（別紙図面140に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

大浦町⒝ 大牟田市大浦町及び稲荷町（別紙図面141に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大浦町⒜ 大牟田市大浦町（別紙図面142に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

今山⒠ 大牟田市大字櫟野及び大字今山（別紙図面143
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

日明⒜－２ 大牟田市大字櫟野（別紙図面144に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

日明⒜－１ 大牟田市大字櫟野（別紙図面145に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

日明⒝－３ 大牟田市大字櫟野（別紙図面146に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

日明⒝－２ 大牟田市大字櫟野（別紙図面147に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

日明⒝－１ 大牟田市大字櫟野（別紙図面148に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

日明⒞ 大牟田市大字櫟野（別紙図面149に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

日懸 大牟田市大字櫟野（別紙図面150に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

鳥越⒜ 大牟田市大字櫟野（別紙図面151に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

鳥越⒝ 大牟田市大字櫟野（別紙図面152に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

櫟野⒨ 大牟田市大字櫟野（別紙図面153に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

櫟野⒩ 大牟田市大字櫟野（別紙図面154に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

櫟野⒢ 大牟田市大字櫟野（別紙図面155に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

黒尾⒜－１ 大牟田市大字櫟野（別紙図面156に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

黒尾⒜－２ 大牟田市大字櫟野（別紙図面157に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

黒尾⒜－３ 大牟田市大字櫟野（別紙図面158に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

櫟野⒦ 大牟田市大字櫟野（別紙図面159に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

櫟野⒡ 大牟田市大字櫟野（別紙図面160に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

櫟野⒤ 大牟田市大字櫟野（別紙図面161に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

善徳 大牟田市大字櫟野（別紙図面162に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

櫟野⒥－３ 大牟田市大字櫟野（別紙図面163に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

櫟野⒥－１ 大牟田市大字櫟野（別紙図面164に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

櫟野⒥－２ 大牟田市大字櫟野（別紙図面165に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

櫟野⒠ 大牟田市大字櫟野（別紙図面166に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

櫟野⒟ 大牟田市大字櫟野（別紙図面167に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

峠⒜－１ 大牟田市大字櫟野（別紙図面168に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

峠⒜－２ 大牟田市大字櫟野（別紙図面169に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

峠⒝ 大牟田市大字櫟野（別紙図面170に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

櫟野⒜ 大牟田市大字櫟野（別紙図面171に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

櫟野⒝ 大牟田市大字櫟野（別紙図面172に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

櫟野⒞ 大牟田市大字櫟野（別紙図面173に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊
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東谷団地⒜ 大牟田市大字櫟野及び大字勝立（別紙図面174
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東谷団地⒝ 大牟田市大字櫟野及び大字勝立（別紙図面175
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

山口⒝ 大牟田市大字教楽来（別紙図面176に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

山口⒞ 大牟田市大字教楽来（別紙図面177に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

山口⒜ 大牟田市大字教楽来（別紙図面178に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

山口⒟ 大牟田市大字教楽来（別紙図面179に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

教楽木 大牟田市大字教楽来（別紙図面180に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

小石 大牟田市大字教楽来（別紙図面181に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

本村⒞ 大牟田市大字教楽来（別紙図面182に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

薬師丸⒜ 大牟田市大字教楽来（別紙図面183に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

薬師丸⒣ 大牟田市大字教楽来（別紙図面184に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

薬師丸⒢ 大牟田市大字教楽来（別紙図面185に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

四太丸 大牟田市大字教楽来（別紙図面186に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

尾⒜ 大牟田市大字教楽来（別紙図面187に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

教楽木⒝ 大牟田市大字教楽来（別紙図面188に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

薬師丸⒠ 大牟田市大字教楽来（別紙図面189に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

薬師丸⒞ 大牟田市大字教楽来（別紙図面190に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

薬師丸⒟ 大牟田市大字教楽来及び大字櫟野（別紙図面
191に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

薬師丸⒝ 大牟田市大字教楽来（別紙図面192に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

高田⒞ 大牟田市大字勝立（別紙図面193に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

油元⒝－１ 大牟田市大字勝立（別紙図面194に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

油元⒜ 大牟田市大字勝立（別紙図面195に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

油元⒝－２ 大牟田市大字勝立（別紙図面196に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

勝立⒢ 大牟田市大字勝立（別紙図面197に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

櫟野⒧ 大牟田市大字勝立及び大字櫟野（別紙図面198
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝立⒡ 大牟田市大字勝立（別紙図面199に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

勝立⒠ 大牟田市大字勝立（別紙図面200に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

外苑⒝ 大牟田市大字勝立（別紙図面201に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

外苑⒜ 大牟田市大字勝立（別紙図面202に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

勝立⒟ 大牟田市大字勝立（別紙図面203に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

下池町⒢ 大牟田市大字勝立及び東萩尾町（別紙図面204
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝立⒜－２ 大牟田市大字勝立（別紙図面205に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

勝立⒝ 大牟田市大字勝立及び下池町（別紙図面206に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下池町⒜－３ 大牟田市大字勝立、下池町及び新勝立町５丁目
（別紙図面207に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝立⒜－１ 大牟田市大字勝立（別紙図面208に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

勝立⒞ 大牟田市大字勝立（別紙図面209に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

高田⒝ 大牟田市大字勝立（別紙図面210に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

道越 大牟田市大字勝立（別紙図面211に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊
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高田⒜ 大牟田市大字勝立（別紙図面212に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

北井河 大牟田市大字勝立（別紙図面213に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

下池町⒜－２ 大牟田市下池町及び大字勝立（別紙図面214に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下池町⒜－１ 大牟田市下池町及び笹原町３丁目（別紙図面
215に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東萩尾町 大牟田市下池町及び東萩尾町（別紙図面216に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

萩尾町 大牟田市下池町、萩尾町２丁目及び東萩尾町
（別紙図面217に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

萩尾⒜－２ 大牟田市萩尾町１丁目（別紙図面218に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

萩尾⒜－１ 大牟田市萩尾町１丁目（別紙図面219に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

萩尾町⑵－２ 大牟田市萩尾町１丁目（別紙図面220に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

萩尾町⑵－１ 大牟田市萩尾町１丁目（別紙図面221に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

萩尾⒟－２ 大牟田市萩尾町１丁目及び萩尾町２丁目（別紙
図面222に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

萩尾⒞－３ 大牟田市萩尾町１丁目（別紙図面223に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

萩尾⒞－２ 大牟田市萩尾町１丁目（別紙図面224に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

萩尾⒟－１ 大牟田市萩尾町１丁目（別紙図面225に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

萩尾⒞－１ 大牟田市萩尾町１丁目、野添町及び笹原町２丁
目（別紙図面226に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

萩尾⒝ 大牟田市萩尾町１丁目及び笹原町２丁目（別紙
図面227に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

萩尾⒠ 大牟田市萩尾町１丁目（別紙図面228に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下池町⒝ 大牟田市笹原町３丁目及び下池町（別紙図面
229に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下池町⒟ 大牟田市笹原町３丁目及び下池町（別紙図面
230に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新勝立町⒜－２ 大牟田市新勝立町５丁目及び新勝立町６丁目
（別紙図面231に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新勝立町⒜－１ 大牟田市新勝立町５丁目（別紙図面232に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新勝立町⒝－１ 大牟田市新勝立町５丁目（別紙図面233に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新勝立町⒝－２ 大牟田市新勝立町５丁目（別紙図面234に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新勝立町⒞－２ 大牟田市新勝立町６丁目（別紙図面235に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新勝立町⒞－１ 大牟田市新勝立町６丁目（別紙図面236に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

天道町⒝ 大牟田市馬渡町及び天道町（別紙図面237に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

馬渡町⒟－１ 大牟田市馬渡町及び天道町（別紙図面238に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

馬渡町⒟－２ 大牟田市馬渡町、天道町及び笹原町１丁目（別
紙図面239に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

馬渡町⒝ 大牟田市馬渡町及び新勝立町５丁目（別紙図面
240に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

天道町⒞ 大牟田市天道町（別紙図面241に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

天道町⒜ 大牟田市天道町（別紙図面242に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

天道町－２ 大牟田市天道町（別紙図面243に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

天道町－１ 大牟田市天道町（別紙図面244に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

馬渡町⒞ 大牟田市天道町（別紙図面245に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

米生町 大牟田市米生町１丁目（別紙図面246に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

馬込町 大牟田市馬込町１丁目及び宮原町１丁目（別紙
図面247に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

一部町 大牟田市馬場町（別紙図面248に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

若宮町 大牟田市若宮町及び黄金町２丁目（別紙図面
249に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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馬渡町⒜ 大牟田市若宮町及び黄金町２丁目（別紙図面
250に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

諏訪町 大牟田市諏訪町１丁目及び諏訪町２丁目（別紙
図面251に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

昭和町 大牟田市昭和町（別紙図面252に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

花園町 大牟田市花園町及び一浦町（別紙図面253に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上官町 大牟田市上官町２丁目（別紙図面254に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

宮坂町 大牟田市宮坂町及び真道寺町（別紙図面255に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

一浦町⑵ 大牟田市一浦町（別紙図面256に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

一浦町⑴ 大牟田市一浦町及び笹林町２丁目（別紙図面
257に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

出雲町－１ 大牟田市松浦町、出雲町及び上町１丁目（別紙
図面258に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

出雲町－２ 大牟田市出雲町及び松浦町（別紙図面259に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

松浦町⑵ 大牟田市松浦町、上町２丁目及び出雲町（別紙
図面260に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

松浦町⑴ 大牟田市松浦町、西宮浦町及び出雲町（別紙図
面261に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

松浦町 大牟田市松浦町及び西宮浦町（別紙図面262に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

松浦町⑶－２ 大牟田市上官町１丁目及び松浦町（別紙図面
263に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

松浦町⑶－１ 大牟田市上官町１丁目及び松浦町（別紙図面
264に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

常盤－１ 大牟田市常磐町、山上町、泉町及び築町（別紙
図面265に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

常盤－２ 大牟田市常磐町、山上町及び築町（別紙図面
266に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

常磐町⑵ 大牟田市常磐町（別紙図面267に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

唐船⒜ 大牟田市大字唐船及び大字甘木（別紙図面268
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

辻 大牟田市大字唐船及び大字甘木（別紙図面269
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

岬⒝ 大牟田市大字岬（別紙図面270に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

岬⒢ 大牟田市大字岬（別紙図面271に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

岬浦 大牟田市大字岬（別紙図面272に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

岬⒟－１ 大牟田市大字岬（別紙図面273に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

岬⒟－２ 大牟田市大字岬（別紙図面274に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

岬⒡ 大牟田市大字岬（別紙図面275に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

岬 大牟田市大字岬（別紙図面276に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

岬⒜ 大牟田市大字岬（別紙図面277に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

岬⒥ 大牟田市大字岬（別紙図面278に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

岬⒦ 大牟田市大字岬（別紙図面279に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

岬⒠－１ 大牟田市大字甘木及び大字岬（別紙図面280に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

岬⒠－２ 大牟田市大字甘木及び大字岬（別紙図面281に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

倉永⒠ 大牟田市大字倉永（別紙図面282に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

倉永⒢－２ 大牟田市大字倉永（別紙図面283に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

倉永⒢－１ 大牟田市大字倉永（別紙図面284に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

倉永⒣ 大牟田市大字倉永（別紙図面285に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

宮ノ下 大牟田市大字倉永（別紙図面286に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

倉永 大牟田市大字倉永（別紙図面287に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊
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　備考　別紙図面は省略し、その図面を大牟田市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第506号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第８条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指

定する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

倉永⒜ 大牟田市大字倉永（別紙図面288に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

倉永⒝ 大牟田市大字倉永（別紙図面289に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

鷺山 大牟田市大字倉永（別紙図面290に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

倉永⒞ 大牟田市大字倉永（別紙図面291に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

倉永⒟ 大牟田市大字倉永（別紙図面292に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

倉永⒥ 大牟田市大字倉永（別紙図面293に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

宮崎⒡ 大牟田市大字宮崎（別紙図面294に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

宮崎⒞ 大牟田市大字宮崎（別紙図面295に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

今山 大牟田市大字今山（別紙図面296に示す区域の
とおり） 地滑り

焼石山 大牟田市大字櫟野（別紙図面297に示す区域の
とおり） 地滑り

勝立
大牟田市新勝立町１丁目、新勝立町２丁目、新
勝立町３丁目及び早鐘町（別紙図面298に示す
区域のとおり）

地滑り

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建
築物に作用すると
想定される衝撃に
関する事項

端ヶ浦１ 大牟田市大字上内（別紙図
面１に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面１に記載
する表のとおり

端ヶ浦３ 大牟田市大字上内（別紙図
面２に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面２に記載
する表のとおり

上内山口 大牟田市大字上内（別紙図
面３に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面３に記載
する表のとおり

中尾
大牟田市大字上内及び大字
四ケ（別紙図面４に示す区
域のとおり）

土石流
別紙図面４に記載
する表のとおり

四箇新町

大牟田市大字上内、大字四
ケ及び四箇新町１丁目（別
紙図面５に示す区域のとお
り）

土石流

別紙図面５に記載
する表のとおり

岡
大牟田市大字上内及び大字
岩本（別紙図面６に示す区
域のとおり）

土石流
別紙図面６に記載
する表のとおり

椛 大牟田市大字上内（別紙図
面７に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面７に記載
する表のとおり

椛２ 大牟田市大字上内（別紙図
面８に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面８に記載
する表のとおり

岩本 大牟田市大字上内（別紙図
面９に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面９に記載
する表のとおり

浦谷 大牟田市大字岩本（別紙図
面10に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面10に記載
する表のとおり

八角目
大牟田市大字久福木、大字
三池及び大字今山（別紙図
面11に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面11に記載
する表のとおり

普光寺 大牟田市大字今山（別紙図
面13に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面13に記載
する表のとおり

乙宮２ 大牟田市大字今山（別紙図
面15に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面15に記載
する表のとおり

茶屋ノ原 大牟田市大字今山（別紙図
面16に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面16に記載
する表のとおり

希望ヶ丘
大牟田市大字今山及び大字
歴木（別紙図面17に示す区
域のとおり）

土石流
別紙図面17に記載
する表のとおり

平野山４ 大牟田市大字歴木（別紙図
面18に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面18に記載
する表のとおり



第
３

４
８

３
号

福
岡

県
公

報
平

成
25

年
３

月
29

日
　

金
曜

日
15

高田 大牟田市大字勝立（別紙図
面36に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面36に記載
する表のとおり

岬
大牟田市大字岬及び大字甘
木（別紙図面37に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面37に記載
する表のとおり

上下方２ 大牟田市大字倉永（別紙図
面38に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面38に記載
する表のとおり

上下方１ 大牟田市大字倉永（別紙図
面39に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面39に記載
する表のとおり

倉永 大牟田市大字倉永（別紙図
面40に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面40に記載
する表のとおり

清竜ノ滝 大牟田市大字倉永（別紙図
面41に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面41に記載
する表のとおり

新道 大牟田市大字倉永（別紙図
面42に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面42に記載
する表のとおり

黒岩
大牟田市大字倉永及び大字
岬（別紙図面43に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面43に記載
する表のとおり

宮ノ谷 大牟田市大字宮崎（別紙図
面44に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面44に記載
する表のとおり

鬼ヶ浦
大牟田市大字宮崎及び大字
岩本（別紙図面45に示す区
域のとおり）

土石流
別紙図面45に記載
する表のとおり

上内⒠ 大牟田市大字上内（別紙図
面46に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面46に記載
する表のとおり

上内⒡ 大牟田市大字上内（別紙図
面47に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面47に記載
する表のとおり

上内⒣ 大牟田市大字上内（別紙図
面48に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面48に記載
する表のとおり

上内⒤ 大牟田市大字上内（別紙図
面49に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面49に記載
する表のとおり

上内⒢ 大牟田市大字上内（別紙図
面50に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面50に記載
する表のとおり

椛⒜ 大牟田市大字上内（別紙図
面51に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面51に記載
する表のとおり

椛⒞ 大牟田市大字上内（別紙図
面52に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面52に記載
する表のとおり

平野山１ 大牟田市大字歴木（別紙図
面19に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面19に記載
する表のとおり

平野山２ 大牟田市大字歴木（別紙図
面20に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面20に記載
する表のとおり

平野山３ 大牟田市大字歴木（別紙図
面21に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面21に記載
する表のとおり

平野山５
大牟田市大字歴木及び龍湖
瀬町（別紙図面22に示す区
域のとおり）

土石流
別紙図面22に記載
する表のとおり

竜湖瀬
大牟田市大字歴木及び龍湖
瀬町（別紙図面23に示す区
域のとおり）

土石流
別紙図面23に記載
する表のとおり

日明４ 大牟田市大字櫟野（別紙図
面24に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面24に記載
する表のとおり

日明２ 大牟田市大字櫟野（別紙図
面25に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面25に記載
する表のとおり

日明１ 大牟田市大字櫟野（別紙図
面26に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面26に記載
する表のとおり

日明３ 大牟田市大字櫟野（別紙図
面27に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面27に記載
する表のとおり

鳴川 大牟田市大字櫟野（別紙図
面28に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面28に記載
する表のとおり

日懸 大牟田市大字櫟野（別紙図
面29に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面29に記載
する表のとおり

櫟野 大牟田市大字櫟野（別紙図
面30に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面30に記載
する表のとおり

薬師丸
大牟田市大字櫟野及び大字
教楽来（別紙図面31に示す
区域のとおり）

土石流
別紙図面31に記載
する表のとおり

教楽来
大牟田市大字教楽来（別紙
図面33に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面33に記載
する表のとおり

勝立１
大牟田市大字勝立及び大字
櫟野（別紙図面34に示す区
域のとおり）

土石流
別紙図面34に記載
する表のとおり

勝立２
大牟田市大字勝立及び大字
櫟野（別紙図面35に示す区
域のとおり）

土石流
別紙図面35に記載
する表のとおり
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中原⒝
大牟田市大字四ケ及び四箇
新町３丁目（別紙図面72に
示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面72に記載
する表のとおり

四ケ⑴
大牟田市大字四ケ及び四箇
新町１丁目（別紙図面73に
示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面73に記載
する表のとおり

四箇新町三丁目
⒜－２

大牟田市四箇新町３丁目
（別紙図面74に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面74に記載
する表のとおり

四箇新町三丁目
⒜－１

大牟田市四箇新町３丁目
（別紙図面75に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面75に記載
する表のとおり

四箇新町
大牟田市大字四ケ及び四箇
新町１丁目（別紙図面76に
示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面76に記載
する表のとおり

四ケ⑵－２
大牟田市大字四ケ及び四箇
新町１丁目（別紙図面78に
示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面78に記載
する表のとおり

四ケ⑵－１
大牟田市大字四ケ及び四箇
新町１丁目（別紙図面79に
示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面79に記載
する表のとおり

四箇新町一丁目
⒝－２

大牟田市大字四ケ及び四箇
新町１丁目（別紙図面80に
示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面80に記載
する表のとおり

四箇新町一丁目
⒝－１

大牟田市大字四ケ及び四箇
新町１丁目（別紙図面81に
示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面81に記載
する表のとおり

岡
大牟田市大字岩本及び大字
上内（別紙図面82に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面82に記載
する表のとおり

下坂井 大牟田市大字岩本（別紙図
面83に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面83に記載
する表のとおり

貝祢⒝ 大牟田市大字岩本（別紙図
面84に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面84に記載
する表のとおり

岩本 大牟田市大字岩本（別紙図
面85に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面85に記載
する表のとおり

宮部⒜ 大牟田市大字宮部（別紙図
面86に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面86に記載
する表のとおり

大間－１ 大牟田市大字上内（別紙図
面53に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面53に記載
する表のとおり

大間－２ 大牟田市大字上内（別紙図
面54に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面54に記載
する表のとおり

南 大牟田市大字上内（別紙図
面55に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面55に記載
する表のとおり

城林⒜ 大牟田市大字上内（別紙図
面56に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面56に記載
する表のとおり

城林⒝ 大牟田市大字上内（別紙図
面57に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面57に記載
する表のとおり

上内⑴ 大牟田市大字上内（別紙図
面58に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面58に記載
する表のとおり

桜田 大牟田市大字上内（別紙図
面59に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面59に記載
する表のとおり

小立山－１ 大牟田市大字上内（別紙図
面60に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面60に記載
する表のとおり

小立山－２ 大牟田市大字上内（別紙図
面61に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面61に記載
する表のとおり

亀ノ甲－１ 大牟田市大字上内（別紙図
面62に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面62に記載
する表のとおり

亀ノ甲－２ 大牟田市大字上内（別紙図
面63に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面63に記載
する表のとおり

上内⒜－２
大牟田市大字上内及び大字
岩本（別紙図面64に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面64に記載
する表のとおり

上内⒞－２ 大牟田市大字上内（別紙図
面66に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面66に記載
する表のとおり

上内⒞－１ 大牟田市大字上内（別紙図
面67に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面67に記載
する表のとおり

四ケ⒝－１ 大牟田市大字四ケ（別紙図
面68に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面68に記載
する表のとおり

四ケ⒝－２ 大牟田市大字四ケ（別紙図
面69に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面69に記載
する表のとおり

四ケ⒜ 大牟田市大字四ケ（別紙図
面70に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面70に記載
する表のとおり

四ケ⒞
大牟田市大字四ケ及び四箇
新町３丁目（別紙図面71に
示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面71に記載
する表のとおり
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本村⒜
大牟田市大字今山（別紙
図面102に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面102に記
載する表のとおり

乙宮⒜
大牟田市大字今山（別紙
図面103に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面103に記
載する表のとおり

乙宮⒝
大牟田市大字今山（別紙
図面104に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面104に記
載する表のとおり

乙宮⒞－１
大牟田市大字今山（別紙
図面105に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面105に記
載する表のとおり

乙宮⒞－２
大牟田市大字今山（別紙
図面106に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面106に記
載する表のとおり

今山⒢－１
大牟田市大字今山（別紙
図面107に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面107に記
載する表のとおり

乙宮⒟
大牟田市大字今山（別紙
図面108に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面108に記
載する表のとおり

茶神⒜
大牟田市大字今山（別紙
図面109に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面109に記
載する表のとおり

茶神⒝
大牟田市大字今山（別紙
図面110に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面110に記
載する表のとおり

茶神⒞
大牟田市大字今山（別紙
図面111に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面111に記
載する表のとおり

茶尾原⒝
大牟田市大字今山（別紙
図面112に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面112に記
載する表のとおり

茶尾原⒜
大牟田市大字今山（別紙
図面113に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面113に記
載する表のとおり

今山⒢－２
大牟田市大字今山（別紙
図面114に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面114に記
載する表のとおり

久福木－１
大牟田市大字久福木（別紙
図面87に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面87に記載
する表のとおり

久福木－２
大牟田市大字久福木（別紙
図面88に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面88に記載
する表のとおり

久福木－３
大牟田市大字久福木（別紙
図面89に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面89に記載
する表のとおり

庵ノ浦
大牟田市大字久福木（別紙
図面90に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面90に記載
する表のとおり

小坂 大牟田市大字三池（別紙図
面91に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面91に記載
する表のとおり

松山⒝
大牟田市大字三池及び大字
白川（別紙図面92に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面92に記載
する表のとおり

松山⒜
大牟田市大字白川及び大字
三池（別紙図面93に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面93に記載
する表のとおり

葛宮
大牟田市大字白川及び大字
三池（別紙図面94に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面94に記載
する表のとおり

今山⒜ 大牟田市大字今山（別紙図
面95に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面95に記載
する表のとおり

今山⒝ 大牟田市大字今山（別紙図
面96に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面96に記載
する表のとおり

今山⒞ 大牟田市大字今山（別紙図
面97に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面97に記載
する表のとおり

大塔 大牟田市大字今山（別紙図
面98に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面98に記載
する表のとおり

今山⒡ 大牟田市大字今山（別紙図
面99に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面99に記載
する表のとおり

本村⒝
大牟田市大字今山（別紙
図面100に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面100に記
載する表のとおり

椋谷
大牟田市大字今山（別紙
図面101に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面101に記
載する表のとおり
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歴木⒝－１
大牟田市大字歴木（別紙
図面128に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面128に記
載する表のとおり

歴木⒝－２
大牟田市大字歴木（別紙
図面129に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面129に記
載する表のとおり

歴木⒜－２
大牟田市大字歴木及び龍湖
瀬町（別紙図面131に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面131に記
載する表のとおり

龍湖瀬町⒟
大牟田市龍湖瀬町及び大字
歴木（別紙図面134に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面134に記
載する表のとおり

龍湖瀬町⒞
大牟田市龍湖瀬町及び大字
歴木（別紙図面135に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面135に記
載する表のとおり

龍湖瀬町⒠
大牟田市龍湖瀬町（別紙
図面136に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面136に記
載する表のとおり

龍湖瀬町⒝－１
大牟田市龍湖瀬町（別紙
図面137に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面137に記
載する表のとおり

龍湖瀬町⒜－１
大牟田市龍湖瀬町（別紙
図面139に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面139に記
載する表のとおり

龍湖瀬町⒜－２
大牟田市龍湖瀬町（別紙
図面140に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面140に記
載する表のとおり

大浦町⒝
大牟田市大浦町及び稲荷町
（別紙図面141に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面141に記
載する表のとおり

大浦町⒜ 大牟田市大浦町（別紙図面
142に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面142に記
載する表のとおり

今山⒠
大牟田市大字櫟野及び大字
今山（別紙図面143に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面143に記
載する表のとおり

日明⒜－２
大牟田市大字櫟野（別紙
図面144に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面144に記
載する表のとおり

今山⒟
大牟田市大字今山（別紙
図面115に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面115に記
載する表のとおり

歴木⒠
大牟田市大字歴木（別紙
図面116に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面116に記
載する表のとおり

高取社宅
大牟田市大字歴木（別紙
図面117に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面117に記
載する表のとおり

歴木⒢
大牟田市大字歴木（別紙
図面118に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面118に記
載する表のとおり

高取団地⒝－１
大牟田市大字歴木（別紙
図面119に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面119に記
載する表のとおり

高取団地⒝－２
大牟田市大字歴木（別紙
図面120に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面120に記
載する表のとおり

高取団地⒝－３
大牟田市大字歴木（別紙
図面121に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面121に記
載する表のとおり

平野山－３
大牟田市大字歴木（別紙
図面122に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面122に記
載する表のとおり

平野山－２
大牟田市大字歴木（別紙
図面123に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面123に記
載する表のとおり

平野山－１
大牟田市大字歴木及び大字
今山（別紙図面124に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面124に記
載する表のとおり

高取団地⒜
大牟田市大字歴木（別紙
図面125に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面125に記
載する表のとおり

歴木⒞
大牟田市大字歴木（別紙
図面126に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面126に記
載する表のとおり

歴木⒟
大牟田市大字歴木（別紙
図面127に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面127に記
載する表のとおり
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黒尾⒜－３
大牟田市大字櫟野（別紙
図面158に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面158に記
載する表のとおり

櫟野⒦
大牟田市大字櫟野（別紙
図面159に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面159に記
載する表のとおり

櫟野⒡
大牟田市大字櫟野（別紙
図面160に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面160に記
載する表のとおり

善徳
大牟田市大字櫟野（別紙
図面162に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面162に記
載する表のとおり

櫟野⒥－３
大牟田市大字櫟野（別紙
図面163に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面163に記
載する表のとおり

櫟野⒥－１
大牟田市大字櫟野（別紙
図面164に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面164に記
載する表のとおり

櫟野⒥－２
大牟田市大字櫟野（別紙
図面165に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面165に記
載する表のとおり

櫟野⒠
大牟田市大字櫟野（別紙
図面166に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面166に記
載する表のとおり

櫟野⒟
大牟田市大字櫟野（別紙
図面167に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面167に記
載する表のとおり

峠⒜－１
大牟田市大字櫟野（別紙
図面168に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面168に記
載する表のとおり

峠⒜－２
大牟田市大字櫟野（別紙
図面169に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面169に記
載する表のとおり

峠⒝
大牟田市大字櫟野（別紙
図面170に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面170に記
載する表のとおり

櫟野⒜
大牟田市大字櫟野（別紙
図面171に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面171に記
載する表のとおり

日明⒜－１
大牟田市大字櫟野（別紙
図面145に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面145に記
載する表のとおり

日明⒝－３
大牟田市大字櫟野（別紙
図面146に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面146に記
載する表のとおり

日明⒝－２
大牟田市大字櫟野（別紙
図面147に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面147に記
載する表のとおり

日明⒝－１
大牟田市大字櫟野（別紙
図面148に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面148に記
載する表のとおり

日明⒞
大牟田市大字櫟野（別紙
図面149に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面149に記
載する表のとおり

日懸
大牟田市大字櫟野（別紙
図面150に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面150に記
載する表のとおり

鳥越⒜
大牟田市大字櫟野（別紙
図面151に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面151に記
載する表のとおり

鳥越⒝
大牟田市大字櫟野（別紙
図面152に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面152に記
載する表のとおり

櫟野⒨
大牟田市大字櫟野（別紙
図面153に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面153に記
載する表のとおり

櫟野⒩
大牟田市大字櫟野（別紙
図面154に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面154に記
載する表のとおり

櫟野⒢
大牟田市大字櫟野（別紙
図面155に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面155に記
載する表のとおり

黒尾⒜－１
大牟田市大字櫟野（別紙
図面156に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面156に記
載する表のとおり

黒尾⒜－２
大牟田市大字櫟野（別紙
図面157に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面157に記
載する表のとおり
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薬師丸⒢
大牟田市大字教楽来（別紙
図面185に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面185に記
載する表のとおり

四太丸
大牟田市大字教楽来（別紙
図面186に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面186に記
載する表のとおり

尾⒜
大牟田市大字教楽来（別紙
図面187に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面187に記
載する表のとおり

教楽木⒝
大牟田市大字教楽来（別紙
図面188に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面188に記
載する表のとおり

薬師丸⒠
大牟田市大字教楽来（別紙
図面189に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面189に記
載する表のとおり

薬師丸⒞
大牟田市大字教楽来（別紙
図面190に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面190に記
載する表のとおり

薬師丸⒟
大牟田市大字教楽来及び大
字櫟野（別紙図面191に示
す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面191に記
載する表のとおり

薬師丸⒝
大牟田市大字教楽来（別紙
図面192に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面192に記
載する表のとおり

高田⒞
大牟田市大字勝立（別紙
図面193に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面193に記
載する表のとおり

油元⒝－１
大牟田市大字勝立（別紙
図面194に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面194に記
載する表のとおり

油元⒜
大牟田市大字勝立（別紙
図面195に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面195に記
載する表のとおり

油元⒝－２
大牟田市大字勝立（別紙
図面196に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面196に記
載する表のとおり

勝立⒢
大牟田市大字勝立（別紙
図面197に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面197に記
載する表のとおり

櫟野⒝
大牟田市大字櫟野（別紙
図面172に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面172に記
載する表のとおり

櫟野⒞
大牟田市大字櫟野（別紙
図面173に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面173に記
載する表のとおり

東谷団地⒜
大牟田市大字櫟野及び大字
勝立（別紙図面174に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面174に記
載する表のとおり

東谷団地⒝
大牟田市大字櫟野及び大字
勝立（別紙図面175に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面175に記
載する表のとおり

山口⒝
大牟田市大字教楽来（別紙
図面176に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面176に記
載する表のとおり

山口⒞
大牟田市大字教楽来（別紙
図面177に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面177に記
載する表のとおり

山口⒜
大牟田市大字教楽来（別紙
図面178に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面178に記
載する表のとおり

山口⒟
大牟田市大字教楽来（別紙
図面179に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面179に記
載する表のとおり

教楽木
大牟田市大字教楽来（別紙
図面180に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面180に記
載する表のとおり

小石
大牟田市大字教楽来（別紙
図面181に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面181に記
載する表のとおり

本村⒞
大牟田市大字教楽来（別紙
図面182に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面182に記
載する表のとおり

薬師丸⒜
大牟田市大字教楽来（別紙
図面183に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面183に記
載する表のとおり

薬師丸⒣
大牟田市大字教楽来（別紙
図面184に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面184に記
載する表のとおり
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道越
大牟田市大字勝立（別紙
図面211に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面211に記
載する表のとおり

高田⒜
大牟田市大字勝立（別紙
図面212に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面212に記
載する表のとおり

北井河
大牟田市大字勝立（別紙
図面213に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面213に記
載する表のとおり

下池町⒜－２
大牟田市下池町及び大字勝
立（別紙図面214に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面214に記
載する表のとおり

下池町⒜－１
大牟田市下池町及び笹原町
３丁目（別紙図面215に示
す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面215に記
載する表のとおり

東萩尾町
大牟田市下池町及び東萩尾
町（別紙図面216に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面216に記
載する表のとおり

萩尾町

大牟田市下池町、萩尾町２
丁目及び東萩尾町（別紙
図面217に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊

別紙図面217に記
載する表のとおり

萩尾⒜－２
大牟田市萩尾町１丁目（別
紙図面218に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面218に記
載する表のとおり

萩尾⒜－１
大牟田市萩尾町１丁目（別
紙図面219に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面219に記
載する表のとおり

萩尾町⑵－２
大牟田市萩尾町１丁目（別
紙図面220に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面220に記
載する表のとおり

萩尾町⑵－１
大牟田市萩尾町１丁目（別
紙図面221に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面221に記
載する表のとおり

萩尾⒟－２
大牟田市萩尾町１丁目及び
萩尾町２丁目（別紙図面
222に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面222に記
載する表のとおり

萩尾⒞－２
大牟田市萩尾町１丁目（別
紙図面224に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面224に記
載する表のとおり

櫟野⒧
大牟田市大字勝立及び大字
櫟野（別紙図面198に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面198に記
載する表のとおり

勝立⒡
大牟田市大字勝立（別紙
図面199に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面199に記
載する表のとおり

勝立⒠
大牟田市大字勝立（別紙
図面200に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面200に記
載する表のとおり

外苑⒝
大牟田市大字勝立（別紙
図面201に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面201に記
載する表のとおり

外苑⒜
大牟田市大字勝立（別紙
図面202に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面202に記
載する表のとおり

勝立⒟
大牟田市大字勝立（別紙
図面203に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面203に記
載する表のとおり

下池町⒢
大牟田市大字勝立及び東萩
尾町（別紙図面204に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面204に記
載する表のとおり

勝立⒜－２
大牟田市大字勝立（別紙
図面205に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面205に記
載する表のとおり

勝立⒝
大牟田市大字勝立及び下池
町（別紙図面206に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面206に記
載する表のとおり

下池町⒜－３

大牟田市大字勝立、下池町
及び新勝立町５丁目（別紙
図面207に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊

別紙図面207に記
載する表のとおり

勝立⒜－１
大牟田市大字勝立（別紙
図面208に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面208に記
載する表のとおり

勝立⒞
大牟田市大字勝立（別紙
図面209に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面209に記
載する表のとおり

高田⒝
大牟田市大字勝立（別紙
図面210に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面210に記
載する表のとおり
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天道町⒝
大牟田市馬渡町及び天道町
（別紙図面237に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面237に記
載する表のとおり

馬渡町⒟－１
大牟田市馬渡町及び天道町
（別紙図面238に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面238に記
載する表のとおり

馬渡町⒝
大牟田市馬渡町及び新勝立
町５丁目（別紙図面240に
示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面240に記
載する表のとおり

天道町⒞ 大牟田市天道町（別紙図面
241に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面241に記
載する表のとおり

天道町⒜ 大牟田市天道町（別紙図面
242に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面242に記
載する表のとおり

天道町－２ 大牟田市天道町（別紙図面
243に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面243に記
載する表のとおり

天道町－１ 大牟田市天道町（別紙図面
244に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面244に記
載する表のとおり

馬渡町⒞ 大牟田市天道町（別紙図面
245に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面245に記
載する表のとおり

米生町
大牟田市米生町１丁目（別
紙図面246に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面246に記
載する表のとおり

一部町 大牟田市馬場町（別紙図面
248に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面248に記
載する表のとおり

若宮町
大牟田市若宮町及び黄金町
２丁目（別紙図面249に示
す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面249に記
載する表のとおり

馬渡町⒜
大牟田市若宮町及び黄金町
２丁目（別紙図面250に示
す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面250に記
載する表のとおり

諏訪町
大牟田市諏訪町１丁目及び
諏訪町２丁目（別紙図面
251に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面251に記
載する表のとおり

花園町
大牟田市花園町及び一浦町
（別紙図面253に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面253に記
載する表のとおり

上官町
大牟田市上官町２丁目（別
紙図面254に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面254に記
載する表のとおり

萩尾⒟－１
大牟田市萩尾町１丁目（別
紙図面225に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面225に記
載する表のとおり

萩尾⒞－１

大牟田市萩尾町１丁目、野
添町及び笹原町２丁目（別
紙図面226に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊

別紙図面226に記
載する表のとおり

萩尾⒝
大牟田市萩尾町１丁目及び
笹原町２丁目（別紙図面
227に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面227に記
載する表のとおり

萩尾⒠
大牟田市萩尾町１丁目（別
紙図面228に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面228に記
載する表のとおり

下池町⒝
大牟田市笹原町３丁目及び
下池町（別紙図面229に示
す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面229に記
載する表のとおり

下池町⒟
大牟田市笹原町３丁目及び
下池町（別紙図面230に示
す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面230に記
載する表のとおり

新勝立町⒜－２

大牟田市新勝立町５丁目及
び新勝立町６丁目（別紙
図面231に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊

別紙図面231に記
載する表のとおり

新勝立町⒜－１
大牟田市新勝立町５丁目
（別紙図面232に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面232に記
載する表のとおり

新勝立町⒝－１
大牟田市新勝立町５丁目
（別紙図面233に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面233に記
載する表のとおり

新勝立町⒝－２
大牟田市新勝立町５丁目
（別紙図面234に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面234に記
載する表のとおり

新勝立町⒞－２
大牟田市新勝立町６丁目
（別紙図面235に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面235に記
載する表のとおり

新勝立町⒞－１
大牟田市新勝立町６丁目
（別紙図面236に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面236に記
載する表のとおり



第
３

４
８

３
号

福
岡

県
公

報
平

成
25

年
３

月
29

日
　

金
曜

日
23

岬⒝ 大牟田市大字岬（別紙図面
270に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面270に記
載する表のとおり

岬⒢ 大牟田市大字岬（別紙図面
271に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面271に記
載する表のとおり

岬浦 大牟田市大字岬（別紙図面
272に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面272に記
載する表のとおり

岬⒟－１ 大牟田市大字岬（別紙図面
273に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面273に記
載する表のとおり

岬⒟－２ 大牟田市大字岬（別紙図面
274に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面274に記
載する表のとおり

岬⒡ 大牟田市大字岬（別紙図面
275に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面275に記
載する表のとおり

岬⒜ 大牟田市大字岬（別紙図面
277に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面277に記
載する表のとおり

岬⒥ 大牟田市大字岬（別紙図面
278に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面278に記
載する表のとおり

岬⒦ 大牟田市大字岬（別紙図面
279に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面279に記
載する表のとおり

岬⒠－１
大牟田市大字甘木及び大字
岬（別紙図面280に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面280に記
載する表のとおり

岬⒠－２
大牟田市大字甘木及び大字
岬（別紙図面281に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面281に記
載する表のとおり

倉永⒠
大牟田市大字倉永（別紙
図面282に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面282に記
載する表のとおり

倉永⒢－２
大牟田市大字倉永（別紙
図面283に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面283に記
載する表のとおり

倉永⒢－１
大牟田市大字倉永（別紙
図面284に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面284に記
載する表のとおり

倉永⒣
大牟田市大字倉永（別紙
図面285に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面285に記
載する表のとおり

宮ノ下
大牟田市大字倉永（別紙
図面286に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面286に記
載する表のとおり

一浦町⑴
大牟田市一浦町及び笹林町
２丁目（別紙図面257に示
す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面257に記
載する表のとおり

出雲町－１
大牟田市松浦町、出雲町及
び上町１丁目（別紙図面
258に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面258に記
載する表のとおり

出雲町－２
大牟田市出雲町及び松浦町
（別紙図面259に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面259に記
載する表のとおり

松浦町⑵
大牟田市松浦町、上町２丁
目及び出雲町（別紙図面
260に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面260に記
載する表のとおり

松浦町⑴
大牟田市松浦町、西宮浦町
及び出雲町（別紙図面261
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面261に記
載する表のとおり

松浦町
大牟田市松浦町及び西宮浦
町（別紙図面262に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面262に記
載する表のとおり

松浦町⑶－２
大牟田市上官町１丁目及び
松浦町（別紙図面263に示
す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面263に記
載する表のとおり

松浦町⑶－１
大牟田市上官町１丁目及び
松浦町（別紙図面264に示
す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面264に記
載する表のとおり

常盤－１
大牟田市常磐町、山上町、
泉町及び築町（別紙図面
265に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面265に記
載する表のとおり

常盤－２
大牟田市常磐町、山上町及
び築町（別紙図面266に示
す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面266に記
載する表のとおり

常磐町⑵ 大牟田市常磐町（別紙図面
267に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面267に記
載する表のとおり

唐船⒜
大牟田市大字唐船及び大字
甘木（別紙図面268に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面268に記
載する表のとおり

辻
大牟田市大字唐船及び大字
甘木（別紙図面269に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面269に記
載する表のとおり
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　備考　別紙図面は省略し、その図面を大牟田市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第507号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第６条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害警戒区域として指定す

る。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

倉永
大牟田市大字倉永（別紙
図面287に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面287に記
載する表のとおり

倉永⒜
大牟田市大字倉永（別紙
図面288に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面288に記
載する表のとおり

鷺山
大牟田市大字倉永（別紙
図面290に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面290に記
載する表のとおり

倉永⒞
大牟田市大字倉永（別紙
図面291に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面291に記
載する表のとおり

倉永⒟
大牟田市大字倉永（別紙
図面292に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面292に記
載する表のとおり

倉永⒥
大牟田市大字倉永（別紙
図面293に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面293に記
載する表のとおり

宮崎⒞
大牟田市大字宮崎（別紙
図面295に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面295に記
載する表のとおり

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

大久保２ 北九州市門司区旧門司二丁目、一丁目及び門司
（別紙図面１に示す区域のとおり） 土石流

平和 北九州市門司区旧門司一丁目（別紙図面２に示
す区域のとおり） 土石流

清見 北九州市門司区清見二丁目（別紙図面３に示す
区域のとおり） 土石流

大久保１ 北九州市門司区大久保一丁目及び瀬戸町（別紙
図面４に示す区域のとおり） 土石流

大久保 北九州市門司区大久保三丁目、二丁目及び田野
浦海岸（別紙図面５に示す区域のとおり） 土石流

新開川 北九州市門司区新開及び田野浦海岸（別紙図面
６に示す区域のとおり） 土石流

奥迫川 北九州市門司区田野浦一丁目及び鳴竹二丁目
（別紙図面７に示す区域のとおり） 土石流

金迫川１ 北九州市門司区田野浦一丁目（別紙図面８に示
す区域のとおり） 土石流

金迫川 北九州市門司区田野浦一丁目（別紙図面９に示
す区域のとおり） 土石流

田野浦川 北九州市門司区田野浦三丁目及び一丁目（別紙
図面10に示す区域のとおり） 土石流

原田川 北九州市門司区田野浦三丁目及び二丁目（別紙
図面11に示す区域のとおり） 土石流

太刀浦１ 北九州市門司区田野浦（別紙図面12に示す区域
のとおり） 土石流

太刀浦川 北九州市門司区田野浦（別紙図面13に示す区域
のとおり） 土石流

青浜川 北九州市門司区白野江（別紙図面14に示す区域
のとおり） 土石流

青浜２ 北九州市門司区白野江（別紙図面15に示す区域
のとおり） 土石流

青浜１ 北九州市門司区白野江（別紙図面16に示す区域
のとおり） 土石流

白野江12 北九州市門司区白野江三丁目（別紙図面17に示
す区域のとおり） 土石流

白野江９ 北九州市門司区白野江三丁目（別紙図面18に示
す区域のとおり） 土石流

白野江10 北九州市門司区白野江四丁目（別紙図面19に示
す区域のとおり） 土石流

白野江13 北九州市門司区白野江四丁目及び白野江（別紙
図面20に示す区域のとおり） 土石流

白野江５ 北九州市門司区白野江四丁目及び白野江（別紙
図面21に示す区域のとおり） 土石流
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白野江８ 北九州市門司区白野江及び白野江三丁目（別紙
図面22に示す区域のとおり） 土石流

殿様川 北九州市門司区白野江及び白野江二丁目（別紙
図面23に示す区域のとおり） 土石流

白野江３ 北九州市門司区白野江及び白野江二丁目（別紙
図面24に示す区域のとおり） 土石流

白野江11 北九州市門司区白野江（別紙図面25に示す区域
のとおり） 土石流

白野江４ 北九州市門司区白野江（別紙図面26に示す区域
のとおり） 土石流

白野江２ 北九州市門司区白野江（別紙図面27に示す区域
のとおり） 土石流

白野江６ 北九州市門司区清見佐夜町（別紙図面28に示す
区域のとおり） 土石流

白野江１ 北九州市門司区大積（別紙図面29に示す区域の
とおり） 土石流

大積４ 北九州市門司区大積（別紙図面30に示す区域の
とおり） 土石流

大積２－１ 北九州市門司区大積（別紙図面31に示す区域の
とおり） 土石流

大積２－２ 北九州市門司区大積（別紙図面32に示す区域の
とおり） 土石流

白野江７ 北九州市門司区大積（別紙図面33に示す区域の
とおり） 土石流

大積川５ 北九州市門司区大積（別紙図面34に示す区域の
とおり） 土石流

大積川４ 北九州市門司区大積（別紙図面35に示す区域の
とおり） 土石流

大積川３ 北九州市門司区大積（別紙図面36に示す区域の
とおり） 土石流

大積川１－１ 北九州市門司区大積（別紙図面37に示す区域の
とおり） 土石流

大積川１－２ 北九州市門司区大積（別紙図面38に示す区域の
とおり） 土石流

大積川２ 北九州市門司区大積及び黒川東二丁目（別紙図
面39に示す区域のとおり） 土石流

黒川３ 北九州市門司区黒川東二丁目（別紙図面40に示
す区域のとおり） 土石流

黒川２ 北九州市門司区黒川及び黒川東二丁目（別紙図
面41に示す区域のとおり） 土石流

喜多久 北九州市門司区喜多久（別紙図面42に示す区域
のとおり） 土石流

柄杓川 北九州市門司区柄杓田（別紙図面43に示す区域
のとおり） 土石流

柄杓川１Ｂ 北九州市門司区柄杓田（別紙図面44に示す区域
のとおり） 土石流

柄杓川１Ａ 北九州市門司区柄杓田（別紙図面45に示す区域
のとおり） 土石流

伊川３ 北九州市門司区伊川（別紙図面46に示す区域の
とおり） 土石流

伊川２ 北九州市門司区伊川（別紙図面47に示す区域の
とおり） 土石流

大坪川左支川 北九州市門司区伊川（別紙図面48に示す区域の
とおり） 土石流

伊川１ａ 北九州市門司区伊川（別紙図面49に示す区域の
とおり） 土石流

伊川１ｂ 北九州市門司区伊川（別紙図面50に示す区域の
とおり） 土石流

伊川Ｂ 北九州市門司区伊川（別紙図面51に示す区域の
とおり） 土石流

伊川Ａ 北九州市門司区伊川（別紙図面52に示す区域の
とおり） 土石流

伊川５ 北九州市門司区伊川（別紙図面53に示す区域の
とおり） 土石流

猿喰川４ 北九州市門司区猿喰（別紙図面54に示す区域の
とおり） 土石流

猿喰川３ 北九州市門司区猿喰（別紙図面55に示す区域の
とおり） 土石流

猿喰川２Ａ 北九州市門司区猿喰（別紙図面56に示す区域の
とおり） 土石流

猿喰川２Ｂ 北九州市門司区猿喰（別紙図面57に示す区域の
とおり） 土石流

猿喰川１ 北九州市門司区猿喰（別紙図面58に示す区域の
とおり） 土石流

猿喰川５ 北九州市門司区猿喰（別紙図面59に示す区域の
とおり） 土石流
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畑１ 北九州市門司区畑（別紙図面60に示す区域のと
おり） 土石流

恒見川Ｂ 北九州市門司区恒見町（別紙図面61に示す区域
のとおり） 土石流

恒見川Ａ 北九州市門司区恒見及び恒見町（別紙図面62に
示す区域のとおり） 土石流

恒見② 北九州市門司区恒見（別紙図面63に示す区域の
とおり） 土石流

垣見川１ 北九州市門司区恒見及び新門司三丁目（別紙図
面64に示す区域のとおり） 土石流

恒見川Ｄ 北九州市門司区恒見（別紙図面65に示す区域の
とおり） 土石流

恒見川Ｃ 北九州市門司区恒見（別紙図面66に示す区域の
とおり） 土石流

小井藤川 北九州市門司区恒見（別紙図面67に示す区域の
とおり） 土石流

岩瀬川 北九州市門司区恒見（別紙図面68に示す区域の
とおり） 土石流

恒見① 北九州市門司区恒見（別紙図面69に示す区域の
とおり） 土石流

高田川 北九州市門司区大里桃山町及び大里（別紙図面
70に示す区域のとおり） 土石流

泉ヶ上川 北九州市門司区大里桃山町及び大里（別紙図面
71に示す区域のとおり） 土石流

中原川 北九州市門司区大里桃山町及び大里（別紙図面
72に示す区域のとおり） 土石流

稲積川 北九州市門司区緑ヶ丘（別紙図面73に示す区域
のとおり） 土石流

緑川 北九州市門司区上藤松一丁目（別紙図面74に示
す区域のとおり） 土石流

上藤松川１ 北九州市門司区上藤松一丁目（別紙図面75に示
す区域のとおり） 土石流

上藤松川 北九州市門司区上藤松二丁目及び一丁目（別紙
図面76に示す区域のとおり） 土石流

村中川 北九州市門司区上藤松三丁目（別紙図面77に示
す区域のとおり） 土石流

村中川１ 北九州市門司区青葉台、光町一丁目及び藤松三
丁目（別紙図面78に示す区域のとおり） 土石流

水無川Ｂ 北九州市門司区柳町四丁目及び大里（別紙図面
79に示す区域のとおり） 土石流

水無川Ａ 北九州市門司区柳町四丁目及び大里（別紙図面
80に示す区域のとおり） 土石流

戸の上川 北九州市門司区戸の上四丁目（別紙図面81に示
す区域のとおり） 土石流

戸の上川１ 北九州市門司区戸の上四丁目（別紙図面82に示
す区域のとおり） 土石流

戸の上川２ 北九州市門司区戸の上四丁目（別紙図面83に示
す区域のとおり） 土石流

戸の上川Ａ 北九州市門司区大里及び城山町（別紙図面84に
示す区域のとおり） 土石流

梅の木谷川 北九州市門司区大里（別紙図面85に示す区域の
とおり） 土石流

大里川１ 北九州市門司区大里桜ヶ丘（別紙図面86に示す
区域のとおり） 土石流

田畑川 北九州市門司区寺内五丁目及び三丁目（別紙図
面87に示す区域のとおり） 土石流

畑２ 北九州市門司区奥田二丁目、松崎町及び永黒二
丁目（別紙図面88に示す区域のとおり） 土石流

奥田川３ 北九州市門司区奥田三丁目（別紙図面89に示す
区域のとおり） 土石流

奥田川２ 北九州市門司区奥田三丁目（別紙図面90に示す
区域のとおり） 土石流

奥田 北九州市門司区奥田四丁目、五丁目及び猿喰
（別紙図面91に示す区域のとおり） 土石流

大川４ 北九州市門司区奥田五丁目及び四丁目（別紙図
面92に示す区域のとおり） 土石流

大川３ 北九州市門司区奥田五丁目及び四丁目（別紙図
面93に示す区域のとおり） 土石流

大里川 北九州市門司区奥田五丁目及び四丁目（別紙図
面94に示す区域のとおり） 土石流

淡島 北九州市門司区奥田五丁目及び四丁目（別紙図
面95に示す区域のとおり） 土石流

大川２ 北九州市門司区奥田一丁目及び五丁目（別紙図
面96に示す区域のとおり） 土石流

大川１ 北九州市門司区奥田一丁目、五丁目及び大里
（別紙図面97に示す区域のとおり） 土石流
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奥田川 北九州市門司区奥田一丁目及び二丁目（別紙図
面98に示す区域のとおり） 土石流

大里東川 北九州市門司区大里東五丁目、四丁目及び永黒
一丁目（別紙図面99に示す区域のとおり） 土石流

堀の谷川 北九州市門司区大里東五丁目及び四丁目（別紙
図面100に示す区域のとおり） 土石流

矢筈川 北九州市門司区羽山二丁目及び一丁目（別紙図
面101に示す区域のとおり） 土石流

北川沢 北九州市門司区北川町、小森江一丁目及び二丁
目（別紙図面102に示す区域のとおり） 土石流

絹川 北九州市門司区片上町及び小森江一丁目（別紙
図面103に示す区域のとおり） 土石流

小森江川１ 北九州市門司区風師四丁目及び二夕松町（別紙
図面104に示す区域のとおり） 土石流

西葛葉川 北九州市門司区風師四丁目、葛葉二丁目及び三
丁目（別紙図面105に示す区域のとおり） 土石流

葛葉川 北九州市門司区風師四丁目、葛葉二丁目及び三
丁目（別紙図面106に示す区域のとおり） 土石流

白木崎川 北九州市門司区風師三丁目及び葛葉一丁目（別
紙図面107に示す区域のとおり） 土石流

清滝川 北九州市門司区元清滝、清滝一丁目及び三丁目
（別紙図面108に示す区域のとおり） 土石流

吉野 北九州市門司区丸山吉野町及び丸山二丁目（別
紙図面109に示す区域のとおり） 土石流

丸山川３ 北九州市門司区丸山一丁目及び三丁目（別紙図
面110に示す区域のとおり） 土石流

丸山川２ 北九州市門司区丸山三丁目（別紙図面111に示
す区域のとおり） 土石流

丸山川４ 北九州市門司区丸山三丁目（別紙図面112に示
す区域のとおり） 土石流

丸山川１ 北九州市門司区丸山三丁目（別紙図面113に示
す区域のとおり） 土石流

黒川10 北九州市門司区黒川（別紙図面114に示す区域
のとおり） 土石流

黒川11 北九州市門司区黒川（別紙図面115に示す区域
のとおり） 土石流

黒川８ 北九州市門司区黒川及び春日町（別紙図面116
に示す区域のとおり） 土石流

黒川 北九州市門司区黒川及び春日町（別紙図面117
に示す区域のとおり） 土石流

黒川７ 北九州市門司区黒川及び春日町（別紙図面118
に示す区域のとおり） 土石流

黒川６ 北九州市門司区黒川及び春日町（別紙図面119
に示す区域のとおり） 土石流

黒川４ 北九州市門司区黒川及び高砂町（別紙図面120
に示す区域のとおり） 土石流

黒川９ 北九州市門司区黒川及び高砂町（別紙図面121
に示す区域のとおり） 土石流

十田川 北九州市門司区黒川及び黒川西一丁目（別紙図
面122に示す区域のとおり） 土石流

黒川５ 北九州市門司区黒川及び黒川西三丁目（別紙図
面123に示す区域のとおり） 土石流

黒川１ 北九州市門司区黒川及び黒川西三丁目（別紙図
面124に示す区域のとおり） 土石流

奥畑川支川 北九州市門司区黒川及び春日町（別紙図面125
に示す区域のとおり） 土石流

長谷 北九州市門司区長谷二丁目（別紙図面126に示
す区域のとおり） 土石流

緑川左支川 北九州市門司区長谷二丁目（別紙図面127に示
す区域のとおり） 土石流

緑川右支川 北九州市門司区長谷二丁目（別紙図面128に示
す区域のとおり） 土石流

宗利川２ 北九州市門司区谷町二丁目（別紙図面129に示
す区域のとおり） 土石流

宗利川１ 北九州市門司区谷町二丁目、上本町及び花月園
（別紙図面130に示す区域のとおり） 土石流

谷田川 北九州市門司区清見四丁目（別紙図面131に示
す区域のとおり） 土石流

清見川２－２ 北九州市門司区清見四丁目（別紙図面132に示
す区域のとおり） 土石流

清見川２－１ 北九州市門司区清見四丁目（別紙図面133に示
す区域のとおり） 土石流

清見川１ 北九州市門司区清見四丁目（別紙図面134に示
す区域のとおり） 土石流

花月園Ａ 北九州市門司区東門司二丁目（別紙図面135に
示す区域のとおり） 土石流
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花月園Ｂ 北九州市門司区東門司二丁目（別紙図面136に
示す区域のとおり） 土石流

旧門司２丁目A 北九州市門司区旧門司二丁目（別紙図面137に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

旧門司二丁目 北九州市門司区旧門司二丁目及び一丁目（別紙
図面138に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

旧門司１丁目⒜ 北九州市門司区旧門司一丁目及び二丁目（別紙
図面139に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

畑田 北九州市門司区畑田町、旧門司一丁目及び門司
（別紙図面140に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大久保一丁目 北九州市門司区大久保一丁目（別紙図面141に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大久保２丁目 北九州市門司区大久保二丁目（別紙図面142に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

清見二丁目 北九州市門司区清見二丁目（別紙図面143に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鳴竹一丁目－ａ 北九州市門司区鳴竹一丁目（別紙図面144に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鳴竹１丁目－ｃ 北九州市門司区新開（別紙図面145に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

田野浦１丁目 北九州市門司区田野浦二丁目、一丁目及び三丁
目（別紙図面146に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

田の浦A 北九州市門司区田の浦二丁目及び田野浦（別紙
図面147に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

白野江３丁目 北九州市門司区白野江三丁目（別紙図面148に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

白野江三丁目 北九州市門司区白野江三丁目及び白野江（別紙
図面149に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

白野江B 北九州市門司区白野江四丁目及び白野江（別紙
図面150に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

白野江（e－a） 北九州市門司区白野江（別紙図面151に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

白野江（e－b） 北九州市門司区白野江（別紙図面152に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

白野江⒟ 北九州市門司区白野江（別紙図面153に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

白野江⒞ 北九州市門司区白野江（別紙図面154に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

白野江（a－b） 北九州市門司区白野江（別紙図面155に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

白野江（a－a） 北九州市門司区白野江（別紙図面156に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

白野江（b－b） 北九州市門司区白野江及び清見佐夜町（別紙図
面157に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

白野江（b－a） 北九州市門司区白野江及び清見佐夜町（別紙図
面158に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大積⒥ 北九州市門司区白野江（別紙図面159に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大積⒢ 北九州市門司区白野江（別紙図面160に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大積⒡ 北九州市門司区大積及び白野江（別紙図面161
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大積⒠ 北九州市門司区大積（別紙図面162に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

大積⒟ 北九州市門司区大積（別紙図面163に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

白野江２丁目 北九州市門司区白野江二丁目、大積及び白野江
（別紙図面164に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大積⒝ 北九州市門司区大積（別紙図面165に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

大積⒞ 北九州市門司区大積（別紙図面166に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

喜多久⒝ 北九州市門司区喜多久（別紙図面167に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

柄杓田Ｂ 北九州市門司区柄杓田（別紙図面168に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

柄杓田Ａ 北九州市門司区柄杓田（別紙図面169に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

柄杓田 北九州市門司区柄杓田（別紙図面170に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

柄杓田⒞ 北九州市門司区柄杓田（別紙図面171に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

柄杓田⒝ 北九州市門司区柄杓田（別紙図面172に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

柄杓田（a－a） 北九州市門司区柄杓田（別紙図面173に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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柄杓田（a－b） 北九州市門司区柄杓田（別紙図面174に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

伊川⒝ 北九州市門司区伊川（別紙図面175に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

伊川⒞ 北九州市門司区伊川（別紙図面176に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

伊川⒡－１ 北九州市門司区伊川（別紙図面177に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

伊川⒠ 北九州市門司区伊川（別紙図面178に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

伊川⒢ 北九州市門司区伊川（別紙図面179に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

伊川⒣ 北九州市門司区伊川（別紙図面180に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

伊川⒟ 北九州市門司区伊川（別紙図面181に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

伊川（a－b） 北九州市門司区伊川（別紙図面182に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

伊川⒤ 北九州市門司区伊川（別紙図面183に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

伊川⒡－２ 北九州市門司区伊川（別紙図面184に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

猿喰⒜ 北九州市門司区猿喰及び伊川（別紙図面185に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

猿喰⒡ 北九州市門司区猿喰（別紙図面186に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

猿喰（e－d） 北九州市門司区猿喰（別紙図面187に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

猿喰（e－c） 北九州市門司区猿喰（別紙図面188に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

猿喰（e－a） 北九州市門司区猿喰（別紙図面189に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

猿喰⒤ 北九州市門司区猿喰（別紙図面190に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

猿喰⒟ 北九州市門司区猿喰（別紙図面191に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

猿喰⒞ 北九州市門司区猿喰（別紙図面192に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

猿喰（b－c） 北九州市門司区猿喰（別紙図面193に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

猿喰（b－b） 北九州市門司区猿喰（別紙図面194に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

猿喰⒣ 北九州市門司区猿喰（別紙図面195に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

今津（a－b） 北九州市門司区今津（別紙図面196に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

今津（a－a） 北九州市門司区今津（別紙図面197に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

今津（a－c） 北九州市門司区今津（別紙図面198に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

畑⒞ 北九州市門司区畑（別紙図面199に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

畑（b－a） 北九州市門司区畑（別紙図面200に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

畑（b－b） 北九州市門司区畑（別紙図面201に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

畑（a－a） 北九州市門司区畑（別紙図面202に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

畑（a－b） 北九州市門司区畑（別紙図面203に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

畑⒠ 北九州市門司区畑（別紙図面204に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

東條⑵ 北九州市門司区恒見町及び恒見（別紙図面205
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東條⑴ 北九州市門司区恒見町及び恒見（別紙図面206
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

恒見 北九州市門司区恒見町及び恒見（別紙図面207
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

恒見町 北九州市門司区恒見町及び恒見（別紙図面208
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

恒見⒜ 北九州市門司区恒見（別紙図面209に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

恒見⒝ 北九州市門司区恒見（別紙図面210に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

恒見（c－b） 北九州市門司区恒見（別紙図面211に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊
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恒見（c－a） 北九州市門司区恒見（別紙図面212に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

吉志⒜ 北九州市門司区吉志四丁目及び七丁目（別紙図
面213に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

吉志⒝ 北九州市門司区吉志及び吉志七丁目（別紙図面
214に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大里さつきが丘
－ａ

北九州市門司区大里及び桃山台（別紙図面215
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大里さつきが丘
－ｂ

北九州市門司区大里及び桃山台（別紙図面216
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上 藤 松 １ 丁 目
（a－a）

北九州市門司区上藤松一丁目及び大里（別紙図
面217に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上 藤 松 １ 丁 目
（a－c）

北九州市門司区上藤松一丁目（別紙図面218に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上 藤 松 １ 丁 目
（a－b）

北九州市門司区上藤松一丁目及び大里（別紙図
面219に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上 藤 松 １ 丁 目
（b－a）

北九州市門司区上藤松一丁目、二丁目及び大里
（別紙図面220に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上 藤 松 １ 丁 目
（b－c）

北九州市門司区上藤松二丁目（別紙図面221に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上 藤 松 １ 丁 目
（b－b）

北九州市門司区上藤松二丁目及び大里（別紙図
面222に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上藤松２丁目 北九州市門司区上藤松二丁目及び大里（別紙図
面223に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上藤松３丁目⒜ 北九州市門司区上藤松三丁目及び大里（別紙図
面224に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

光町２丁目 北九州市門司区光町二丁目（別紙図面225に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

光町１、２丁目
⑴

北九州市門司区光町一丁目（別紙図面226に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

光町１、２丁目
⑵

北九州市門司区光町一丁目及び西新町二丁目
（別紙図面227に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

西 新 町 ２ 丁 目
（a－a）

北九州市門司区西新町二丁目及び光町一丁目
（別紙図面228に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

西 新 町 ２ 丁 目
（a－b）

北九州市門司区西新町二丁目（別紙図面229に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤坂４丁目 北九州市門司区西新町二丁目（別紙図面230に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

寺内 北九州市門司区大里及び大里戸ノ上四丁目（別
紙図面231に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大字大里 北九州市門司区大里（別紙図面232に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

陽光台 北九州市門司区大里（別紙図面233に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

城山－ｂ 北九州市門司区城山町及び大里（別紙図面234
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

城山－ａ 北九州市門司区城山町及び猿喰（別紙図面235
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

寺内谷 北九州市門司区寺内五丁目（別紙図面236に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上二十町 北九州市門司区上二十町（別紙図面237に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

奥田３丁目⒜ 北九州市門司区奥田三丁目、二丁目及び猿喰
（別紙図面238に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

奥田３丁目 北九州市門司区奥田三丁目、四丁目及び猿喰
（別紙図面239に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

奥田５丁目 北九州市門司区奥田五丁目、一丁目及び大里
（別紙図面240に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

永黒１丁目 北九州市門司区永黒一丁目及び奥田一丁目（別
紙図面241に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

永黒１丁目⒜ 北九州市門司区永黒一丁目及び大里（別紙図面
242に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

永黒 北九州市門司区大里東五丁目及び大里（別紙図
面243に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大里東５丁目 北九州市門司区大里東五丁目及び大里（別紙図
面244に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

矢筈町 北九州市門司区矢筈町、羽山一丁目及び二丁目
（別紙図面245に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

小森江 北九州市門司区北川町及び小森江（別紙図面
246に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

風師３丁目 北九州市門司区風師三丁目、葛葉一丁目及び門
司（別紙図面247に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

元清滝 北九州市門司区元清滝（別紙図面248に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

清滝３丁目－ｂ 北九州市門司区清滝三丁目、元清滝及び門司
（別紙図面249に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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清滝３丁目－ａ 北九州市門司区清滝三丁目（別紙図面250に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

清滝４丁目 北九州市門司区清滝四丁目及び清滝五丁目（別
紙図面251に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

清滝 北九州市門司区清滝五丁目、丸山一丁目及び門
司（別紙図面252に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

丸山３丁目 北九州市門司区丸山三丁目及び黒川（別紙図面
253に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

丸山４丁目 北九州市門司区丸山四丁目（別紙図面254に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川⒦ 北九州市門司区黒川及び黒川西二丁目（別紙図
面255に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川⒥ 北九州市門司区黒川及び黒川西三丁目（別紙図
面256に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川⒤ 北九州市門司区黒川及び黒川西三丁目（別紙図
面257に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川⒣ 北九州市門司区黒川及び黒川西三丁目（別紙図
面258に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川（g－a） 北九州市門司区黒川及び黒川西一丁目（別紙図
面259に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川（g－b） 北九州市門司区黒川及び黒川西一丁目（別紙図
面260に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川⒧ 北九州市門司区黒川及び黒川西一丁目（別紙図
面261に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川（e－a） 北九州市門司区黒川及び黒川西一丁目（別紙図
面262に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川（e－b） 北九州市門司区黒川及び黒川西一丁目（別紙図
面263に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川（d－a） 北九州市門司区黒川及び高砂町（別紙図面264
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川（d－b） 北九州市門司区黒川及び高砂町（別紙図面265
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川⒜ 北九州市門司区黒川及び高砂町（別紙図面266
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川⒞ 北九州市門司区黒川、高砂町及び春日町（別紙
図面267に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

春日町⒜ 北九州市門司区春日町及び黒川（別紙図面268
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

春日町（b－a） 北九州市門司区春日町及び黒川（別紙図面269
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

春日町（b－b） 北九州市門司区春日町及び黒川（別紙図面270
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

春 日 町 （ b － c
１）

北九州市門司区春日町及び黒川（別紙図面271
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

春 日 町 （ b － c
２）

北九州市門司区春日町及び黒川（別紙図面272
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

春日町（b－d） 北九州市門司区春日町（別紙図面273に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

春日町⑵ 北九州市門司区春日町（別紙図面274に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

春日町⒞ 北九州市門司区春日町、黒川及び高砂町（別紙
図面275に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

高砂町 北九州市門司区高砂町及び黒川（別紙図面276
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川（b－b） 北九州市門司区黒川及び黒川東二丁目（別紙図
面277に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川（b－a） 北九州市門司区黒川及び黒川東二丁目（別紙図
面278に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

長谷１丁目（B
－a）

北九州市門司区長谷一丁目（別紙図面279に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

長谷１丁目（B
－b）

北九州市門司区長谷一丁目（別紙図面280に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

長谷１丁目 北九州市門司区長谷一丁目（別紙図面281に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

長谷－ｂ 北九州市門司区長谷二丁目及び門司（別紙図面
282に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

長谷－ａ 北九州市門司区長谷二丁目及び門司（別紙図面
283に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

長谷２丁目 北九州市門司区長谷二丁目及び谷町一丁目（別
紙図面284に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

長谷２丁目⒜ 北九州市門司区長谷二丁目及び門司（別紙図面
285に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

谷町２丁目－ｂ 北九州市門司区谷町二丁目及び門司（別紙図面
286に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

谷町２丁目－ａ 北九州市門司区谷町二丁目（別紙図面287に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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　備考　別紙図面は省略し、その図面を北九州市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第508号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第８条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指

定する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

上本町⒝ 北九州市門司区上本町及び谷町二丁目（別紙図
面288に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上本町 北九州市門司区上本町及び門司（別紙図面289
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上本町（a－b） 北九州市門司区上本町（別紙図面290に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上本町（a－a） 北九州市門司区上本町（別紙図面291に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

清見４丁目（b
－b）

北九州市門司区清見四丁目（別紙図面292に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

清見４丁目（b
－a）

北九州市門司区清見四丁目（別紙図面293に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

清見４丁目⒜ 北九州市門司区清見四丁目及び清見佐夜町（別
紙図面294に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

清見町 北九州市門司区清見四丁目及び門司（別紙図面
295に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

法師庵 北九州市門司区花月園及び法師庵（別紙図面
296に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

花月園 北九州市門司区花月園及び法師庵（別紙図面
297に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東門司２丁目 北九州市門司区東門司二丁目（別紙図面298に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

庄司町－ｂ 北九州市門司区庄司町及び東門司二丁目（別紙
図面299に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

庄司町－ｃ 北九州市門司区庄司町及び東門司二丁目（別紙
図面300に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

庄司町－ａ 北九州市門司区庄司町及び東門司二丁目（別紙
図面301に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建
築物に作用すると
想定される衝撃に
関する事項

大久保２

北九州市門司区旧門司二丁
目、一丁目及び門司（別紙
図面１に示す区域のとお
り）

土石流

別紙図面１に記載
する表のとおり

平和
北九州市門司区旧門司一丁
目（別紙図面２に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面２に記載
する表のとおり

清見
北九州市門司区清見二丁目
（別紙図面３に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面３に記載
する表のとおり

大久保１
北九州市門司区大久保一丁
目及び瀬戸町（別紙図面４
に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面４に記載
する表のとおり

大久保

北九州市門司区大久保三丁
目、二丁目及び田野浦海岸
（別紙図面５に示す区域の
とおり）

土石流

別紙図面５に記載
する表のとおり

新開川
北九州市門司区新開及び田
野浦海岸（別紙図面６に示
す区域のとおり）

土石流
別紙図面６に記載
する表のとおり

奥迫川
北九州市門司区田野浦一丁
目及び鳴竹二丁目（別紙図
面７に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面７に記載
する表のとおり

金迫川１
北九州市門司区田野浦一丁
目（別紙図面８に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面８に記載
する表のとおり

金迫川
北九州市門司区田野浦一丁
目（別紙図面９に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面９に記載
する表のとおり

田野浦川
北九州市門司区田野浦三丁
目及び一丁目（別紙図面10
に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面10に記載
する表のとおり

原田川
北九州市門司区田野浦三丁
目及び二丁目（別紙図面11
に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面11に記載
する表のとおり
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太刀浦１
北九州市門司区田野浦（別
紙図面12に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面12に記載
する表のとおり

太刀浦川
北九州市門司区田野浦（別
紙図面13に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面13に記載
する表のとおり

青浜川
北九州市門司区白野江（別
紙図面14に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面14に記載
する表のとおり

青浜２
北九州市門司区白野江（別
紙図面15に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面15に記載
する表のとおり

青浜１
北九州市門司区白野江（別
紙図面16に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面16に記載
する表のとおり

白野江12
北九州市門司区白野江三丁
目（別紙図面17に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面17に記載
する表のとおり

白野江９
北九州市門司区白野江三丁
目（別紙図面18に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面18に記載
する表のとおり

白野江10
北九州市門司区白野江四丁
目（別紙図面19に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面19に記載
する表のとおり

白野江13
北九州市門司区白野江四丁
目及び白野江（別紙図面20
に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面20に記載
する表のとおり

白野江５
北九州市門司区白野江四丁
目及び白野江（別紙図面21
に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面21に記載
する表のとおり

白野江８
北九州市門司区白野江及び
白野江三丁目（別紙図面22
に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面22に記載
する表のとおり

殿様川
北九州市門司区白野江及び
白野江二丁目（別紙図面23
に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面23に記載
する表のとおり

白野江３
北九州市門司区白野江及び
白野江二丁目（別紙図面24
に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面24に記載
する表のとおり

白野江11
北九州市門司区白野江（別
紙図面25に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面25に記載
する表のとおり

白野江４
北九州市門司区白野江（別
紙図面26に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面26に記載
する表のとおり

白野江２
北九州市門司区白野江（別
紙図面27に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面27に記載
する表のとおり

白野江６
北九州市門司区清見佐夜町
（別紙図面28に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面28に記載
する表のとおり

白野江１
北九州市門司区大積（別紙
図面29に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面29に記載
する表のとおり

大積４
北九州市門司区大積（別紙
図面30に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面30に記載
する表のとおり

大積２－１
北九州市門司区大積（別紙
図面31に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面31に記載
する表のとおり

大積２－２
北九州市門司区大積（別紙
図面32に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面32に記載
する表のとおり

白野江７
北九州市門司区大積（別紙
図面33に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面33に記載
する表のとおり

大積川５
北九州市門司区大積（別紙
図面34に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面34に記載
する表のとおり

大積川４
北九州市門司区大積（別紙
図面35に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面35に記載
する表のとおり

大積川３
北九州市門司区大積（別紙
図面36に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面36に記載
する表のとおり

大積川１－１
北九州市門司区大積（別紙
図面37に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面37に記載
する表のとおり
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大積川１－２
北九州市門司区大積（別紙
図面38に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面38に記載
する表のとおり

大積川２
北九州市門司区大積及び黒
川東二丁目（別紙図面39に
示す区域のとおり）

土石流
別紙図面39に記載
する表のとおり

黒川３
北九州市門司区黒川東二丁
目（別紙図面40に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面40に記載
する表のとおり

黒川２
北九州市門司区黒川及び黒
川東二丁目（別紙図面41に
示す区域のとおり）

土石流
別紙図面41に記載
する表のとおり

喜多久
北九州市門司区喜多久（別
紙図面42に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面42に記載
する表のとおり

柄杓川
北九州市門司区柄杓田（別
紙図面43に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面43に記載
する表のとおり

柄杓川１Ｂ
北九州市門司区柄杓田（別
紙図面44に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面44に記載
する表のとおり

柄杓川１Ａ
北九州市門司区柄杓田（別
紙図面45に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面45に記載
する表のとおり

伊川３
北九州市門司区伊川（別紙
図面46に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面46に記載
する表のとおり

伊川２
北九州市門司区伊川（別紙
図面47に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面47に記載
する表のとおり

大坪川左支川
北九州市門司区伊川（別紙
図面48に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面48に記載
する表のとおり

伊川１ａ
北九州市門司区伊川（別紙
図面49に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面49に記載
する表のとおり

伊川１ｂ
北九州市門司区伊川（別紙
図面50に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面50に記載
する表のとおり

伊川Ｂ
北九州市門司区伊川（別紙
図面51に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面51に記載
する表のとおり

伊川Ａ
北九州市門司区伊川（別紙
図面52に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面52に記載
する表のとおり

伊川５
北九州市門司区伊川（別紙
図面53に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面53に記載
する表のとおり

猿喰川４
北九州市門司区猿喰（別紙
図面54に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面54に記載
する表のとおり

猿喰川３
北九州市門司区猿喰（別紙
図面55に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面55に記載
する表のとおり

猿喰川２Ａ
北九州市門司区猿喰（別紙
図面56に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面56に記載
する表のとおり

猿喰川２Ｂ
北九州市門司区猿喰（別紙
図面57に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面57に記載
する表のとおり

猿喰川１
北九州市門司区猿喰（別紙
図面58に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面58に記載
する表のとおり

猿喰川５
北九州市門司区猿喰（別紙
図面59に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面59に記載
する表のとおり

畑１ 北九州市門司区畑（別紙図
面60に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面60に記載
する表のとおり

恒見川Ｂ
北九州市門司区恒見町（別
紙図面61に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面61に記載
する表のとおり

恒見川Ａ
北九州市門司区恒見及び恒
見町（別紙図面62に示す区
域のとおり）

土石流
別紙図面62に記載
する表のとおり

恒見②
北九州市門司区恒見（別紙
図面63に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面63に記載
する表のとおり
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垣見川１
北九州市門司区恒見及び新
門司三丁目（別紙図面64に
示す区域のとおり）

土石流
別紙図面64に記載
する表のとおり

恒見川Ｄ
北九州市門司区恒見（別紙
図面65に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面65に記載
する表のとおり

恒見川Ｃ
北九州市門司区恒見（別紙
図面66に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面66に記載
する表のとおり

小井藤川
北九州市門司区恒見（別紙
図面67に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面67に記載
する表のとおり

岩瀬川
北九州市門司区恒見（別紙
図面68に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面68に記載
する表のとおり

恒見①
北九州市門司区恒見（別紙
図面69に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面69に記載
する表のとおり

高田川
北九州市門司区大里桃山町
及び大里（別紙図面70に示
す区域のとおり）

土石流
別紙図面70に記載
する表のとおり

泉ヶ上川
北九州市門司区大里桃山町
及び大里（別紙図面71に示
す区域のとおり）

土石流
別紙図面71に記載
する表のとおり

中原川
北九州市門司区大里桃山町
及び大里（別紙図面72に示
す区域のとおり）

土石流
別紙図面72に記載
する表のとおり

稲積川
北九州市門司区緑ヶ丘（別
紙図面73に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面73に記載
する表のとおり

緑川
北九州市門司区上藤松一丁
目（別紙図面74に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面74に記載
する表のとおり

上藤松川１
北九州市門司区上藤松一丁
目（別紙図面75に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面75に記載
する表のとおり

上藤松川
北九州市門司区上藤松二丁
目及び一丁目（別紙図面76
に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面76に記載
する表のとおり

村中川
北九州市門司区上藤松三丁
目（別紙図面77に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面77に記載
する表のとおり

村中川１

北九州市門司区青葉台、光
町一丁目及び藤松三丁目
（別紙図面78に示す区域の
とおり）

土石流

別紙図面78に記載
する表のとおり

水無川Ｂ
北九州市門司区柳町四丁目
及び大里（別紙図面79に示
す区域のとおり）

土石流
別紙図面79に記載
する表のとおり

水無川Ａ
北九州市門司区柳町四丁目
及び大里（別紙図面80に示
す区域のとおり）

土石流
別紙図面80に記載
する表のとおり

戸の上川
北九州市門司区戸の上四丁
目（別紙図面81に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面81に記載
する表のとおり

戸の上川１
北九州市門司区戸の上四丁
目（別紙図面82に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面82に記載
する表のとおり

戸の上川２
北九州市門司区戸の上四丁
目（別紙図面83に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面83に記載
する表のとおり

戸の上川Ａ
北九州市門司区大里及び城
山町（別紙図面84に示す区
域のとおり）

土石流
別紙図面84に記載
する表のとおり

梅の木谷川
北九州市門司区大里（別紙
図面85に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面85に記載
する表のとおり

大里川１
北九州市門司区大里桜ヶ丘
（別紙図面86に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面86に記載
する表のとおり

田畑川
北九州市門司区寺内五丁目
及び三丁目（別紙図面87に
示す区域のとおり）

土石流
別紙図面87に記載
する表のとおり

畑２

北九州市門司区奥田二丁
目、松崎町及び永黒二丁目
（別紙図面88に示す区域の
とおり）

土石流

別紙図面88に記載
する表のとおり
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奥田川３
北九州市門司区奥田三丁目
（別紙図面89に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面89に記載
する表のとおり

奥田川２
北九州市門司区奥田三丁目
（別紙図面90に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面90に記載
する表のとおり

奥田

北九州市門司区奥田四丁
目、五丁目及び猿喰（別紙
図面91に示す区域のとお
り）

土石流

別紙図面91に記載
する表のとおり

大川４
北九州市門司区奥田五丁目
及び四丁目（別紙図面92に
示す区域のとおり）

土石流
別紙図面92に記載
する表のとおり

大川３
北九州市門司区奥田五丁目
及び四丁目（別紙図面93に
示す区域のとおり）

土石流
別紙図面93に記載
する表のとおり

大里川
北九州市門司区奥田五丁目
及び四丁目（別紙図面94に
示す区域のとおり）

土石流
別紙図面94に記載
する表のとおり

大川２
北九州市門司区奥田一丁目
及び五丁目（別紙図面96に
示す区域のとおり）

土石流
別紙図面96に記載
する表のとおり

大川１

北九州市門司区奥田一丁
目、五丁目及び大里（別紙
図面97に示す区域のとお
り）

土石流

別紙図面97に記載
する表のとおり

奥田川
北九州市門司区奥田一丁目
及び二丁目（別紙図面98に
示す区域のとおり）

土石流
別紙図面98に記載
する表のとおり

大里東川

北九州市門司区大里東五丁
目、四丁目及び永黒一丁目
（別紙図面99に示す区域の
とおり）

土石流

別紙図面99に記載
する表のとおり

堀の谷川
北九州市門司区大里東五丁
目及び四丁目（別紙図面
100に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面100に記
載する表のとおり

矢筈川
北九州市門司区羽山二丁目
及び一丁目（別紙図面101
に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面101に記
載する表のとおり

北川沢

北九州市門司区北川町、小
森江一丁目及び二丁目（別
紙図面102に示す区域のと
おり）

土石流

別紙図面102に記
載する表のとおり

絹川
北九州市門司区片上町及び
小森江一丁目（別紙図面
103に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面103に記
載する表のとおり

小森江川１
北九州市門司区風師四丁目
及び二夕松町（別紙図面
104に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面104に記
載する表のとおり

西葛葉川

北九州市門司区風師四丁
目、葛葉二丁目及び三丁目
（別紙図面105に示す区域
のとおり）

土石流

別紙図面105に記
載する表のとおり

葛葉川

北九州市門司区風師四丁
目、葛葉二丁目及び三丁目
（別紙図面106に示す区域
のとおり）

土石流

別紙図面106に記
載する表のとおり

白木崎川
北九州市門司区風師三丁目
及び葛葉一丁目（別紙図面
107に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面107に記
載する表のとおり

清滝川

北九州市門司区元清滝、清
滝一丁目及び三丁目（別紙
図面108に示す区域のとお
り）

土石流

別紙図面108に記
載する表のとおり

吉野
北九州市門司区丸山吉野町
及び丸山二丁目（別紙図面
109に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面109に記
載する表のとおり

丸山川３
北九州市門司区丸山一丁目
及び三丁目（別紙図面110
に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面110に記
載する表のとおり

丸山川２
北九州市門司区丸山三丁目
（別紙図面111に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面111に記
載する表のとおり

丸山川４
北九州市門司区丸山三丁目
（別紙図面112に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面112に記
載する表のとおり

黒川10
北九州市門司区黒川（別紙
図面114に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面114に記
載する表のとおり
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黒川11
北九州市門司区黒川（別紙
図面115に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面115に記
載する表のとおり

黒川８
北九州市門司区黒川及び春
日町（別紙図面116に示す
区域のとおり）

土石流
別紙図面116に記
載する表のとおり

黒川
北九州市門司区黒川及び春
日町（別紙図面117に示す
区域のとおり）

土石流
別紙図面117に記
載する表のとおり

黒川７
北九州市門司区黒川及び春
日町（別紙図面118に示す
区域のとおり）

土石流
別紙図面118に記
載する表のとおり

黒川６
北九州市門司区黒川及び春
日町（別紙図面119に示す
区域のとおり）

土石流
別紙図面119に記
載する表のとおり

黒川４
北九州市門司区黒川及び高
砂町（別紙図面120に示す
区域のとおり）

土石流
別紙図面120に記
載する表のとおり

黒川９
北九州市門司区黒川及び高
砂町（別紙図面121に示す
区域のとおり）

土石流
別紙図面121に記
載する表のとおり

十田川
北九州市門司区黒川及び黒
川西一丁目（別紙図面122
に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面122に記
載する表のとおり

黒川５
北九州市門司区黒川及び黒
川西三丁目（別紙図面123
に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面123に記
載する表のとおり

黒川１
北九州市門司区黒川及び黒
川西三丁目（別紙図面124
に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面124に記
載する表のとおり

奥畑川支川
北九州市門司区黒川及び春
日町（別紙図面125に示す
区域のとおり）

土石流
別紙図面125に記
載する表のとおり

長谷
北九州市門司区長谷二丁目
（別紙図面126に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面126に記
載する表のとおり

緑川左支川
北九州市門司区長谷二丁目
（別紙図面127に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面127に記
載する表のとおり

宗利川２
北九州市門司区谷町二丁目
（別紙図面129に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面129に記
載する表のとおり

清見川２－１
北九州市門司区清見四丁目
（別紙図面133に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面133に記
載する表のとおり

清見川１
北九州市門司区清見四丁目
（別紙図面134に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面134に記
載する表のとおり

花月園Ａ
北九州市門司区東門司二丁
目（別紙図面135に示す区
域のとおり）

土石流
別紙図面135に記
載する表のとおり

花月園Ｂ
北九州市門司区東門司二丁
目（別紙図面136に示す区
域のとおり）

土石流
別紙図面136に記
載する表のとおり

旧門司２丁目A
北九州市門司区旧門司二丁
目（別紙図面137に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面137に記
載する表のとおり

旧門司二丁目
北九州市門司区旧門司二丁
目及び一丁目（別紙図面
138に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面138に記
載する表のとおり

旧門司１丁目⒜
北九州市門司区旧門司一丁
目及び二丁目（別紙図面
139に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面139に記
載する表のとおり

畑田

北九州市門司区畑田町、旧
門司一丁目及び門司（別紙
図面140に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊

別紙図面140に記
載する表のとおり

大久保一丁目
北九州市門司区大久保一丁
目（別紙図面141に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面141に記
載する表のとおり

大久保２丁目
北九州市門司区大久保二丁
目（別紙図面142に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面142に記
載する表のとおり

清見二丁目
北九州市門司区清見二丁目
（別紙図面143に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面143に記
載する表のとおり

鳴竹１丁目－ｃ
北九州市門司区新開（別紙
図面145に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面145に記
載する表のとおり
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田野浦１丁目

北九州市門司区田野浦二丁
目、一丁目及び三丁目（別
紙図面146に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊

別紙図面146に記
載する表のとおり

田の浦A
北九州市門司区田の浦二丁
目及び田野浦（別紙図面
147に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面147に記
載する表のとおり

白野江３丁目
北九州市門司区白野江三丁
目（別紙図面148に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面148に記
載する表のとおり

白野江三丁目
北九州市門司区白野江三丁
目及び白野江（別紙図面
149に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面149に記
載する表のとおり

白野江B
北九州市門司区白野江四丁
目及び白野江（別紙図面
150に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面150に記
載する表のとおり

白野江（e－a）
北九州市門司区白野江（別
紙図面151に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面151に記
載する表のとおり

白野江（e－b）
北九州市門司区白野江（別
紙図面152に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面152に記
載する表のとおり

白野江⒟
北九州市門司区白野江（別
紙図面153に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面153に記
載する表のとおり

白野江⒞
北九州市門司区白野江（別
紙図面154に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面154に記
載する表のとおり

白野江（a－b）
北九州市門司区白野江（別
紙図面155に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面155に記
載する表のとおり

白野江（a－a）
北九州市門司区白野江（別
紙図面156に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面156に記
載する表のとおり

白野江（b－b）
北九州市門司区白野江及び
清見佐夜町（別紙図面157
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面157に記
載する表のとおり

白野江（b－a）
北九州市門司区白野江及び
清見佐夜町（別紙図面158
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面158に記
載する表のとおり

大積⒥
北九州市門司区白野江（別
紙図面159に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面159に記
載する表のとおり

大積⒢
北九州市門司区白野江（別
紙図面160に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面160に記
載する表のとおり

大積⒡
北九州市門司区大積及び白
野江（別紙図面161に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面161に記
載する表のとおり

大積⒠
北九州市門司区大積（別紙
図面162に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面162に記
載する表のとおり

大積⒟
北九州市門司区大積（別紙
図面163に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面163に記
載する表のとおり

白野江２丁目

北九州市門司区白野江二丁
目、大積及び白野江（別紙
図面164に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊

別紙図面164に記
載する表のとおり

大積⒝
北九州市門司区大積（別紙
図面165に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面165に記
載する表のとおり

大積⒞
北九州市門司区大積（別紙
図面166に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面166に記
載する表のとおり

喜多久⒝
北九州市門司区喜多久（別
紙図面167に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面167に記
載する表のとおり

柄杓田Ｂ
北九州市門司区柄杓田（別
紙図面168に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面168に記
載する表のとおり

柄杓田Ａ
北九州市門司区柄杓田（別
紙図面169に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面169に記
載する表のとおり

柄杓田
北九州市門司区柄杓田（別
紙図面170に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面170に記
載する表のとおり

柄杓田⒞
北九州市門司区柄杓田（別
紙図面171に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面171に記
載する表のとおり
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柄杓田⒝
北九州市門司区柄杓田（別
紙図面172に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面172に記
載する表のとおり

柄杓田（a－a）
北九州市門司区柄杓田（別
紙図面173に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面173に記
載する表のとおり

柄杓田（a－b）
北九州市門司区柄杓田（別
紙図面174に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面174に記
載する表のとおり

伊川⒝
北九州市門司区伊川（別紙
図面175に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面175に記
載する表のとおり

伊川⒞
北九州市門司区伊川（別紙
図面176に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面176に記
載する表のとおり

伊川⒡－１
北九州市門司区伊川（別紙
図面177に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面177に記
載する表のとおり

伊川⒠
北九州市門司区伊川（別紙
図面178に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面178に記
載する表のとおり

伊川⒢
北九州市門司区伊川（別紙
図面179に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面179に記
載する表のとおり

伊川⒣
北九州市門司区伊川（別紙
図面180に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面180に記
載する表のとおり

伊川⒟
北九州市門司区伊川（別紙
図面181に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面181に記
載する表のとおり

伊川（a－b）
北九州市門司区伊川（別紙
図面182に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面182に記
載する表のとおり

伊川⒤
北九州市門司区伊川（別紙
図面183に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面183に記
載する表のとおり

伊川⒡－２
北九州市門司区伊川（別紙
図面184に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面184に記
載する表のとおり

猿喰⒜
北九州市門司区猿喰及び伊
川（別紙図面185に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面185に記
載する表のとおり

猿喰⒡
北九州市門司区猿喰（別紙
図面186に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面186に記
載する表のとおり

猿喰（e－d）
北九州市門司区猿喰（別紙
図面187に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面187に記
載する表のとおり

猿喰（e－c）
北九州市門司区猿喰（別紙
図面188に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面188に記
載する表のとおり

猿喰（e－a）
北九州市門司区猿喰（別紙
図面189に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面189に記
載する表のとおり

猿喰⒤
北九州市門司区猿喰（別紙
図面190に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面190に記
載する表のとおり

猿喰⒟
北九州市門司区猿喰（別紙
図面191に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面191に記
載する表のとおり

猿喰⒞
北九州市門司区猿喰（別紙
図面192に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面192に記
載する表のとおり

猿喰（b－c）
北九州市門司区猿喰（別紙
図面193に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面193に記
載する表のとおり

猿喰（b－b）
北九州市門司区猿喰（別紙
図面194に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面194に記
載する表のとおり

猿喰⒣
北九州市門司区猿喰（別紙
図面195に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面195に記
載する表のとおり

今津（a－b）
北九州市門司区今津（別紙
図面196に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面196に記
載する表のとおり

今津（a－a）
北九州市門司区今津（別紙
図面197に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面197に記
載する表のとおり
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畑⒞
北九州市門司区畑（別紙
図面199に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面199に記
載する表のとおり

畑（b－a）
北九州市門司区畑（別紙
図面200に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面200に記
載する表のとおり

畑（b－b）
北九州市門司区畑（別紙
図面201に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面201に記
載する表のとおり

畑（a－a）
北九州市門司区畑（別紙
図面202に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面202に記
載する表のとおり

畑（a－b）
北九州市門司区畑（別紙
図面203に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面203に記
載する表のとおり

畑⒠
北九州市門司区畑（別紙
図面204に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面204に記
載する表のとおり

東條⑵
北九州市門司区恒見町及び
恒見（別紙図面205に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面205に記
載する表のとおり

東條⑴
北九州市門司区恒見町及び
恒見（別紙図面206に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面206に記
載する表のとおり

恒見
北九州市門司区恒見町及び
恒見（別紙図面207に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面207に記
載する表のとおり

恒見町
北九州市門司区恒見町及び
恒見（別紙図面208に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面208に記
載する表のとおり

恒見⒜
北九州市門司区恒見（別紙
図面209に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面209に記
載する表のとおり

恒見⒝
北九州市門司区恒見（別紙
図面210に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面210に記
載する表のとおり

恒見（c－b）
北九州市門司区恒見（別紙
図面211に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面211に記
載する表のとおり

恒見（c－a）
北九州市門司区恒見（別紙
図面212に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面212に記
載する表のとおり

吉志⒜
北九州市門司区吉志四丁目
及び七丁目（別紙図面213
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面213に記
載する表のとおり

吉志⒝
北九州市門司区吉志及び吉
志七丁目（別紙図面214に
示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面214に記
載する表のとおり

大里さつきが丘
－ａ

北九州市門司区大里及び桃
山台（別紙図面215に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面215に記
載する表のとおり

上 藤 松 １ 丁 目
（a－a）

北九州市門司区上藤松一丁
目及び大里（別紙図面217
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面217に記
載する表のとおり

上 藤 松 １ 丁 目
（a－c）

北九州市門司区上藤松一丁
目（別紙図面218に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面218に記
載する表のとおり

上 藤 松 １ 丁 目
（a－b）

北九州市門司区上藤松一丁
目及び大里（別紙図面219
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面219に記
載する表のとおり

上 藤 松 １ 丁 目
（b－a）

北九州市門司区上藤松一丁
目、二丁目及び大里（別紙
図面220に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊

別紙図面220に記
載する表のとおり

上 藤 松 １ 丁 目
（b－c）

北九州市門司区上藤松二丁
目（別紙図面221に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面221に記
載する表のとおり

上 藤 松 １ 丁 目
（b－b）

北九州市門司区上藤松二丁
目及び大里（別紙図面222
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面222に記
載する表のとおり

上藤松２丁目
北九州市門司区上藤松二丁
目及び大里（別紙図面223
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面223に記
載する表のとおり

上藤松３丁目⒜
北九州市門司区上藤松三丁
目及び大里（別紙図面224
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面224に記
載する表のとおり

光町２丁目
北九州市門司区光町二丁目
（別紙図面225に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面225に記
載する表のとおり
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光町１、２丁目
⑴

北九州市門司区光町一丁目
（別紙図面226に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面226に記
載する表のとおり

光町１、２丁目
⑵

北九州市門司区光町一丁目
及び西新町二丁目（別紙
図面227に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊

別紙図面227に記
載する表のとおり

西 新 町 ２ 丁 目
（a－a）

北九州市門司区西新町二丁
目及び光町一丁目（別紙
図面228に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊

別紙図面228に記
載する表のとおり

西 新 町 ２ 丁 目
（a－b）

北九州市門司区西新町二丁
目（別紙図面229に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面229に記
載する表のとおり

赤坂４丁目
北九州市門司区西新町二丁
目（別紙図面230に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面230に記
載する表のとおり

寺内
北九州市門司区大里及び大
里戸ノ上四丁目（別紙図面
231に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面231に記
載する表のとおり

大字大里
北九州市門司区大里（別紙
図面232に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面232に記
載する表のとおり

陽光台
北九州市門司区大里（別紙
図面233に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面233に記
載する表のとおり

城山－ｂ
北九州市門司区城山町及び
大里（別紙図面234に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面234に記
載する表のとおり

城山－ａ
北九州市門司区城山町及び
猿喰（別紙図面235に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面235に記
載する表のとおり

寺内谷
北九州市門司区寺内五丁目
（別紙図面236に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面236に記
載する表のとおり

上二十町
北九州市門司区上二十町
（別紙図面237に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面237に記
載する表のとおり

奥田３丁目⒜

北九州市門司区奥田三丁
目、二丁目及び猿喰（別紙
図面238に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊

別紙図面238に記
載する表のとおり

奥田３丁目

北九州市門司区奥田三丁
目、四丁目及び猿喰（別紙
図面239に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊

別紙図面239に記
載する表のとおり

奥田５丁目

北九州市門司区奥田五丁
目、一丁目及び大里（別紙
図面240に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊

別紙図面240に記
載する表のとおり

永黒１丁目
北九州市門司区永黒一丁目
及び奥田一丁目（別紙図面
241に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面241に記
載する表のとおり

永黒１丁目⒜
北九州市門司区永黒一丁目
及び大里（別紙図面242に
示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面242に記
載する表のとおり

永黒
北九州市門司区大里東五丁
目及び大里（別紙図面243
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面243に記
載する表のとおり

大里東５丁目
北九州市門司区大里東五丁
目及び大里（別紙図面244
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面244に記
載する表のとおり

矢筈町

北九州市門司区矢筈町、羽
山一丁目及び二丁目（別紙
図面245に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊

別紙図面245に記
載する表のとおり

小森江
北九州市門司区北川町及び
小森江（別紙図面246に示
す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面246に記
載する表のとおり

風師３丁目

北九州市門司区風師三丁
目、葛葉一丁目及び門司
（別紙図面247に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊

別紙図面247に記
載する表のとおり

元清滝
北九州市門司区元清滝（別
紙図面248に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面248に記
載する表のとおり
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清滝３丁目－ｂ

北九州市門司区清滝三丁
目、元清滝及び門司（別紙
図面249に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊

別紙図面249に記
載する表のとおり

清滝３丁目－ａ
北九州市門司区清滝三丁目
（別紙図面250に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面250に記
載する表のとおり

清滝４丁目
北九州市門司区清滝四丁目
及び清滝五丁目（別紙図面
251に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面251に記
載する表のとおり

清滝

北九州市門司区清滝五丁
目、丸山一丁目及び門司
（別紙図面252に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊

別紙図面252に記
載する表のとおり

丸山３丁目
北九州市門司区丸山三丁目
及び黒川（別紙図面253に
示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面253に記
載する表のとおり

丸山４丁目
北九州市門司区丸山四丁目
（別紙図面254に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面254に記
載する表のとおり

黒川⒦
北九州市門司区黒川及び黒
川西二丁目（別紙図面255
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面255に記
載する表のとおり

黒川⒥
北九州市門司区黒川及び黒
川西三丁目（別紙図面256
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面256に記
載する表のとおり

黒川⒤
北九州市門司区黒川及び黒
川西三丁目（別紙図面257
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面257に記
載する表のとおり

黒川⒣
北九州市門司区黒川及び黒
川西三丁目（別紙図面258
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面258に記
載する表のとおり

黒川（g－a）
北九州市門司区黒川及び黒
川西一丁目（別紙図面259
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面259に記
載する表のとおり

黒川（g－b）
北九州市門司区黒川及び黒
川西一丁目（別紙図面260
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面260に記
載する表のとおり

黒川⒧
北九州市門司区黒川及び黒
川西一丁目（別紙図面261
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面261に記
載する表のとおり

黒川（e－a）
北九州市門司区黒川及び黒
川西一丁目（別紙図面262
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面262に記
載する表のとおり

黒川（e－b）
北九州市門司区黒川及び黒
川西一丁目（別紙図面263
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面263に記
載する表のとおり

黒川（d－a）
北九州市門司区黒川及び高
砂町（別紙図面264に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面264に記
載する表のとおり

黒川（d－b）
北九州市門司区黒川及び高
砂町（別紙図面265に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面265に記
載する表のとおり

黒川⒜
北九州市門司区黒川及び高
砂町（別紙図面266に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面266に記
載する表のとおり

黒川⒞
北九州市門司区黒川、高砂
町及び春日町（別紙図面
267に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面267に記
載する表のとおり

春日町⒜
北九州市門司区春日町及び
黒川（別紙図面268に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面268に記
載する表のとおり

春日町（b－a）
北九州市門司区春日町及び
黒川（別紙図面269に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面269に記
載する表のとおり

春日町（b－b）
北九州市門司区春日町及び
黒川（別紙図面270に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面270に記
載する表のとおり

春 日 町 （ b － c
１）

北九州市門司区春日町及び
黒川（別紙図面271に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面271に記
載する表のとおり

春 日 町 （ b － c
２）

北九州市門司区春日町及び
黒川（別紙図面272に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面272に記
載する表のとおり

春日町（b－d）
北九州市門司区春日町（別
紙図面273に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面273に記
載する表のとおり
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　備考　別紙図面は省略し、その図面を北九州市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第509号

春日町⑵
北九州市門司区春日町（別
紙図面274に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面274に記
載する表のとおり

春日町⒞
北九州市門司区春日町、黒
川及び高砂町（別紙図面
275に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面275に記
載する表のとおり

高砂町
北九州市門司区高砂町及び
黒川（別紙図面276に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面276に記
載する表のとおり

黒川（b－b）
北九州市門司区黒川及び黒
川東二丁目（別紙図面277
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面277に記
載する表のとおり

黒川（b－a）
北九州市門司区黒川及び黒
川東二丁目（別紙図面278
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面278に記
載する表のとおり

長谷１丁目（B
－a）

北九州市門司区長谷一丁目
（別紙図面279に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面279に記
載する表のとおり

長谷－ｂ
北九州市門司区長谷二丁目
及び門司（別紙図面282に
示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面282に記
載する表のとおり

長谷－ａ
北九州市門司区長谷二丁目
及び門司（別紙図面283に
示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面283に記
載する表のとおり

長谷２丁目
北九州市門司区長谷二丁目
及び谷町一丁目（別紙図面
284に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面284に記
載する表のとおり

長谷２丁目⒜
北九州市門司区長谷二丁目
及び門司（別紙図面285に
示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面285に記
載する表のとおり

谷町２丁目－ｂ
北九州市門司区谷町二丁目
及び門司（別紙図面286に
示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面286に記
載する表のとおり

谷町２丁目－ａ
北九州市門司区谷町二丁目
（別紙図面287に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面287に記
載する表のとおり

上本町⒝
北九州市門司区上本町及び
谷町二丁目（別紙図面288
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面288に記
載する表のとおり

上本町
北九州市門司区上本町及び
門司（別紙図面289に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面289に記
載する表のとおり

上本町（a－b）
北九州市門司区上本町（別
紙図面290に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面290に記
載する表のとおり

上本町（a－a）
北九州市門司区上本町（別
紙図面291に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面291に記
載する表のとおり

清見４丁目（b
－b）

北九州市門司区清見四丁目
（別紙図面292に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面292に記
載する表のとおり

清見４丁目（b
－a）

北九州市門司区清見四丁目
（別紙図面293に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面293に記
載する表のとおり

清見４丁目⒜
北九州市門司区清見四丁目
及び清見佐夜町（別紙図面
294に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面294に記
載する表のとおり

清見町
北九州市門司区清見四丁目
及び門司（別紙図面295に
示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面295に記
載する表のとおり

法師庵
北九州市門司区花月園及び
法師庵（別紙図面296に示
す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面296に記
載する表のとおり

東門司２丁目
北九州市門司区東門司二丁
目（別紙図面298に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面298に記
載する表のとおり

庄司町－ｂ
北九州市門司区庄司町及び
東門司二丁目（別紙図面
299に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面299に記
載する表のとおり

庄司町－ｃ
北九州市門司区庄司町及び
東門司二丁目（別紙図面
300に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面300に記
載する表のとおり

庄司町－ａ
北九州市門司区庄司町及び
東門司二丁目（別紙図面
301に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面301に記
載する表のとおり
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44 　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第６条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害警戒区域として指定す

る。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

多々良⑴ 八女市立花町谷川（別紙図面１に示す区域のと
おり） 土石流

多々良⑵ 八女市立花町谷川（別紙図面２に示す区域のと
おり） 土石流

田形２ 八女市立花町田形（別紙図面３に示す区域のと
おり） 土石流

田形１ 八女市立花町田形（別紙図面４に示す区域のと
おり） 土石流

多々良谷 八女市立花町田形（別紙図面５に示す区域のと
おり） 土石流

山田 八女市立花町田形（別紙図面６に示す区域のと
おり） 土石流

鳶山 八女市立花町遠久谷（別紙図面７に示す区域の
とおり） 土石流

遠久谷２－１ 八女市立花町遠久谷（別紙図面８に示す区域の
とおり） 土石流

遠久谷２－２ 八女市立花町遠久谷（別紙図面９に示す区域の
とおり） 土石流

遠久谷２－３ 八女市立花町遠久谷（別紙図面10に示す区域の
とおり） 土石流

遠久谷１ 八女市立花町遠久谷（別紙図面11に示す区域の
とおり） 土石流

田ノ浦３ 八女市立花町遠久谷（別紙図面12に示す区域の
とおり） 土石流

田ノ浦２ 八女市立花町遠久谷（別紙図面13に示す区域の
とおり） 土石流

田ノ浦１ 八女市立花町遠久谷（別紙図面14に示す区域の
とおり） 土石流

本道４ 八女市立花町遠久谷（別紙図面15に示す区域の
とおり） 土石流

本道３－１ 八女市立花町遠久谷（別紙図面16に示す区域の
とおり） 土石流

本道３－２ 八女市立花町遠久谷（別紙図面17に示す区域の
とおり） 土石流

本道２－１ 八女市立花町遠久谷（別紙図面18に示す区域の
とおり） 土石流

本道２－２ 八女市立花町遠久谷（別紙図面19に示す区域の
とおり） 土石流

本道１ 八女市立花町遠久谷（別紙図面20に示す区域の
とおり） 土石流

遠久谷１Ｎ 八女市立花町遠久谷（別紙図面21に示す区域の
とおり） 土石流

百田４ 八女市立花町下辺春（別紙図面22に示す区域の
とおり） 土石流

百田３ 八女市立花町下辺春（別紙図面23に示す区域の
とおり） 土石流

百田１Ｎ 八女市立花町下辺春（別紙図面24に示す区域の
とおり） 土石流

百田２ 八女市立花町下辺春（別紙図面25に示す区域の
とおり） 土石流

太田－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面26に示す区域の
とおり） 土石流

太田－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面27に示す区域の
とおり） 土石流

辻浦谷－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面28に示す区域の
とおり） 土石流

辻浦谷－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面29に示す区域の
とおり） 土石流

辻浦谷－３ 八女市立花町下辺春（別紙図面30に示す区域の
とおり） 土石流

丘 八女市立花町下辺春（別紙図面31に示す区域の
とおり） 土石流

百田１ 八女市立花町下辺春（別紙図面32に示す区域の
とおり） 土石流

久蔵浦 八女市立花町下辺春（別紙図面33に示す区域の
とおり） 土石流

竹迫 八女市立花町下辺春（別紙図面34に示す区域の
とおり） 土石流
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栗ノ尾 八女市立花町下辺春（別紙図面35に示す区域の
とおり） 土石流

栗ノ尾１Ｎ 八女市立花町下辺春（別紙図面36に示す区域の
とおり） 土石流

漆谷３ 八女市立花町下辺春（別紙図面37に示す区域の
とおり） 土石流

本迫 八女市立花町下辺春（別紙図面38に示す区域の
とおり） 土石流

漆谷３ 八女市立花町下辺春（別紙図面39に示す区域の
とおり） 土石流

柚ノ木２ 八女市立花町下辺春（別紙図面40に示す区域の
とおり） 土石流

漆谷２ 八女市立花町下辺春（別紙図面41に示す区域の
とおり） 土石流

漆谷１ 八女市立花町下辺春（別紙図面42に示す区域の
とおり） 土石流

柚ノ木１ 八女市立花町下辺春（別紙図面43に示す区域の
とおり） 土石流

柚ノ木谷 八女市立花町下辺春（別紙図面44に示す区域の
とおり） 土石流

久下野４－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面45に示す区域の
とおり） 土石流

久下野４－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面46に示す区域の
とおり） 土石流

久下野４ 八女市立花町下辺春（別紙図面47に示す区域の
とおり） 土石流

久下野３－４ 八女市立花町下辺春（別紙図面48に示す区域の
とおり） 土石流

久下野３－３ 八女市立花町下辺春（別紙図面49に示す区域の
とおり） 土石流

久下野３－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面50に示す区域の
とおり） 土石流

久下野３－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面51に示す区域の
とおり） 土石流

久下野３－５ 八女市立花町下辺春（別紙図面52に示す区域の
とおり） 土石流

久下野３－６ 八女市立花町下辺春（別紙図面53に示す区域の
とおり） 土石流

久下野３－７ 八女市立花町下辺春（別紙図面54に示す区域の
とおり） 土石流

久下野３－８ 八女市立花町下辺春（別紙図面55に示す区域の
とおり） 土石流

駄原３ 八女市立花町下辺春（別紙図面56に示す区域の
とおり） 土石流

駄原２ 八女市立花町下辺春（別紙図面57に示す区域の
とおり） 土石流

駄原１ 八女市立花町下辺春（別紙図面58に示す区域の
とおり） 土石流

久下野２ 八女市立花町下辺春（別紙図面59に示す区域の
とおり） 土石流

久下野１－４ 八女市立花町下辺春（別紙図面60に示す区域の
とおり） 土石流

久下野１－３ 八女市立花町下辺春（別紙図面61に示す区域の
とおり） 土石流

久下野１－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面62に示す区域の
とおり） 土石流

久下野１－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面63に示す区域の
とおり） 土石流

松原 八女市立花町下辺春（別紙図面64に示す区域の
とおり） 土石流

吹春２Ｎ 八女市立花町下辺春（別紙図面65に示す区域の
とおり） 土石流

吹春１Ｎ 八女市立花町下辺春（別紙図面66に示す区域の
とおり） 土石流

下辺春３ 八女市立花町下辺春（別紙図面67に示す区域の
とおり） 土石流

高須田７ 八女市立花町下辺春（別紙図面68に示す区域の
とおり） 土石流

高須田６ 八女市立花町下辺春（別紙図面69に示す区域の
とおり） 土石流

高須田５ 八女市立花町下辺春（別紙図面70に示す区域の
とおり） 土石流

高須田４－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面71に示す区域の
とおり） 土石流

高須田４－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面72に示す区域の
とおり） 土石流
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高須田４－３ 八女市立花町下辺春（別紙図面73に示す区域の
とおり） 土石流

高須田３ 八女市立花町下辺春（別紙図面74に示す区域の
とおり） 土石流

高須田２ 八女市立花町下辺春（別紙図面75に示す区域の
とおり） 土石流

高須田１ 八女市立花町下辺春（別紙図面76に示す区域の
とおり） 土石流

柴折２ 八女市立花町下辺春（別紙図面77に示す区域の
とおり） 土石流

柴折１ 八女市立花町下辺春（別紙図面78に示す区域の
とおり） 土石流

住吉－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面79に示す区域の
とおり） 土石流

住吉－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面80に示す区域の
とおり） 土石流

下辺春２－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面81に示す区域の
とおり） 土石流

下辺春２－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面82に示す区域の
とおり） 土石流

下辺春２－３ 八女市立花町下辺春（別紙図面83に示す区域の
とおり） 土石流

下辺春１ 八女市立花町下辺春（別紙図面84に示す区域の
とおり） 土石流

寺尾 八女市立花町下辺春（別紙図面85に示す区域の
とおり） 土石流

下辺春１Ｎ 八女市立花町下辺春（別紙図面86に示す区域の
とおり） 土石流

三ノ瀬３ 八女市立花町下辺春（別紙図面87に示す区域の
とおり） 土石流

三ノ瀬２－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面88に示す区域の
とおり） 土石流

三ノ瀬２－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面89に示す区域の
とおり） 土石流

三ノ瀬１ 八女市立花町下辺春（別紙図面90に示す区域の
とおり） 土石流

高倉 八女市立花町上辺春（別紙図面91に示す区域の
とおり） 土石流

梅 八女市立花町上辺春（別紙図面92に示す区域の
とおり） 土石流

立石２ 八女市立花町上辺春（別紙図面93に示す区域の
とおり） 土石流

どうの迫 八女市立花町上辺春（別紙図面94に示す区域の
とおり） 土石流

長瀬２ 八女市立花町上辺春（別紙図面95に示す区域の
とおり） 土石流

うその谷 八女市立花町上辺春（別紙図面96に示す区域の
とおり） 土石流

上小原２ 八女市立花町上辺春（別紙図面97に示す区域の
とおり） 土石流

井戸迫 八女市立花町上辺春（別紙図面98に示す区域の
とおり） 土石流

黒岩 八女市立花町上辺春（別紙図面99に示す区域の
とおり） 土石流

権山 八女市立花町上辺春（別紙図面100に示す区域
のとおり） 土石流

塩鶴 八女市立花町上辺春（別紙図面101に示す区域
のとおり） 土石流

迫の谷１ 八女市立花町上辺春（別紙図面102に示す区域
のとおり） 土石流

迫の谷２ 八女市立花町上辺春（別紙図面103に示す区域
のとおり） 土石流

山中 八女市立花町上辺春（別紙図面104に示す区域
のとおり） 土石流

山中２ 八女市立花町上辺春（別紙図面105に示す区域
のとおり） 土石流

山中３ 八女市立花町上辺春（別紙図面106に示す区域
のとおり） 土石流

山中１ 八女市立花町上辺春（別紙図面107に示す区域
のとおり） 土石流

熊ヶ倉２ 八女市立花町上辺春（別紙図面108に示す区域
のとおり） 土石流

熊ヶ倉３ 八女市立花町上辺春（別紙図面109に示す区域
のとおり） 土石流

熊ヶ倉４ 八女市立花町上辺春（別紙図面110に示す区域
のとおり） 土石流
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黒岩 八女市立花町上辺春（別紙図面111に示す区域
のとおり） 土石流

むくろが山 八女市立花町上辺春（別紙図面112に示す区域
のとおり） 土石流

西の迫 八女市立花町上辺春（別紙図面113に示す区域
のとおり） 土石流

上小原１ 八女市立花町上辺春（別紙図面114に示す区域
のとおり） 土石流

森瀬 八女市立花町上辺春（別紙図面115に示す区域
のとおり） 土石流

長瀬１ 八女市立花町上辺春（別紙図面116に示す区域
のとおり） 土石流

前川内６ 八女市立花町上辺春（別紙図面117に示す区域
のとおり） 土石流

前川内５ 八女市立花町上辺春（別紙図面118に示す区域
のとおり） 土石流

前川内２ 八女市立花町上辺春（別紙図面119に示す区域
のとおり） 土石流

前川内３ 八女市立花町上辺春（別紙図面120に示す区域
のとおり） 土石流

盤ノ木１ 八女市立花町上辺春（別紙図面121に示す区域
のとおり） 土石流

盤ノ木２ 八女市立花町上辺春（別紙図面122に示す区域
のとおり） 土石流

前川内４ 八女市立花町上辺春（別紙図面123に示す区域
のとおり） 土石流

前川内１ 八女市立花町上辺春（別紙図面124に示す区域
のとおり） 土石流

前川内５ 八女市立花町上辺春（別紙図面125に示す区域
のとおり） 土石流

前川内３ 八女市立花町上辺春（別紙図面126に示す区域
のとおり） 土石流

江後５ 八女市立花町上辺春（別紙図面127に示す区域
のとおり） 土石流

江後４ 八女市立花町上辺春（別紙図面128に示す区域
のとおり） 土石流

江後６ 八女市立花町上辺春（別紙図面129に示す区域
のとおり） 土石流

江後３ 八女市立花町上辺春（別紙図面130に示す区域
のとおり） 土石流

江後２ 八女市立花町上辺春（別紙図面131に示す区域
のとおり） 土石流

西ノ迫川８ 八女市立花町上辺春（別紙図面132に示す区域
のとおり） 土石流

西ノ迫川５ 八女市立花町上辺春（別紙図面133に示す区域
のとおり） 土石流

西ノ迫川４ 八女市立花町上辺春（別紙図面134に示す区域
のとおり） 土石流

西ノ迫川２ 八女市立花町上辺春（別紙図面135に示す区域
のとおり） 土石流

西ノ迫川１ 八女市立花町上辺春（別紙図面136に示す区域
のとおり） 土石流

下村上 八女市立花町上辺春（別紙図面137に示す区域
のとおり） 土石流

村上 八女市立花町上辺春（別紙図面138に示す区域
のとおり） 土石流

一の山谷川３ 八女市立花町上辺春（別紙図面139に示す区域
のとおり） 土石流

一の山谷川２ 八女市立花町上辺春（別紙図面140に示す区域
のとおり） 土石流

一の山谷川１ 八女市立花町上辺春（別紙図面141に示す区域
のとおり） 土石流

大浦川１ 八女市立花町上辺春（別紙図面142に示す区域
のとおり） 土石流

大浦川２ 八女市立花町上辺春（別紙図面143に示す区域
のとおり） 土石流

松尾川２ 八女市立花町上辺春（別紙図面144に示す区域
のとおり） 土石流

松尾川１ 八女市立花町上辺春（別紙図面145に示す区域
のとおり） 土石流

美濃谷 八女市立花町上辺春（別紙図面146に示す区域
のとおり） 土石流

迎ノ迫谷 八女市立花町上辺春（別紙図面147に示す区域
のとおり） 土石流

生木川 八女市立花町上辺春（別紙図面148に示す区域
のとおり） 土石流
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なまぎり 八女市立花町上辺春（別紙図面149に示す区域
のとおり） 土石流

西ノ迫川３ 八女市立花町上辺春（別紙図面150に示す区域
のとおり） 土石流

西ノ迫川６ 八女市立花町上辺春（別紙図面151に示す区域
のとおり） 土石流

西ノ迫川７ 八女市立花町上辺春（別紙図面152に示す区域
のとおり） 土石流

西ノ迫川９ 八女市立花町上辺春（別紙図面153に示す区域
のとおり） 土石流

江後１ 八女市立花町上辺春（別紙図面154に示す区域
のとおり） 土石流

うめ 八女市立花町上辺春（別紙図面155に示す区域
のとおり） 土石流

前川内２ 八女市立花町上辺春（別紙図面156に示す区域
のとおり） 土石流

山口 八女市立花町上辺春（別紙図面157に示す区域
のとおり） 土石流

風呂走 八女市立花町上辺春（別紙図面158に示す区域
のとおり） 土石流

前川内１ 八女市立花町上辺春（別紙図面159に示す区域
のとおり） 土石流

立石１ 八女市立花町上辺春（別紙図面160に示す区域
のとおり） 土石流

高塚 八女市立花町上辺春（別紙図面161に示す区域
のとおり） 土石流

小寺 八女市立花町上辺春（別紙図面162に示す区域
のとおり） 土石流

東原 八女市立花町白木（別紙図面163に示す区域の
とおり） 土石流

一ノ瀬２ 八女市立花町白木（別紙図面164に示す区域の
とおり） 土石流

一ノ瀬１ 八女市立花町白木（別紙図面165に示す区域の
とおり） 土石流

難ヶ倉 八女市立花町白木（別紙図面166に示す区域の
とおり） 土石流

平野 八女市立花町白木（別紙図面167に示す区域の
とおり） 土石流

浦谷 八女市立花町白木（別紙図面168に示す区域の
とおり） 土石流

菖蒲尾－１ 八女市立花町白木（別紙図面169に示す区域の
とおり） 土石流

菖蒲尾－２ 八女市立花町白木（別紙図面170に示す区域の
とおり） 土石流

面高 八女市立花町白木（別紙図面171に示す区域の
とおり） 土石流

土野々 八女市立花町白木（別紙図面172に示す区域の
とおり） 土石流

おのさこ 八女市立花町白木（別紙図面173に示す区域の
とおり） 土石流

ウッソー 八女市立花町白木（別紙図面174に示す区域の
とおり） 土石流

宮ノ谷－１ 八女市立花町白木（別紙図面175に示す区域の
とおり） 土石流

宮ノ谷－２ 八女市立花町白木（別紙図面176に示す区域の
とおり） 土石流

中村 八女市立花町白木（別紙図面177に示す区域の
とおり） 土石流

大中尾－１ 八女市立花町白木（別紙図面178に示す区域の
とおり） 土石流

大中尾－３ 八女市立花町白木（別紙図面179に示す区域の
とおり） 土石流

大中尾－２ 八女市立花町白木（別紙図面180に示す区域の
とおり） 土石流

大上２－ｉ 八女市立花町白木（別紙図面181に示す区域の
とおり） 土石流

大上２－ｈ 八女市立花町白木（別紙図面182に示す区域の
とおり） 土石流

大上２－ｇ 八女市立花町白木（別紙図面183に示す区域の
とおり） 土石流

大上２－ｆ 八女市立花町白木（別紙図面184に示す区域の
とおり） 土石流

大上２－３ 八女市立花町白木（別紙図面185に示す区域の
とおり） 土石流

大上２－ｅ 八女市立花町白木（別紙図面186に示す区域の
とおり） 土石流
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大上２－ｄ 八女市立花町白木（別紙図面187に示す区域の
とおり） 土石流

大上２－１ 八女市立花町白木（別紙図面188に示す区域の
とおり） 土石流

大上２－ｃ 八女市立花町白木（別紙図面189に示す区域の
とおり） 土石流

大上２－２ 八女市立花町白木（別紙図面190に示す区域の
とおり） 土石流

大上２－ｂ 八女市立花町白木（別紙図面191に示す区域の
とおり） 土石流

大上２－ａ 八女市立花町白木（別紙図面192に示す区域の
とおり） 土石流

大上１ 八女市立花町白木（別紙図面193に示す区域の
とおり） 土石流

小岩谷 八女市立花町白木（別紙図面194に示す区域の
とおり） 土石流

横ヶ倉 八女市立花町白木（別紙図面195に示す区域の
とおり） 土石流

七曲 八女市立花町白木（別紙図面196に示す区域の
とおり） 土石流

白木３ 八女市立花町白木（別紙図面197に示す区域の
とおり） 土石流

白木２ 八女市立花町白木（別紙図面198に示す区域の
とおり） 土石流

上寺－１ 八女市立花町白木（別紙図面199に示す区域の
とおり） 土石流

上寺－２ 八女市立花町白木（別紙図面200に示す区域の
とおり） 土石流

真狭 八女市立花町白木（別紙図面201に示す区域の
とおり） 土石流

白木１ 八女市立花町白木（別紙図面202に示す区域の
とおり） 土石流

三社下３ 八女市立花町白木（別紙図面203に示す区域の
とおり） 土石流

七百杷 八女市立花町白木（別紙図面204に示す区域の
とおり） 土石流

釜ノ迫－１ 八女市立花町白木（別紙図面205に示す区域の
とおり） 土石流

釜ノ迫－２ 八女市立花町白木（別紙図面206に示す区域の
とおり） 土石流

宮ヶ原小谷－１ 八女市立花町白木（別紙図面207に示す区域の
とおり） 土石流

宮ヶ原小谷－２ 八女市立花町白木（別紙図面208に示す区域の
とおり） 土石流

坊主田２ 八女市立花町白木（別紙図面209に示す区域の
とおり） 土石流

長畑２ 八女市立花町白木（別紙図面210に示す区域の
とおり） 土石流

長畑１ 八女市立花町白木（別紙図面211に示す区域の
とおり） 土石流

後ノ迫 八女市立花町白木（別紙図面212に示す区域の
とおり） 土石流

吉ヶ谷 八女市立花町白木（別紙図面213に示す区域の
とおり） 土石流

啌の谷 八女市立花町白木（別紙図面214に示す区域の
とおり） 土石流

桐葉 八女市立花町白木（別紙図面215に示す区域の
とおり） 土石流

尾岩口 八女市立花町白木（別紙図面216に示す区域の
とおり） 土石流

大道谷－１ 八女市立花町白木（別紙図面217に示す区域の
とおり） 土石流

大道谷－２ 八女市立花町白木（別紙図面218に示す区域の
とおり） 土石流

ボシ－１ 八女市立花町白木（別紙図面219に示す区域の
とおり） 土石流

ボシ－２ 八女市立花町白木（別紙図面220に示す区域の
とおり） 土石流

長塚－１ 八女市立花町白木（別紙図面221に示す区域の
とおり） 土石流

長塚－２ 八女市立花町白木（別紙図面222に示す区域の
とおり） 土石流

八丁谷 八女市立花町白木（別紙図面223に示す区域の
とおり） 土石流

長岩 八女市立花町白木（別紙図面224に示す区域の
とおり） 土石流
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坊主田１ 八女市立花町白木（別紙図面225に示す区域の
とおり） 土石流

三社下２－１ 八女市立花町白木（別紙図面226に示す区域の
とおり） 土石流

三社下２－２ 八女市立花町白木（別紙図面227に示す区域の
とおり） 土石流

三社上 八女市立花町白木（別紙図面228に示す区域の
とおり） 土石流

宮本 八女市立花町白木（別紙図面229に示す区域の
とおり） 土石流

三社下１ 八女市立花町白木（別紙図面230に示す区域の
とおり） 土石流

谷浦 八女市立花町白木（別紙図面231に示す区域の
とおり） 土石流

菖蒲尾 八女市立花町白木（別紙図面232に示す区域の
とおり） 土石流

田楽原２－１ 八女市立花町白木（別紙図面233に示す区域の
とおり） 土石流

田楽原２－２ 八女市立花町白木（別紙図面234に示す区域の
とおり） 土石流

田楽原２－３ 八女市立花町白木（別紙図面235に示す区域の
とおり） 土石流

田楽原１ 八女市立花町白木（別紙図面236に示す区域の
とおり） 土石流

平⑴ 八女市立花町北山（別紙図面237に示す区域の
とおり） 土石流

平⑵ 八女市立花町北山（別紙図面238に示す区域の
とおり） 土石流

大倉谷４ 八女市立花町北山（別紙図面239に示す区域の
とおり） 土石流

大倉谷３ 八女市立花町北山（別紙図面240に示す区域の
とおり） 土石流

郷頭谷 八女市立花町北山（別紙図面241に示す区域の
とおり） 土石流

大倉谷川⑴ 八女市立花町北山（別紙図面242に示す区域の
とおり） 土石流

大倉谷川⑵ 八女市立花町北山（別紙図面243に示す区域の
とおり） 土石流

大倉谷１ 八女市立花町北山（別紙図面244に示す区域の
とおり） 土石流

東ヶ迫 八女市立花町北山（別紙図面245に示す区域の
とおり） 土石流

大迫⑶ 八女市立花町北山（別紙図面246に示す区域の
とおり） 土石流

大迫⑵ 八女市立花町北山（別紙図面247に示す区域の
とおり） 土石流

大迫⑴ 八女市立花町北山（別紙図面248に示す区域の
とおり） 土石流

男ノ子４ 八女市立花町北山（別紙図面249に示す区域の
とおり） 土石流

男ノ子３ 八女市立花町北山（別紙図面250に示す区域の
とおり） 土石流

男ノ子２ 八女市立花町北山（別紙図面251に示す区域の
とおり） 土石流

男ノ子１ 八女市立花町北山（別紙図面252に示す区域の
とおり） 土石流

鞍懸 八女市立花町北山（別紙図面253に示す区域の
とおり） 土石流

城谷 八女市立花町北山（別紙図面254に示す区域の
とおり） 土石流

城ノ谷 八女市立花町北山（別紙図面255に示す区域の
とおり） 土石流

口割谷－⑶ 八女市立花町北山（別紙図面256に示す区域の
とおり） 土石流

口割谷－⑵ 八女市立花町北山（別紙図面257に示す区域の
とおり） 土石流

口割谷－⑴ 八女市立花町北山（別紙図面258に示す区域の
とおり） 土石流

口割谷－⑷ 八女市立花町北山（別紙図面259に示す区域の
とおり） 土石流

山下２－⑵ 八女市立花町北山（別紙図面260に示す区域の
とおり） 土石流

山下２－⑴ 八女市立花町北山（別紙図面261に示す区域の
とおり） 土石流

山下１ 八女市立花町北山（別紙図面262に示す区域の
とおり） 土石流
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野広尾２ 八女市立花町山崎（別紙図面263に示す区域の
とおり） 土石流

山辺田⑴ 八女市立花町山崎（別紙図面264に示す区域の
とおり） 土石流

山辺田⑵ 八女市立花町山崎（別紙図面265に示す区域の
とおり） 土石流

草場 八女市立花町山崎（別紙図面266に示す区域の
とおり） 土石流

城道 八女市立花町山崎（別紙図面267に示す区域の
とおり） 土石流

出ノ原２－⑵ 八女市立花町兼松（別紙図面268に示す区域の
とおり） 土石流

出ノ原２－⑴ 八女市立花町兼松（別紙図面269に示す区域の
とおり） 土石流

出ノ原１ 八女市立花町兼松（別紙図面270に示す区域の
とおり） 土石流

下仁合６ 八女市立花町兼松（別紙図面271に示す区域の
とおり） 土石流

下仁合４ 八女市立花町兼松（別紙図面272に示す区域の
とおり） 土石流

下仁合３ 八女市立花町兼松（別紙図面273に示す区域の
とおり） 土石流

下仁合２ 八女市立花町兼松（別紙図面274に示す区域の
とおり） 土石流

奥仁合５ 八女市立花町兼松（別紙図面275に示す区域の
とおり） 土石流

奥仁合４ 八女市立花町兼松（別紙図面276に示す区域の
とおり） 土石流

奥仁合３－⑴ 八女市立花町兼松（別紙図面277に示す区域の
とおり） 土石流

奥仁合３－⑵ 八女市立花町兼松（別紙図面278に示す区域の
とおり） 土石流

奥仁合３－⑶ 八女市立花町兼松（別紙図面279に示す区域の
とおり） 土石流

奥仁合１ 八女市立花町兼松（別紙図面280に示す区域の
とおり） 土石流

鳶山⑴ 八女市立花町兼松（別紙図面281に示す区域の
とおり） 土石流

鳶山⑵ 八女市立花町兼松（別紙図面282に示す区域の
とおり） 土石流

下仁合１ 八女市立花町兼松（別紙図面283に示す区域の
とおり） 土石流

四方堂⒜ 八女市立花町谷川（別紙図面284に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

小路 八女市立花町谷川（別紙図面285に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

四方堂⒟－⑴ 八女市立花町谷川（別紙図面286に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

四方堂⒟－⑵ 八女市立花町谷川（別紙図面287に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

浦谷 八女市立花町谷川（別紙図面288に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

多々良⒜ 八女市立花町谷川（別紙図面289に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

多々良⒝ 八女市立花町谷川（別紙図面290に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

井ノ原⒜ 八女市立花町谷川（別紙図面291に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

井ノ原⒝－⑴ 八女市立花町谷川（別紙図面292に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

井ノ原⒝－⑵ 八女市立花町谷川（別紙図面293に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

井ノ原⒪ 八女市立花町谷川（別紙図面294に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

谷川⒝ 八女市立花町谷川（別紙図面295に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

西辻 八女市立花町谷川（別紙図面296に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

谷川⒜ 八女市立花町谷川（別紙図面297に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

四方堂⒝ 八女市立花町谷川（別紙図面298に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

田形 八女市立花町田形（別紙図面299に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

多々良⒞－２ 八女市立花町久遠谷（別紙図面300に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊
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多々良⒞－１ 八女市立花町久遠谷（別紙図面301に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

遠久谷⒞ 八女市立花町久遠谷（別紙図面302に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

遠久谷⒟－１ 八女市立花町久遠谷（別紙図面303に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

遠久谷⒟－２ 八女市立花町久遠谷（別紙図面304に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

遠久谷⒝ 八女市立花町久遠谷（別紙図面305に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

遠久谷⒡ 八女市立花町久遠谷（別紙図面306に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

遠久谷⒧ 八女市立花町久遠谷（別紙図面307に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

遠久谷⒦ 八女市立花町久遠谷（別紙図面308に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

遠久谷⒤－２ 八女市立花町久遠谷（別紙図面309に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

遠久谷⒤－１ 八女市立花町久遠谷（別紙図面310に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

遠久谷⒢ 八女市立花町久遠谷（別紙図面311に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

遠久谷⒠－２ 八女市立花町久遠谷（別紙図面312に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

遠久谷⒠－１ 八女市立花町久遠谷（別紙図面313に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

遠久谷⒠－３ 八女市立花町久遠谷（別紙図面314に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

遠久谷⒜ 八女市立花町久遠谷（別紙図面315に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

遠久谷－１ 八女市立花町久遠谷（別紙図面316に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

遠久谷－２ 八女市立花町久遠谷（別紙図面317に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

遠久谷⒩－１ 八女市立花町久遠谷（別紙図面318に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

遠久谷⒩－２ 八女市立花町久遠谷（別紙図面319に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

百田⒝ 八女市立花町下辺春（別紙図面320に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

百田⒜ 八女市立花町下辺春（別紙図面321に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

寺尾⒠ 八女市立花町下辺春（別紙図面322に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

寺尾⒝ 八女市立花町下辺春（別紙図面323に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

寺尾⒞ 八女市立花町下辺春（別紙図面324に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

竹の迫⑴ 八女市立花町下辺春（別紙図面325に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

竹の迫－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面326に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

竹の迫－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面327に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

住吉⒝－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面328に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

住吉⒝－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面329に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

住吉⒜－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面330に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

住吉⒜－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面331に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

栗ノ尾⒜－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面332に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

栗ノ尾⒜－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面333に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

栗ノ尾⒜－３ 八女市立花町下辺春（別紙図面334に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

栗尾⒝ 八女市立花町下辺春（別紙図面335に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

横道⒜－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面336に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

横道⒜－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面337に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

横道⒝－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面338に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊
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横道⒝－３ 八女市立花町下辺春（別紙図面339に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

横道⒝－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面340に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

漆谷 八女市立花町下辺春（別紙図面341に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

漆谷⒝ 八女市立花町下辺春（別紙図面342に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

柚の木⒜ 八女市立花町下辺春（別紙図面343に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

柚の木－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面344に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

柚の木⒝ 八女市立花町下辺春（別紙図面345に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

唐見⒝－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面346に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

唐見⒝－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面347に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

唐見⒞－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面348に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

唐見⒞－３ 八女市立花町下辺春（別紙図面349に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

唐見⒞－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面350に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

久下野 八女市立花町下辺春（別紙図面351に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

駄原－３ 八女市立花町下辺春（別紙図面352に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

駄原－４ 八女市立花町下辺春（別紙図面353に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

駄原－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面354に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

駄原－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面355に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

高須田 八女市立花町下辺春（別紙図面356に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

唐見－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面357に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

唐見⒜－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面358に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

唐見⒜－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面359に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

吹春－⒠ 八女市立花町下辺春（別紙図面360に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

吹春－⒜ 八女市立花町下辺春（別紙図面361に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

吹春－⒡ 八女市立花町下辺春（別紙図面362に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

吹春－⒢ 八女市立花町下辺春（別紙図面363に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

吹春－⒝ 八女市立花町下辺春（別紙図面364に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

吹春－⒣ 八女市立花町下辺春（別紙図面365に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

吹春－⒞ 八女市立花町下辺春（別紙図面366に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

吹春－⒟ 八女市立花町下辺春（別紙図面367に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

吹春－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面368に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

吹春－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面369に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

吹春－３ 八女市立花町下辺春（別紙図面370に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

柴折⒟－４ 八女市立花町下辺春（別紙図面371に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

柴折⒟－３ 八女市立花町下辺春（別紙図面372に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

柴折⒟－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面373に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

柴折⒟－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面374に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

柴折⒞－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面375に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

柴折⒞－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面376に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊
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柴折⒞－３ 八女市立花町下辺春（別紙図面377に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

柴折⒞－４ 八女市立花町下辺春（別紙図面378に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

柴折⒝ 八女市立花町下辺春（別紙図面379に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

柴折⒜ 八女市立花町下辺春（別紙図面380に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

竹の迫⑵－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面381に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

竹の迫⑵－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面382に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

竹の迫⑵－３ 八女市立花町下辺春（別紙図面383に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

寺尾⒟ 八女市立花町下辺春（別紙図面384に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

寺尾⒜ 八女市立花町下辺春（別紙図面385に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

三ノ瀬⒡－３ 八女市立花町下辺春（別紙図面386に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

三ノ瀬⒡－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面387に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

三ノ瀬⒡－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面388に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

三ノ瀬⒟ 八女市立花町下辺春（別紙図面389に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

三ノ瀬⒞－１ 八女市立花町下辺春（別紙図面390に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

三ノ瀬⒞－２ 八女市立花町下辺春（別紙図面391に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

三ノ瀬⒜ 八女市立花町下辺春（別紙図面392に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

辻の山 八女市立花町下辺春（別紙図面393に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

ニノ瀬⒜ 八女市立花町下辺春（別紙図面394に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

中辺春⒝－１ 八女市立花町上辺春（別紙図面395に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

中辺春⒝－２ 八女市立花町上辺春（別紙図面396に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

出原⒝－２ 八女市立花町上辺春（別紙図面397に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

出原⒝－１ 八女市立花町上辺春（別紙図面398に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

下小原 八女市立花町上辺春（別紙図面399に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

上小原⒝ 八女市立花町上辺春（別紙図面400に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒岩⒜ 八女市立花町上辺春（別紙図面401に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒岩⒝ 八女市立花町上辺春（別紙図面402に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

山中⒜－１ 八女市立花町上辺春（別紙図面403に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

山中⒜－２ 八女市立花町上辺春（別紙図面404に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

山中⒟－１ 八女市立花町上辺春（別紙図面405に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

山中⒟－２ 八女市立花町上辺春（別紙図面406に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

山中⒝ 八女市立花町上辺春（別紙図面407に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒岩⒪－１ 八女市立花町上辺春（別紙図面408に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒岩⒪－２ 八女市立花町上辺春（別紙図面409に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

上小原⒜ 八女市立花町上辺春（別紙図面410に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

長瀬⒜ 八女市立花町上辺春（別紙図面411に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

長瀬⑵ 八女市立花町上辺春（別紙図面412に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

熊の川⒝ 八女市立花町上辺春（別紙図面413に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

江後⒠－１ 八女市立花町上辺春（別紙図面414に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊
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江後⒠－２ 八女市立花町上辺春（別紙図面415に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

江後⒠－３ 八女市立花町上辺春（別紙図面416に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

江後⒟ 八女市立花町上辺春（別紙図面417に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

江後⒡ 八女市立花町上辺春（別紙図面418に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

江後⒞－１ 八女市立花町上辺春（別紙図面419に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

江後⒞－２ 八女市立花町上辺春（別紙図面420に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

江後⒝－１ 八女市立花町上辺春（別紙図面421に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

江後⒝－２ 八女市立花町上辺春（別紙図面422に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

江後⒜ 八女市立花町上辺春（別紙図面423に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

松尾⒥ 八女市立花町上辺春（別紙図面424に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

松尾－１ 八女市立花町上辺春（別紙図面425に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

松尾－２ 八女市立花町上辺春（別紙図面426に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

松尾－４ 八女市立花町上辺春（別紙図面427に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

松尾－３ 八女市立花町上辺春（別紙図面428に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

松尾⒡ 八女市立花町上辺春（別紙図面429に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

松尾⒠ 八女市立花町上辺春（別紙図面430に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

松尾⒟－１ 八女市立花町上辺春（別紙図面431に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

松尾⒟－２ 八女市立花町上辺春（別紙図面432に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

松尾⑼ 八女市立花町上辺春（別紙図面433に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

松尾⒜－２ 八女市立花町上辺春（別紙図面434に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

松尾⒜－３ 八女市立花町上辺春（別紙図面435に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

松尾⒜－１ 八女市立花町上辺春（別紙図面436に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

松尾⒝－１ 八女市立花町上辺春（別紙図面437に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

松尾⒝－２ 八女市立花町上辺春（別紙図面438に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

松尾⒞－２ 八女市立花町上辺春（別紙図面439に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

松尾⒞－１ 八女市立花町上辺春（別紙図面440に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

松尾⒞－３ 八女市立花町上辺春（別紙図面441に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

松尾⒦ 八女市立花町上辺春（別紙図面442に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

熊の川⒜－１ 八女市立花町上辺春（別紙図面443に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

熊の川⒜－２ 八女市立花町上辺春（別紙図面444に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

熊の川⒜－３ 八女市立花町上辺春（別紙図面445に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

長瀬－２ 八女市立花町上辺春（別紙図面446に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

長瀬－１ 八女市立花町上辺春（別紙図面447に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

立石 八女市立花町上辺春（別紙図面448に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

立石⒜－１ 八女市立花町上辺春（別紙図面449に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

立石⒜－２ 八女市立花町上辺春（別紙図面450に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

中辺春⒞－１ 八女市立花町上辺春（別紙図面451に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

中辺春⒞－２ 八女市立花町上辺春（別紙図面452に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊
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中辺春⒜－１ 八女市立花町上辺春（別紙図面453に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

中辺春⒜－２ 八女市立花町上辺春（別紙図面454に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

東原⒜－１ 八女市立花町白木（別紙図面455に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

東原⒜－２ 八女市立花町白木（別紙図面456に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

東原⒝ 八女市立花町白木（別紙図面457に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

東原⒞－１ 八女市立花町白木（別紙図面458に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

東原⒞－２ 八女市立花町白木（別紙図面459に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

東原⒟ 八女市立花町白木（別紙図面460に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

今屋敷⒝－３ 八女市立花町白木（別紙図面461に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

今屋敷⒝－１ 八女市立花町白木（別紙図面462に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

今屋敷⒝－２ 八女市立花町白木（別紙図面463に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

今屋敷 八女市立花町白木（別紙図面464に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

土野々⒜－４ａ 八女市立花町白木（別紙図面465に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

土野々⒜－４ 八女市立花町白木（別紙図面466に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

土野々⒜－１ 八女市立花町白木（別紙図面467に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

土野々⒜－２ 八女市立花町白木（別紙図面468に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

土野々⒜－３ 八女市立花町白木（別紙図面469に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

土野々－４ 八女市立花町白木（別紙図面470に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

土野々－３ 八女市立花町白木（別紙図面471に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

土野々－２ 八女市立花町白木（別紙図面472に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

土野々－１ 八女市立花町白木（別紙図面473に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

中村⒜－２ 八女市立花町白木（別紙図面474に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

中村⒜－１ 八女市立花町白木（別紙図面475に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

中村 八女市立花町白木（別紙図面476に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

大上－１ 八女市立花町白木（別紙図面477に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

大上－２ 八女市立花町白木（別紙図面478に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

大上－３ａ 八女市立花町白木（別紙図面479に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

大上－３ 八女市立花町白木（別紙図面480に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

大上⒜ 八女市立花町白木（別紙図面481に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

小岩谷⒜－１ａ 八女市立花町白木（別紙図面482に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

小岩谷⒜－１ 八女市立花町白木（別紙図面483に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

小岩谷⒜－２ 八女市立花町白木（別紙図面484に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

小岩谷⒜－３ 八女市立花町白木（別紙図面485に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

小岩谷⒝－１ 八女市立花町白木（別紙図面486に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

小岩谷⒝－２ 八女市立花町白木（別紙図面487に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

持山⒞－１ 八女市立花町白木（別紙図面488に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

持山⒞－２ 八女市立花町白木（別紙図面489に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

持山⒝－１ 八女市立花町白木（別紙図面490に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊
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持山⒝－２ 八女市立花町白木（別紙図面491に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

持山⒜－１ 八女市立花町白木（別紙図面492に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

持山⒜－２ 八女市立花町白木（別紙図面493に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

土野々⒝－１ 八女市立花町白木（別紙図面494に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

土野々⒝－２ 八女市立花町白木（別紙図面495に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

今村－１ 八女市立花町白木（別紙図面496に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

今村－２ 八女市立花町白木（別紙図面497に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

今村－３ 八女市立花町白木（別紙図面498に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

今村－４ 八女市立花町白木（別紙図面499に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

宮ヶ原 八女市立花町白木（別紙図面500に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

宮ヶ原ｂ 八女市立花町白木（別紙図面501に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

宮ヶ原ａ 八女市立花町白木（別紙図面502に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

宮ヶ原⒞－１ 八女市立花町白木（別紙図面503に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

宮ヶ原⒞－１ａ 八女市立花町白木（別紙図面504に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

宮ヶ原⒞－２ 八女市立花町白木（別紙図面505に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

坊主田⒝－１ 八女市立花町白木（別紙図面506に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

坊主田⒝－２ 八女市立花町白木（別紙図面507に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

坊主田⒝－３ 八女市立花町白木（別紙図面508に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

坊主田⒜ 八女市立花町白木（別紙図面509に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

長畑⒞ 八女市立花町白木（別紙図面510に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

鹿伏⒞ 八女市立花町白木（別紙図面511に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

鹿伏⒜ 八女市立花町白木（別紙図面512に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

鹿伏⒜ａ 八女市立花町白木（別紙図面513に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

鹿伏⒜ｂ 八女市立花町白木（別紙図面514に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

鹿伏⒝－２ 八女市立花町白木（別紙図面515に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

鹿伏⒝－１ 八女市立花町白木（別紙図面516に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

鹿伏⒠－１ 八女市立花町白木（別紙図面517に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

鹿伏⒠－２ 八女市立花町白木（別紙図面518に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

桐葉－１ 八女市立花町白木（別紙図面519に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

桐葉－２ 八女市立花町白木（別紙図面520に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

桐葉－３ 八女市立花町白木（別紙図面521に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

鹿伏⒡ 八女市立花町白木（別紙図面522に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

鹿伏⒟－１ 八女市立花町白木（別紙図面523に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

鹿伏⒟－２ 八女市立花町白木（別紙図面524に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

長畑⒠ 八女市立花町白木（別紙図面525に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

長畑 八女市立花町白木（別紙図面526に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

長畑⒝ 八女市立花町白木（別紙図面527に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

長畑⒝ａ 八女市立花町白木（別紙図面528に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊
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坊主田⒞－２ 八女市立花町白木（別紙図面529に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

坊主田⒞－１ 八女市立花町白木（別紙図面530に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

宮ヶ原⒜－２ 八女市立花町白木（別紙図面531に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

宮ヶ原⒜－１ 八女市立花町白木（別紙図面532に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

三社上⒝ 八女市立花町白木（別紙図面533に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

三社上⒜－１ 八女市立花町白木（別紙図面534に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

三社上⒜－２ 八女市立花町白木（別紙図面535に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

三社上⒜－３ 八女市立花町白木（別紙図面536に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

菖蒲尾 八女市立花町白木（別紙図面537に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

今屋敷⒜－１ 八女市立花町白木（別紙図面538に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

今屋敷⒜－２ 八女市立花町白木（別紙図面539に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

井手ロ 八女市立花町北山（別紙図面540に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

小路⒝ 八女市立花町北山（別紙図面541に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

平⒝ 八女市立花町北山（別紙図面542に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

平⒜ 八女市立花町北山（別紙図面543に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

三ノ瀬⒝ 八女市立花町北山（別紙図面544に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

平⒞ 八女市立花町北山（別紙図面545に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

大倉谷 八女市立花町北山（別紙図面546に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

大倉谷⒞ 八女市立花町北山（別紙図面547に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

大倉谷⒝ 八女市立花町北山（別紙図面548に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

大倉谷⒜－⑴ 八女市立花町北山（別紙図面549に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

大倉谷⒜－⑶ 八女市立花町北山（別紙図面550に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

大倉谷⒜－⑷ 八女市立花町北山（別紙図面551に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

大倉谷⒜－⑵ 八女市立花町北山（別紙図面552に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

小倉谷⒜ 八女市立花町北山（別紙図面553に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

小倉谷⒞ 八女市立花町北山（別紙図面554に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

小倉谷⒝ 八女市立花町北山（別紙図面555に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

男ノ子⒜ 八女市立花町北山（別紙図面556に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

男ノ子⒝－⑴ 八女市立花町北山（別紙図面557に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

男ノ子⒝－⑵ 八女市立花町北山（別紙図面558に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

男ノ子G 八女市立花町北山（別紙図面559に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

男ノ子⒟ 八女市立花町北山（別紙図面560に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

鞍懸⒜－⑴ 八女市立花町北山（別紙図面561に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

鞍懸⒜－⑵ 八女市立花町北山（別紙図面562に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

鞍懸⒞ 八女市立花町北山（別紙図面563に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

鞍懸⒝ 八女市立花町北山（別紙図面564に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

山下⒜－⑴ 八女市立花町北山（別紙図面565に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

山下⒜－⑶ 八女市立花町北山（別紙図面566に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊
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山下⒜－⑵ 八女市立花町北山（別紙図面567に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

和田山⒜ 八女市立花町北山（別紙図面568に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

山下⑴ 八女市立花町北山（別紙図面569に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

山下⑶ 八女市立花町北山（別紙図面570に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

山下⑵ 八女市立花町北山（別紙図面571に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

山下⒝ 八女市立花町北山（別紙図面572に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

和田山⒝－⑴ 八女市立花町北山（別紙図面573に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

和田山⒝－⑵ 八女市立花町北山（別紙図面574に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

和田山⒝－⑶ 八女市立花町北山（別紙図面575に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

国見⒜ 八女市立花町北山（別紙図面576に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

鞍懸 八女市立花町北山（別紙図面577に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

国見⒝ 八女市立花町北山（別紙図面578に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

上ノ原 八女市立花町北山（別紙図面579に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

野広尾G 八女市立花町山崎（別紙図面580に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

草場 八女市立花町山崎（別紙図面581に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

草場⒜－⑵ 八女市立花町山崎（別紙図面582に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

草場⒜－⑴ 八女市立花町山崎（別紙図面583に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

倉谷 八女市立花町山崎（別紙図面584に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

野広尾⒝－⑵ 八女市立花町山崎（別紙図面585に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

野広尾⒝－⑴ 八女市立花町山崎（別紙図面586に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

出原⒜ 八女市立花町兼松（別紙図面587に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

出原⒪ 八女市立花町兼松（別紙図面588に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

下仁合⒞ 八女市立花町兼松（別紙図面589に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

下仁合⒟ 八女市立花町兼松（別紙図面590に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

下仁合⒢ 八女市立花町兼松（別紙図面591に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

仁合⒤－⑴ 八女市立花町兼松（別紙図面592に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

仁合⒤－⑵ 八女市立花町兼松（別紙図面593に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

仁合⒤－⑶ 八女市立花町兼松（別紙図面594に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

仁合⒨－⑴ 八女市立花町兼松（別紙図面595に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

仁合⒨－⑵ 八女市立花町兼松（別紙図面596に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

仁合⒩ 八女市立花町兼松（別紙図面597に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

仁合⒪ 八女市立花町兼松（別紙図面598に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

下仁合⒣－⑴ 八女市立花町兼松（別紙図面599に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

下仁合⒣－⑵ 八女市立花町兼松（別紙図面600に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

仁合G 八女市立花町兼松（別紙図面601に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

仁合⒣ 八女市立花町兼松（別紙図面602に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

仁合⒤ 八女市立花町兼松（別紙図面603に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

仁合⑼－⑵ 八女市立花町兼松（別紙図面604に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊
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　備考　別紙図面は省略し、その図面を八女市役所に備え置いて縦覧に供する。

仁合⑼－⑴ 八女市立花町兼松（別紙図面605に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

下仁合⒤ 八女市立花町兼松（別紙図面606に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

仁合⒦ 八女市立花町兼松（別紙図面607に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

仁合⒡ 八女市立花町兼松（別紙図面608に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

仁合⒥ 八女市立花町兼松（別紙図面609に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

仁合⒠ 八女市立花町兼松（別紙図面610に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

仁合⑵ 八女市立花町兼松（別紙図面611に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

仁合⑴－⑴ 八女市立花町兼松（別紙図面612に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

仁合⒝－⑵ 八女市立花町兼松（別紙図面613に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

仁合⒝－⑴ 八女市立花町兼松（別紙図面614に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

仁合⑴－⑵ 八女市立花町兼松（別紙図面615に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

仁合⒝－⑶ 八女市立花町兼松（別紙図面616に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

仁合⒜ 八女市立花町兼松（別紙図面617に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

仁合⒫ 八女市立花町兼松（別紙図面618に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

下仁合⒜－⑵ 八女市立花町兼松（別紙図面619に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

下仁合⒜－⑴ 八女市立花町兼松（別紙図面620に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

下仁合⒡ 八女市立花町兼松（別紙図面621に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

下仁合⒠－⑵ 八女市立花町兼松（別紙図面622に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

下仁合⒠－⑴ 八女市立花町兼松（別紙図面623に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

下仁合⒝ 八女市立花町兼松（別紙図面624に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

高山⒝ 八女市立花町兼松（別紙図面625に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

高山⒜ 八女市立花町兼松（別紙図面626に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

吹春⑶ 八女市立花町下辺春（別紙図面627に示す区域
のとおり） 地滑り

吹春⑵ 八女市立花町下辺春（別紙図面628に示す区域
のとおり） 地滑り

鳴竹 八女市立花町下辺春（別紙図面629に示す区域
のとおり） 地滑り

吹春⑴ 八女市立花町下辺春（別紙図面630に示す区域
のとおり） 地滑り

下辺春 八女市立花町下辺春（別紙図面631に示す区域
のとおり） 地滑り

高倉 八女市立花町上辺春（別紙図面632に示す区域
のとおり） 地滑り

中辺春 八女市立花町上辺春（別紙図面633に示す区域
のとおり） 地滑り

黒岩 八女市立花町上辺春（別紙図面634に示す区域
のとおり） 地滑り

松尾 八女市立花町上辺春（別紙図面635に示す区域
のとおり） 地滑り

上辺春 八女市立花町上辺春（別紙図面636に示す区域
のとおり） 地滑り

三社下 八女市立花町白木（別紙図面637に示す区域の
とおり） 地滑り

大上 八女市立花町白木（別紙図面638に示す区域の
とおり） 地滑り

横ヶ倉 八女市立花町白木（別紙図面639に示す区域の
とおり） 地滑り

鹿伏⑵ 八女市立花町白木（別紙図面640に示す区域の
とおり） 地滑り

鹿伏⑴ 八女市立花町白木（別紙図面641に示す区域の
とおり） 地滑り



第
３

４
８

３
号

福
岡

県
公

報
平

成
25

年
３

月
29

日
　

金
曜

日
61

　福岡県告示第510号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第８条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指

定する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建
築物に作用すると
想定される衝撃に
関する事項

多々良⑴ 八女市立花町谷川（別紙図
面１に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面１に記載
する表のとおり

多々良⑵ 八女市立花町谷川（別紙図
面２に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面２に記載
する表のとおり

田形２ 八女市立花町田形（別紙図
面３に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面３に記載
する表のとおり

田形１ 八女市立花町田形（別紙図
面４に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面４に記載
する表のとおり

多々良谷 八女市立花町田形（別紙図
面５に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面５に記載
する表のとおり

山田 八女市立花町田形（別紙図
面６に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面６に記載
する表のとおり

鳶山
八女市立花町遠久谷（別紙
図面７に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面７に記載
する表のとおり

遠久谷１
八女市立花町遠久谷（別紙
図面11に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面11に記載
する表のとおり

田ノ浦３
八女市立花町遠久谷（別紙
図面12に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面12に記載
する表のとおり

田ノ浦２
八女市立花町遠久谷（別紙
図面13に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面13に記載
する表のとおり

本道４
八女市立花町遠久谷（別紙
図面15に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面15に記載
する表のとおり

本道３－１
八女市立花町遠久谷（別紙
図面16に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面16に記載
する表のとおり

本道３－２
八女市立花町遠久谷（別紙
図面17に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面17に記載
する表のとおり

本道２－１
八女市立花町遠久谷（別紙
図面18に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面18に記載
する表のとおり

本道２－２
八女市立花町遠久谷（別紙
図面19に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面19に記載
する表のとおり

遠久谷１Ｎ
八女市立花町遠久谷（別紙
図面21に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面21に記載
する表のとおり

百田３
八女市立花町下辺春（別紙
図面23に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面23に記載
する表のとおり

百田１Ｎ
八女市立花町下辺春（別紙
図面24に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面24に記載
する表のとおり

百田２
八女市立花町下辺春（別紙
図面25に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面25に記載
する表のとおり

太田－２
八女市立花町下辺春（別紙
図面26に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面26に記載
する表のとおり

太田－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面27に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面27に記載
する表のとおり

辻浦谷－２
八女市立花町下辺春（別紙
図面28に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面28に記載
する表のとおり

辻浦谷－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面29に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面29に記載
する表のとおり

丘
八女市立花町下辺春（別紙
図面31に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面31に記載
する表のとおり
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久下野４
八女市立花町下辺春（別紙
図面47に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面47に記載
する表のとおり

久下野３－４
八女市立花町下辺春（別紙
図面48に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面48に記載
する表のとおり

久下野３－３
八女市立花町下辺春（別紙
図面49に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面49に記載
する表のとおり

久下野３－２
八女市立花町下辺春（別紙
図面50に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面50に記載
する表のとおり

久下野３－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面51に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面51に記載
する表のとおり

久下野３－５
八女市立花町下辺春（別紙
図面52に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面52に記載
する表のとおり

久下野３－６
八女市立花町下辺春（別紙
図面53に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面53に記載
する表のとおり

久下野３－７
八女市立花町下辺春（別紙
図面54に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面54に記載
する表のとおり

久下野３－８
八女市立花町下辺春（別紙
図面55に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面55に記載
する表のとおり

駄原２
八女市立花町下辺春（別紙
図面57に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面57に記載
する表のとおり

駄原１
八女市立花町下辺春（別紙
図面58に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面58に記載
する表のとおり

久下野１－３
八女市立花町下辺春（別紙
図面61に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面61に記載
する表のとおり

久下野１－２
八女市立花町下辺春（別紙
図面62に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面62に記載
する表のとおり

久蔵浦
八女市立花町下辺春（別紙
図面33に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面33に記載
する表のとおり

竹迫
八女市立花町下辺春（別紙
図面34に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面34に記載
する表のとおり

栗ノ尾
八女市立花町下辺春（別紙
図面35に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面35に記載
する表のとおり

栗ノ尾１Ｎ
八女市立花町下辺春（別紙
図面36に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面36に記載
する表のとおり

漆谷３
八女市立花町下辺春（別紙
図面37に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面37に記載
する表のとおり

本迫
八女市立花町下辺春（別紙
図面38に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面38に記載
する表のとおり

漆谷３
八女市立花町下辺春（別紙
図面39に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面39に記載
する表のとおり

柚ノ木２
八女市立花町下辺春（別紙
図面40に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面40に記載
する表のとおり

漆谷１
八女市立花町下辺春（別紙
図面42に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面42に記載
する表のとおり

柚ノ木１
八女市立花町下辺春（別紙
図面43に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面43に記載
する表のとおり

柚ノ木谷
八女市立花町下辺春（別紙
図面44に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面44に記載
する表のとおり

久下野４－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面45に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面45に記載
する表のとおり

久下野４－２
八女市立花町下辺春（別紙
図面46に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面46に記載
する表のとおり
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高須田１
八女市立花町下辺春（別紙
図面76に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面76に記載
する表のとおり

柴折２
八女市立花町下辺春（別紙
図面77に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面77に記載
する表のとおり

柴折１
八女市立花町下辺春（別紙
図面78に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面78に記載
する表のとおり

住吉－２
八女市立花町下辺春（別紙
図面79に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面79に記載
する表のとおり

住吉－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面80に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面80に記載
する表のとおり

下辺春２－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面81に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面81に記載
する表のとおり

下辺春２－２
八女市立花町下辺春（別紙
図面82に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面82に記載
する表のとおり

下辺春２－３
八女市立花町下辺春（別紙
図面83に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面83に記載
する表のとおり

寺尾
八女市立花町下辺春（別紙
図面85に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面85に記載
する表のとおり

下辺春１Ｎ
八女市立花町下辺春（別紙
図面86に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面86に記載
する表のとおり

三ノ瀬３
八女市立花町下辺春（別紙
図面87に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面87に記載
する表のとおり

三ノ瀬２－２
八女市立花町下辺春（別紙
図面88に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面88に記載
する表のとおり

三ノ瀬２－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面89に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面89に記載
する表のとおり

久下野１－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面63に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面63に記載
する表のとおり

松原
八女市立花町下辺春（別紙
図面64に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面64に記載
する表のとおり

吹春２Ｎ
八女市立花町下辺春（別紙
図面65に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面65に記載
する表のとおり

吹春１Ｎ
八女市立花町下辺春（別紙
図面66に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面66に記載
する表のとおり

下辺春３
八女市立花町下辺春（別紙
図面67に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面67に記載
する表のとおり

高須田７
八女市立花町下辺春（別紙
図面68に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面68に記載
する表のとおり

高須田６
八女市立花町下辺春（別紙
図面69に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面69に記載
する表のとおり

高須田５
八女市立花町下辺春（別紙
図面70に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面70に記載
する表のとおり

高須田４－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面71に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面71に記載
する表のとおり

高須田４－２
八女市立花町下辺春（別紙
図面72に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面72に記載
する表のとおり

高須田４－３
八女市立花町下辺春（別紙
図面73に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面73に記載
する表のとおり

高須田３
八女市立花町下辺春（別紙
図面74に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面74に記載
する表のとおり

高須田２
八女市立花町下辺春（別紙
図面75に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面75に記載
する表のとおり
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山中
八女市立花町上辺春（別紙
図面104に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面104に記
載する表のとおり

山中２
八女市立花町上辺春（別紙
図面105に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面105に記
載する表のとおり

山中３
八女市立花町上辺春（別紙
図面106に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面106に記
載する表のとおり

山中１
八女市立花町上辺春（別紙
図面107に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面107に記
載する表のとおり

熊ヶ倉２
八女市立花町上辺春（別紙
図面108に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面108に記
載する表のとおり

熊ヶ倉３
八女市立花町上辺春（別紙
図面109に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面109に記
載する表のとおり

熊ヶ倉４
八女市立花町上辺春（別紙
図面110に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面110に記
載する表のとおり

黒岩
八女市立花町上辺春（別紙
図面111に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面111に記
載する表のとおり

むくろが山
八女市立花町上辺春（別紙
図面112に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面112に記
載する表のとおり

西の迫
八女市立花町上辺春（別紙
図面113に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面113に記
載する表のとおり

上小原１
八女市立花町上辺春（別紙
図面114に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面114に記
載する表のとおり

森瀬
八女市立花町上辺春（別紙
図面115に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面115に記
載する表のとおり

長瀬１
八女市立花町上辺春（別紙
図面116に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面116に記
載する表のとおり

三ノ瀬１
八女市立花町下辺春（別紙
図面90に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面90に記載
する表のとおり

高倉
八女市立花町上辺春（別紙
図面91に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面91に記載
する表のとおり

梅
八女市立花町上辺春（別紙
図面92に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面92に記載
する表のとおり

立石２
八女市立花町上辺春（別紙
図面93に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面93に記載
する表のとおり

どうの迫
八女市立花町上辺春（別紙
図面94に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面94に記載
する表のとおり

長瀬２
八女市立花町上辺春（別紙
図面95に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面95に記載
する表のとおり

うその谷
八女市立花町上辺春（別紙
図面96に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面96に記載
する表のとおり

上小原２
八女市立花町上辺春（別紙
図面97に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面97に記載
する表のとおり

井戸迫
八女市立花町上辺春（別紙
図面98に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面98に記載
する表のとおり

権山
八女市立花町上辺春（別紙
図面100に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面100に記
載する表のとおり

塩鶴
八女市立花町上辺春（別紙
図面101に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面101に記
載する表のとおり

迫の谷１
八女市立花町上辺春（別紙
図面102に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面102に記
載する表のとおり

迫の谷２
八女市立花町上辺春（別紙
図面103に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面103に記
載する表のとおり
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江後２
八女市立花町上辺春（別紙
図面131に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面131に記
載する表のとおり

西ノ迫川８
八女市立花町上辺春（別紙
図面132に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面132に記
載する表のとおり

西ノ迫川５
八女市立花町上辺春（別紙
図面133に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面133に記
載する表のとおり

西ノ迫川４
八女市立花町上辺春（別紙
図面134に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面134に記
載する表のとおり

西ノ迫川２
八女市立花町上辺春（別紙
図面135に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面135に記
載する表のとおり

西ノ迫川１
八女市立花町上辺春（別紙
図面136に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面136に記
載する表のとおり

下村上
八女市立花町上辺春（別紙
図面137に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面137に記
載する表のとおり

村上
八女市立花町上辺春（別紙
図面138に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面138に記
載する表のとおり

一の山谷川３
八女市立花町上辺春（別紙
図面139に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面139に記
載する表のとおり

一の山谷川２
八女市立花町上辺春（別紙
図面140に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面140に記
載する表のとおり

一の山谷川１
八女市立花町上辺春（別紙
図面141に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面141に記
載する表のとおり

大浦川１
八女市立花町上辺春（別紙
図面142に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面142に記
載する表のとおり

大浦川２
八女市立花町上辺春（別紙
図面143に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面143に記
載する表のとおり

前川内６
八女市立花町上辺春（別紙
図面117に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面117に記
載する表のとおり

前川内５
八女市立花町上辺春（別紙
図面118に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面118に記
載する表のとおり

前川内２
八女市立花町上辺春（別紙
図面119に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面119に記
載する表のとおり

前川内３
八女市立花町上辺春（別紙
図面120に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面120に記
載する表のとおり

盤ノ木１
八女市立花町上辺春（別紙
図面121に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面121に記
載する表のとおり

盤ノ木２
八女市立花町上辺春（別紙
図面122に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面122に記
載する表のとおり

前川内１
八女市立花町上辺春（別紙
図面124に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面124に記
載する表のとおり

前川内５
八女市立花町上辺春（別紙
図面125に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面125に記
載する表のとおり

前川内３
八女市立花町上辺春（別紙
図面126に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面126に記
載する表のとおり

江後５
八女市立花町上辺春（別紙
図面127に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面127に記
載する表のとおり

江後４
八女市立花町上辺春（別紙
図面128に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面128に記
載する表のとおり

江後６
八女市立花町上辺春（別紙
図面129に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面129に記
載する表のとおり

江後３
八女市立花町上辺春（別紙
図面130に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面130に記
載する表のとおり
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風呂走
八女市立花町上辺春（別紙
図面158に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面158に記
載する表のとおり

前川内１
八女市立花町上辺春（別紙
図面159に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面159に記
載する表のとおり

立石１
八女市立花町上辺春（別紙
図面160に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面160に記
載する表のとおり

高塚
八女市立花町上辺春（別紙
図面161に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面161に記
載する表のとおり

小寺
八女市立花町上辺春（別紙
図面162に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面162に記
載する表のとおり

一ノ瀬２
八女市立花町白木（別紙
図面164に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面164に記
載する表のとおり

一ノ瀬１
八女市立花町白木（別紙
図面165に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面165に記
載する表のとおり

難ヶ倉
八女市立花町白木（別紙
図面166に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面166に記
載する表のとおり

平野
八女市立花町白木（別紙
図面167に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面167に記
載する表のとおり

浦谷
八女市立花町白木（別紙
図面168に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面168に記
載する表のとおり

菖蒲尾－１
八女市立花町白木（別紙
図面169に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面169に記
載する表のとおり

菖蒲尾－２
八女市立花町白木（別紙
図面170に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面170に記
載する表のとおり

面高
八女市立花町白木（別紙
図面171に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面171に記
載する表のとおり

松尾川１
八女市立花町上辺春（別紙
図面145に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面145に記
載する表のとおり

美濃谷
八女市立花町上辺春（別紙
図面146に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面146に記
載する表のとおり

迎ノ迫谷
八女市立花町上辺春（別紙
図面147に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面147に記
載する表のとおり

生木川
八女市立花町上辺春（別紙
図面148に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面148に記
載する表のとおり

なまぎり
八女市立花町上辺春（別紙
図面149に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面149に記
載する表のとおり

西ノ迫川３
八女市立花町上辺春（別紙
図面150に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面150に記
載する表のとおり

西ノ迫川６
八女市立花町上辺春（別紙
図面151に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面151に記
載する表のとおり

西ノ迫川７
八女市立花町上辺春（別紙
図面152に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面152に記
載する表のとおり

西ノ迫川９
八女市立花町上辺春（別紙
図面153に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面153に記
載する表のとおり

江後１
八女市立花町上辺春（別紙
図面154に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面154に記
載する表のとおり

うめ
八女市立花町上辺春（別紙
図面155に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面155に記
載する表のとおり

前川内２
八女市立花町上辺春（別紙
図面156に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面156に記
載する表のとおり

山口
八女市立花町上辺春（別紙
図面157に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面157に記
載する表のとおり
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大上２－３
八女市立花町白木（別紙
図面185に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面185に記
載する表のとおり

大上２－ｅ
八女市立花町白木（別紙
図面186に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面186に記
載する表のとおり

大上２－ｄ
八女市立花町白木（別紙
図面187に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面187に記
載する表のとおり

大上２－１
八女市立花町白木（別紙
図面188に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面188に記
載する表のとおり

大上２－ｃ
八女市立花町白木（別紙
図面189に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面189に記
載する表のとおり

大上２－２
八女市立花町白木（別紙
図面190に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面190に記
載する表のとおり

大上２－ｂ
八女市立花町白木（別紙
図面191に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面191に記
載する表のとおり

大上２－ａ
八女市立花町白木（別紙
図面192に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面192に記
載する表のとおり

大上１
八女市立花町白木（別紙
図面193に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面193に記
載する表のとおり

小岩谷
八女市立花町白木（別紙
図面194に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面194に記
載する表のとおり

横ヶ倉
八女市立花町白木（別紙
図面195に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面195に記
載する表のとおり

白木３
八女市立花町白木（別紙
図面197に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面197に記
載する表のとおり

白木２
八女市立花町白木（別紙
図面198に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面198に記
載する表のとおり

土野々
八女市立花町白木（別紙
図面172に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面172に記
載する表のとおり

おのさこ
八女市立花町白木（別紙
図面173に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面173に記
載する表のとおり

ウッソー
八女市立花町白木（別紙
図面174に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面174に記
載する表のとおり

宮ノ谷－１
八女市立花町白木（別紙
図面175に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面175に記
載する表のとおり

宮ノ谷－２
八女市立花町白木（別紙
図面176に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面176に記
載する表のとおり

中村
八女市立花町白木（別紙
図面177に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面177に記
載する表のとおり

大中尾－１
八女市立花町白木（別紙
図面178に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面178に記
載する表のとおり

大中尾－３
八女市立花町白木（別紙
図面179に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面179に記
載する表のとおり

大中尾－２
八女市立花町白木（別紙
図面180に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面180に記
載する表のとおり

大上２－ｉ
八女市立花町白木（別紙
図面181に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面181に記
載する表のとおり

大上２－ｈ
八女市立花町白木（別紙
図面182に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面182に記
載する表のとおり

大上２－ｇ
八女市立花町白木（別紙
図面183に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面183に記
載する表のとおり

大上２－ｆ
八女市立花町白木（別紙
図面184に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面184に記
載する表のとおり
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後ノ迫
八女市立花町白木（別紙
図面212に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面212に記
載する表のとおり

桐葉
八女市立花町白木（別紙
図面215に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面215に記
載する表のとおり

尾岩口
八女市立花町白木（別紙
図面216に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面216に記
載する表のとおり

大道谷－１
八女市立花町白木（別紙
図面217に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面217に記
載する表のとおり

大道谷－２
八女市立花町白木（別紙
図面218に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面218に記
載する表のとおり

ボシ－１
八女市立花町白木（別紙
図面219に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面219に記
載する表のとおり

ボシ－２
八女市立花町白木（別紙
図面220に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面220に記
載する表のとおり

長塚－１
八女市立花町白木（別紙
図面221に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面221に記
載する表のとおり

長塚－２
八女市立花町白木（別紙
図面222に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面222に記
載する表のとおり

八丁谷
八女市立花町白木（別紙
図面223に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面223に記
載する表のとおり

長岩
八女市立花町白木（別紙
図面224に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面224に記
載する表のとおり

坊主田１
八女市立花町白木（別紙
図面225に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面225に記
載する表のとおり

三社下２－１
八女市立花町白木（別紙
図面226に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面226に記
載する表のとおり

上寺－１
八女市立花町白木（別紙
図面199に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面199に記
載する表のとおり

上寺－２
八女市立花町白木（別紙
図面200に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面200に記
載する表のとおり

真狭
八女市立花町白木（別紙
図面201に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面201に記
載する表のとおり

白木１
八女市立花町白木（別紙
図面202に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面202に記
載する表のとおり

三社下３
八女市立花町白木（別紙
図面203に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面203に記
載する表のとおり

七百杷
八女市立花町白木（別紙
図面204に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面204に記
載する表のとおり

釜ノ迫－１
八女市立花町白木（別紙
図面205に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面205に記
載する表のとおり

釜ノ迫－２
八女市立花町白木（別紙
図面206に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面206に記
載する表のとおり

宮ヶ原小谷－１
八女市立花町白木（別紙
図面207に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面207に記
載する表のとおり

宮ヶ原小谷－２
八女市立花町白木（別紙
図面208に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面208に記
載する表のとおり

坊主田２
八女市立花町白木（別紙
図面209に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面209に記
載する表のとおり

長畑２
八女市立花町白木（別紙
図面210に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面210に記
載する表のとおり

長畑１
八女市立花町白木（別紙
図面211に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面211に記
載する表のとおり
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大倉谷３
八女市立花町北山（別紙
図面240に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面240に記
載する表のとおり

郷頭谷
八女市立花町北山（別紙
図面241に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面241に記
載する表のとおり

大倉谷川⑴
八女市立花町北山（別紙
図面242に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面242に記
載する表のとおり

大倉谷川⑵
八女市立花町北山（別紙
図面243に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面243に記
載する表のとおり

大倉谷１
八女市立花町北山（別紙
図面244に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面244に記
載する表のとおり

東ヶ迫
八女市立花町北山（別紙
図面245に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面245に記
載する表のとおり

大迫⑶
八女市立花町北山（別紙
図面246に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面246に記
載する表のとおり

大迫⑵
八女市立花町北山（別紙
図面247に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面247に記
載する表のとおり

大迫⑴
八女市立花町北山（別紙
図面248に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面248に記
載する表のとおり

男ノ子４
八女市立花町北山（別紙
図面249に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面249に記
載する表のとおり

男ノ子３
八女市立花町北山（別紙
図面250に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面250に記
載する表のとおり

男ノ子２
八女市立花町北山（別紙
図面251に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面251に記
載する表のとおり

男ノ子１
八女市立花町北山（別紙
図面252に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面252に記
載する表のとおり

三社下２－２
八女市立花町白木（別紙
図面227に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面227に記
載する表のとおり

三社上
八女市立花町白木（別紙
図面228に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面228に記
載する表のとおり

宮本
八女市立花町白木（別紙
図面229に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面229に記
載する表のとおり

三社下１
八女市立花町白木（別紙
図面230に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面230に記
載する表のとおり

谷浦
八女市立花町白木（別紙
図面231に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面231に記
載する表のとおり

菖蒲尾
八女市立花町白木（別紙
図面232に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面232に記
載する表のとおり

田楽原２－１
八女市立花町白木（別紙
図面233に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面233に記
載する表のとおり

田楽原２－２
八女市立花町白木（別紙
図面234に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面234に記
載する表のとおり

田楽原２－３
八女市立花町白木（別紙
図面235に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面235に記
載する表のとおり

田楽原１
八女市立花町白木（別紙
図面236に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面236に記
載する表のとおり

平⑴
八女市立花町北山（別紙
図面237に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面237に記
載する表のとおり

平⑵
八女市立花町北山（別紙
図面238に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面238に記
載する表のとおり

大倉谷４
八女市立花町北山（別紙
図面239に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面239に記
載する表のとおり



第
３

４
８

３
号

福
岡

県
公

報
平

成
25

年
３

月
29

日
　

金
曜

日
70

出ノ原２－⑴
八女市立花町兼松（別紙
図面269に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面269に記
載する表のとおり

下仁合６
八女市立花町兼松（別紙
図面271に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面271に記
載する表のとおり

下仁合４
八女市立花町兼松（別紙
図面272に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面272に記
載する表のとおり

下仁合３
八女市立花町兼松（別紙
図面273に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面273に記
載する表のとおり

下仁合２
八女市立花町兼松（別紙
図面274に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面274に記
載する表のとおり

奥仁合５
八女市立花町兼松（別紙
図面275に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面275に記
載する表のとおり

奥仁合４
八女市立花町兼松（別紙
図面276に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面276に記
載する表のとおり

奥仁合３－⑴
八女市立花町兼松（別紙
図面277に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面277に記
載する表のとおり

奥仁合３－⑵
八女市立花町兼松（別紙
図面278に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面278に記
載する表のとおり

奥仁合１
八女市立花町兼松（別紙
図面280に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面280に記
載する表のとおり

鳶山⑵
八女市立花町兼松（別紙
図面282に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面282に記
載する表のとおり

下仁合１
八女市立花町兼松（別紙
図面283に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面283に記
載する表のとおり

四方堂⒜
八女市立花町谷川（別紙
図面284に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面284に記
載する表のとおり

城谷
八女市立花町北山（別紙
図面254に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面254に記
載する表のとおり

城ノ谷
八女市立花町北山（別紙
図面255に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面255に記
載する表のとおり

口割谷－⑶
八女市立花町北山（別紙
図面256に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面256に記
載する表のとおり

口割谷－⑵
八女市立花町北山（別紙
図面257に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面257に記
載する表のとおり

口割谷－⑴
八女市立花町北山（別紙
図面258に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面258に記
載する表のとおり

山下２－⑵
八女市立花町北山（別紙
図面260に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面260に記
載する表のとおり

山下２－⑴
八女市立花町北山（別紙
図面261に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面261に記
載する表のとおり

山下１
八女市立花町北山（別紙
図面262に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面262に記
載する表のとおり

野広尾２
八女市立花町山崎（別紙
図面263に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面263に記
載する表のとおり

山辺田⑴
八女市立花町山崎（別紙
図面264に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面264に記
載する表のとおり

草場
八女市立花町山崎（別紙
図面266に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面266に記
載する表のとおり

城道
八女市立花町山崎（別紙
図面267に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面267に記
載する表のとおり

出ノ原２－⑵
八女市立花町兼松（別紙
図面268に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面268に記
載する表のとおり
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四方堂⒝
八女市立花町谷川（別紙
図面298に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面298に記
載する表のとおり

田形
八女市立花町田形（別紙
図面299に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面299に記
載する表のとおり

多々良⒞－２
八女市立花町久遠谷（別紙
図面300に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面300に記
載する表のとおり

多々良⒞－１
八女市立花町久遠谷（別紙
図面301に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面301に記
載する表のとおり

遠久谷⒞
八女市立花町久遠谷（別紙
図面302に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面302に記
載する表のとおり

遠久谷⒟－１
八女市立花町久遠谷（別紙
図面303に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面303に記
載する表のとおり

遠久谷⒟－２
八女市立花町久遠谷（別紙
図面304に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面304に記
載する表のとおり

遠久谷⒝
八女市立花町久遠谷（別紙
図面305に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面305に記
載する表のとおり

遠久谷⒡
八女市立花町久遠谷（別紙
図面306に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面306に記
載する表のとおり

遠久谷⒧
八女市立花町久遠谷（別紙
図面307に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面307に記
載する表のとおり

遠久谷⒦
八女市立花町久遠谷（別紙
図面308に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面308に記
載する表のとおり

遠久谷⒤－２
八女市立花町久遠谷（別紙
図面309に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面309に記
載する表のとおり

遠久谷⒤－１
八女市立花町久遠谷（別紙
図面310に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面310に記
載する表のとおり

小路
八女市立花町谷川（別紙
図面285に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面285に記
載する表のとおり

四方堂⒟－⑴
八女市立花町谷川（別紙
図面286に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面286に記
載する表のとおり

四方堂⒟－⑵
八女市立花町谷川（別紙
図面287に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面287に記
載する表のとおり

浦谷
八女市立花町谷川（別紙
図面288に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面288に記
載する表のとおり

多々良⒜
八女市立花町谷川（別紙
図面289に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面289に記
載する表のとおり

多々良⒝
八女市立花町谷川（別紙
図面290に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面290に記
載する表のとおり

井ノ原⒜
八女市立花町谷川（別紙
図面291に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面291に記
載する表のとおり

井ノ原⒝－⑴
八女市立花町谷川（別紙
図面292に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面292に記
載する表のとおり

井ノ原⒝－⑵
八女市立花町谷川（別紙
図面293に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面293に記
載する表のとおり

井ノ原⒪
八女市立花町谷川（別紙
図面294に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面294に記
載する表のとおり

谷川⒝
八女市立花町谷川（別紙
図面295に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面295に記
載する表のとおり

西辻
八女市立花町谷川（別紙
図面296に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面296に記
載する表のとおり

谷川⒜
八女市立花町谷川（別紙
図面297に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面297に記
載する表のとおり
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寺尾⒞
八女市立花町下辺春（別紙
図面324に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面324に記
載する表のとおり

竹の迫⑴
八女市立花町下辺春（別紙
図面325に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面325に記
載する表のとおり

竹の迫－２
八女市立花町下辺春（別紙
図面326に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面326に記
載する表のとおり

竹の迫－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面327に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面327に記
載する表のとおり

住吉⒝－２
八女市立花町下辺春（別紙
図面328に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面328に記
載する表のとおり

住吉⒝－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面329に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面329に記
載する表のとおり

住吉⒜－２
八女市立花町下辺春（別紙
図面330に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面330に記
載する表のとおり

住吉⒜－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面331に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面331に記
載する表のとおり

栗ノ尾⒜－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面332に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面332に記
載する表のとおり

栗ノ尾⒜－３
八女市立花町下辺春（別紙
図面334に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面334に記
載する表のとおり

栗尾⒝
八女市立花町下辺春（別紙
図面335に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面335に記
載する表のとおり

横道⒜－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面336に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面336に記
載する表のとおり

横道⒜－２
八女市立花町下辺春（別紙
図面337に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面337に記
載する表のとおり

遠久谷⒢
八女市立花町久遠谷（別紙
図面311に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面311に記
載する表のとおり

遠久谷⒠－２
八女市立花町久遠谷（別紙
図面312に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面312に記
載する表のとおり

遠久谷⒠－１
八女市立花町久遠谷（別紙
図面313に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面313に記
載する表のとおり

遠久谷⒠－３
八女市立花町久遠谷（別紙
図面314に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面314に記
載する表のとおり

遠久谷⒜
八女市立花町久遠谷（別紙
図面315に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面315に記
載する表のとおり

遠久谷－１
八女市立花町久遠谷（別紙
図面316に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面316に記
載する表のとおり

遠久谷－２
八女市立花町久遠谷（別紙
図面317に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面317に記
載する表のとおり

遠久谷⒩－１
八女市立花町久遠谷（別紙
図面318に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面318に記
載する表のとおり

遠久谷⒩－２
八女市立花町久遠谷（別紙
図面319に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面319に記
載する表のとおり

百田⒝
八女市立花町下辺春（別紙
図面320に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面320に記
載する表のとおり

百田⒜
八女市立花町下辺春（別紙
図面321に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面321に記
載する表のとおり

寺尾⒠
八女市立花町下辺春（別紙
図面322に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面322に記
載する表のとおり

寺尾⒝
八女市立花町下辺春（別紙
図面323に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面323に記
載する表のとおり
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駄原－３
八女市立花町下辺春（別紙
図面352に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面352に記
載する表のとおり

駄原－４
八女市立花町下辺春（別紙
図面353に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面353に記
載する表のとおり

駄原－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面354に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面354に記
載する表のとおり

駄原－２
八女市立花町下辺春（別紙
図面355に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面355に記
載する表のとおり

高須田
八女市立花町下辺春（別紙
図面356に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面356に記
載する表のとおり

唐見－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面357に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面357に記
載する表のとおり

唐見⒜－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面358に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面358に記
載する表のとおり

唐見⒜－２
八女市立花町下辺春（別紙
図面359に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面359に記
載する表のとおり

吹春－⒠
八女市立花町下辺春（別紙
図面360に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面360に記
載する表のとおり

吹春－⒜
八女市立花町下辺春（別紙
図面361に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面361に記
載する表のとおり

吹春－⒡
八女市立花町下辺春（別紙
図面362に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面362に記
載する表のとおり

吹春－⒢
八女市立花町下辺春（別紙
図面363に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面363に記
載する表のとおり

吹春－⒝
八女市立花町下辺春（別紙
図面364に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面364に記
載する表のとおり

横道⒝－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面338に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面338に記
載する表のとおり

横道⒝－２
八女市立花町下辺春（別紙
図面340に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面340に記
載する表のとおり

漆谷
八女市立花町下辺春（別紙
図面341に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面341に記
載する表のとおり

漆谷⒝
八女市立花町下辺春（別紙
図面342に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面342に記
載する表のとおり

柚の木⒜
八女市立花町下辺春（別紙
図面343に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面343に記
載する表のとおり

柚の木－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面344に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面344に記
載する表のとおり

柚の木⒝
八女市立花町下辺春（別紙
図面345に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面345に記
載する表のとおり

唐見⒝－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面346に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面346に記
載する表のとおり

唐見⒝－２
八女市立花町下辺春（別紙
図面347に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面347に記
載する表のとおり

唐見⒞－２
八女市立花町下辺春（別紙
図面348に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面348に記
載する表のとおり

唐見⒞－３
八女市立花町下辺春（別紙
図面349に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面349に記
載する表のとおり

唐見⒞－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面350に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面350に記
載する表のとおり

久下野
八女市立花町下辺春（別紙
図面351に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面351に記
載する表のとおり
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柴折⒝
八女市立花町下辺春（別紙
図面379に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面379に記
載する表のとおり

柴折⒜
八女市立花町下辺春（別紙
図面380に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面380に記
載する表のとおり

竹の迫⑵－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面381に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面381に記
載する表のとおり

竹の迫⑵－２
八女市立花町下辺春（別紙
図面382に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面382に記
載する表のとおり

竹の迫⑵－３
八女市立花町下辺春（別紙
図面383に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面383に記
載する表のとおり

寺尾⒟
八女市立花町下辺春（別紙
図面384に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面384に記
載する表のとおり

寺尾⒜
八女市立花町下辺春（別紙
図面385に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面385に記
載する表のとおり

三ノ瀬⒡－３
八女市立花町下辺春（別紙
図面386に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面386に記
載する表のとおり

三ノ瀬⒡－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面387に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面387に記
載する表のとおり

三ノ瀬⒡－２
八女市立花町下辺春（別紙
図面388に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面388に記
載する表のとおり

三ノ瀬⒟
八女市立花町下辺春（別紙
図面389に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面389に記
載する表のとおり

三ノ瀬⒞－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面390に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面390に記
載する表のとおり

三ノ瀬⒞－２
八女市立花町下辺春（別紙
図面391に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面391に記
載する表のとおり

吹春－⒞
八女市立花町下辺春（別紙
図面366に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面366に記
載する表のとおり

吹春－⒟
八女市立花町下辺春（別紙
図面367に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面367に記
載する表のとおり

吹春－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面368に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面368に記
載する表のとおり

吹春－２
八女市立花町下辺春（別紙
図面369に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面369に記
載する表のとおり

吹春－３
八女市立花町下辺春（別紙
図面370に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面370に記
載する表のとおり

柴折⒟－４
八女市立花町下辺春（別紙
図面371に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面371に記
載する表のとおり

柴折⒟－３
八女市立花町下辺春（別紙
図面372に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面372に記
載する表のとおり

柴折⒟－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面373に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面373に記
載する表のとおり

柴折⒟－２
八女市立花町下辺春（別紙
図面374に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面374に記
載する表のとおり

柴折⒞－１
八女市立花町下辺春（別紙
図面375に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面375に記
載する表のとおり

柴折⒞－２
八女市立花町下辺春（別紙
図面376に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面376に記
載する表のとおり

柴折⒞－３
八女市立花町下辺春（別紙
図面377に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面377に記
載する表のとおり

柴折⒞－４
八女市立花町下辺春（別紙
図面378に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面378に記
載する表のとおり
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山中⒟－１
八女市立花町上辺春（別紙
図面405に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面405に記
載する表のとおり

山中⒟－２
八女市立花町上辺春（別紙
図面406に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面406に記
載する表のとおり

山中⒝
八女市立花町上辺春（別紙
図面407に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面407に記
載する表のとおり

黒岩⒪－１
八女市立花町上辺春（別紙
図面408に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面408に記
載する表のとおり

黒岩⒪－２
八女市立花町上辺春（別紙
図面409に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面409に記
載する表のとおり

上小原⒜
八女市立花町上辺春（別紙
図面410に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面410に記
載する表のとおり

長瀬⒜
八女市立花町上辺春（別紙
図面411に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面411に記
載する表のとおり

長瀬⑵
八女市立花町上辺春（別紙
図面412に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面412に記
載する表のとおり

熊の川⒝
八女市立花町上辺春（別紙
図面413に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面413に記
載する表のとおり

江後⒠－１
八女市立花町上辺春（別紙
図面414に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面414に記
載する表のとおり

江後⒠－２
八女市立花町上辺春（別紙
図面415に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面415に記
載する表のとおり

江後⒠－３
八女市立花町上辺春（別紙
図面416に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面416に記
載する表のとおり

江後⒟
八女市立花町上辺春（別紙
図面417に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面417に記
載する表のとおり

三ノ瀬⒜
八女市立花町下辺春（別紙
図面392に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面392に記
載する表のとおり

辻の山
八女市立花町下辺春（別紙
図面393に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面393に記
載する表のとおり

ニノ瀬⒜
八女市立花町下辺春（別紙
図面394に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面394に記
載する表のとおり

中辺春⒝－１
八女市立花町上辺春（別紙
図面395に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面395に記
載する表のとおり

中辺春⒝－２
八女市立花町上辺春（別紙
図面396に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面396に記
載する表のとおり

出原⒝－２
八女市立花町上辺春（別紙
図面397に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面397に記
載する表のとおり

出原⒝－１
八女市立花町上辺春（別紙
図面398に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面398に記
載する表のとおり

下小原
八女市立花町上辺春（別紙
図面399に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面399に記
載する表のとおり

上小原⒝
八女市立花町上辺春（別紙
図面400に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面400に記
載する表のとおり

黒岩⒜
八女市立花町上辺春（別紙
図面401に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面401に記
載する表のとおり

黒岩⒝
八女市立花町上辺春（別紙
図面402に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面402に記
載する表のとおり

山中⒜－１
八女市立花町上辺春（別紙
図面403に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面403に記
載する表のとおり

山中⒜－２
八女市立花町上辺春（別紙
図面404に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面404に記
載する表のとおり
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松尾⒟－２
八女市立花町上辺春（別紙
図面432に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面432に記
載する表のとおり

松尾⑼
八女市立花町上辺春（別紙
図面433に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面433に記
載する表のとおり

松尾⒜－２
八女市立花町上辺春（別紙
図面434に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面434に記
載する表のとおり

松尾⒜－３
八女市立花町上辺春（別紙
図面435に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面435に記
載する表のとおり

松尾⒜－１
八女市立花町上辺春（別紙
図面436に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面436に記
載する表のとおり

松尾⒝－１
八女市立花町上辺春（別紙
図面437に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面437に記
載する表のとおり

松尾⒝－２
八女市立花町上辺春（別紙
図面438に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面438に記
載する表のとおり

松尾⒞－２
八女市立花町上辺春（別紙
図面439に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面439に記
載する表のとおり

松尾⒞－１
八女市立花町上辺春（別紙
図面440に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面440に記
載する表のとおり

松尾⒞－３
八女市立花町上辺春（別紙
図面441に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面441に記
載する表のとおり

松尾⒦
八女市立花町上辺春（別紙
図面442に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面442に記
載する表のとおり

熊の川⒜－１
八女市立花町上辺春（別紙
図面443に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面443に記
載する表のとおり

熊の川⒜－２
八女市立花町上辺春（別紙
図面444に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面444に記
載する表のとおり

江後⒡
八女市立花町上辺春（別紙
図面418に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面418に記
載する表のとおり

江後⒞－１
八女市立花町上辺春（別紙
図面419に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面419に記
載する表のとおり

江後⒞－２
八女市立花町上辺春（別紙
図面420に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面420に記
載する表のとおり

江後⒝－１
八女市立花町上辺春（別紙
図面421に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面421に記
載する表のとおり

江後⒝－２
八女市立花町上辺春（別紙
図面422に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面422に記
載する表のとおり

江後⒜
八女市立花町上辺春（別紙
図面423に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面423に記
載する表のとおり

松尾⒥
八女市立花町上辺春（別紙
図面424に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面424に記
載する表のとおり

松尾－１
八女市立花町上辺春（別紙
図面425に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面425に記
載する表のとおり

松尾－２
八女市立花町上辺春（別紙
図面426に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面426に記
載する表のとおり

松尾－３
八女市立花町上辺春（別紙
図面428に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面428に記
載する表のとおり

松尾⒡
八女市立花町上辺春（別紙
図面429に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面429に記
載する表のとおり

松尾⒠
八女市立花町上辺春（別紙
図面430に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面430に記
載する表のとおり

松尾⒟－１
八女市立花町上辺春（別紙
図面431に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面431に記
載する表のとおり
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東原⒞－１
八女市立花町白木（別紙
図面458に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面458に記
載する表のとおり

東原⒞－２
八女市立花町白木（別紙
図面459に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面459に記
載する表のとおり

東原⒟
八女市立花町白木（別紙
図面460に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面460に記
載する表のとおり

今屋敷⒝－３
八女市立花町白木（別紙
図面461に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面461に記
載する表のとおり

今屋敷⒝－１
八女市立花町白木（別紙
図面462に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面462に記
載する表のとおり

今屋敷⒝－２
八女市立花町白木（別紙
図面463に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面463に記
載する表のとおり

今屋敷
八女市立花町白木（別紙
図面464に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面464に記
載する表のとおり

土野々⒜－４ａ
八女市立花町白木（別紙
図面465に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面465に記
載する表のとおり

土野々⒜－４
八女市立花町白木（別紙
図面466に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面466に記
載する表のとおり

土野々⒜－１
八女市立花町白木（別紙
図面467に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面467に記
載する表のとおり

土野々⒜－２
八女市立花町白木（別紙
図面468に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面468に記
載する表のとおり

土野々⒜－３
八女市立花町白木（別紙
図面469に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面469に記
載する表のとおり

土野々－４
八女市立花町白木（別紙
図面470に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面470に記
載する表のとおり

熊の川⒜－３
八女市立花町上辺春（別紙
図面445に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面445に記
載する表のとおり

長瀬－２
八女市立花町上辺春（別紙
図面446に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面446に記
載する表のとおり

長瀬－１
八女市立花町上辺春（別紙
図面447に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面447に記
載する表のとおり

立石
八女市立花町上辺春（別紙
図面448に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面448に記
載する表のとおり

立石⒜－１
八女市立花町上辺春（別紙
図面449に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面449に記
載する表のとおり

立石⒜－２
八女市立花町上辺春（別紙
図面450に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面450に記
載する表のとおり

中辺春⒞－１
八女市立花町上辺春（別紙
図面451に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面451に記
載する表のとおり

中辺春⒞－２
八女市立花町上辺春（別紙
図面452に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面452に記
載する表のとおり

中辺春⒜－１
八女市立花町上辺春（別紙
図面453に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面453に記
載する表のとおり

中辺春⒜－２
八女市立花町上辺春（別紙
図面454に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面454に記
載する表のとおり

東原⒜－１
八女市立花町白木（別紙
図面455に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面455に記
載する表のとおり

東原⒜－２
八女市立花町白木（別紙
図面456に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面456に記
載する表のとおり

東原⒝
八女市立花町白木（別紙
図面457に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面457に記
載する表のとおり
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小岩谷⒜－２
八女市立花町白木（別紙
図面484に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面484に記
載する表のとおり

小岩谷⒜－３
八女市立花町白木（別紙
図面485に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面485に記
載する表のとおり

小岩谷⒝－１
八女市立花町白木（別紙
図面486に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面486に記
載する表のとおり

小岩谷⒝－２
八女市立花町白木（別紙
図面487に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面487に記
載する表のとおり

持山⒞－１
八女市立花町白木（別紙
図面488に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面488に記
載する表のとおり

持山⒞－２
八女市立花町白木（別紙
図面489に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面489に記
載する表のとおり

持山⒝－１
八女市立花町白木（別紙
図面490に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面490に記
載する表のとおり

持山⒝－２
八女市立花町白木（別紙
図面491に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面491に記
載する表のとおり

持山⒜－１
八女市立花町白木（別紙
図面492に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面492に記
載する表のとおり

持山⒜－２
八女市立花町白木（別紙
図面493に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面493に記
載する表のとおり

土野々⒝－１
八女市立花町白木（別紙
図面494に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面494に記
載する表のとおり

土野々⒝－２
八女市立花町白木（別紙
図面495に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面495に記
載する表のとおり

今村－１
八女市立花町白木（別紙
図面496に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面496に記
載する表のとおり

土野々－３
八女市立花町白木（別紙
図面471に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面471に記
載する表のとおり

土野々－２
八女市立花町白木（別紙
図面472に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面472に記
載する表のとおり

土野々－１
八女市立花町白木（別紙
図面473に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面473に記
載する表のとおり

中村⒜－２
八女市立花町白木（別紙
図面474に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面474に記
載する表のとおり

中村⒜－１
八女市立花町白木（別紙
図面475に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面475に記
載する表のとおり

中村
八女市立花町白木（別紙
図面476に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面476に記
載する表のとおり

大上－１
八女市立花町白木（別紙
図面477に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面477に記
載する表のとおり

大上－２
八女市立花町白木（別紙
図面478に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面478に記
載する表のとおり

大上－３ａ
八女市立花町白木（別紙
図面479に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面479に記
載する表のとおり

大上－３
八女市立花町白木（別紙
図面480に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面480に記
載する表のとおり

大上⒜
八女市立花町白木（別紙
図面481に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面481に記
載する表のとおり

小岩谷⒜－１ａ
八女市立花町白木（別紙
図面482に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面482に記
載する表のとおり

小岩谷⒜－１
八女市立花町白木（別紙
図面483に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面483に記
載する表のとおり
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長畑⒞
八女市立花町白木（別紙
図面510に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面510に記
載する表のとおり

鹿伏⒞
八女市立花町白木（別紙
図面511に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面511に記
載する表のとおり

鹿伏⒜
八女市立花町白木（別紙
図面512に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面512に記
載する表のとおり

鹿伏⒜ａ
八女市立花町白木（別紙
図面513に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面513に記
載する表のとおり

鹿伏⒜ｂ
八女市立花町白木（別紙
図面514に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面514に記
載する表のとおり

鹿伏⒝－２
八女市立花町白木（別紙
図面515に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面515に記
載する表のとおり

鹿伏⒝－１
八女市立花町白木（別紙
図面516に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面516に記
載する表のとおり

鹿伏⒠－１
八女市立花町白木（別紙
図面517に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面517に記
載する表のとおり

鹿伏⒠－２
八女市立花町白木（別紙
図面518に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面518に記
載する表のとおり

桐葉－１
八女市立花町白木（別紙
図面519に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面519に記
載する表のとおり

桐葉－２
八女市立花町白木（別紙
図面520に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面520に記
載する表のとおり

桐葉－３
八女市立花町白木（別紙
図面521に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面521に記
載する表のとおり

鹿伏⒡
八女市立花町白木（別紙
図面522に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面522に記
載する表のとおり

今村－２
八女市立花町白木（別紙
図面497に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面497に記
載する表のとおり

今村－３
八女市立花町白木（別紙
図面498に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面498に記
載する表のとおり

今村－４
八女市立花町白木（別紙
図面499に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面499に記
載する表のとおり

宮ヶ原
八女市立花町白木（別紙
図面500に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面500に記
載する表のとおり

宮ヶ原ｂ
八女市立花町白木（別紙
図面501に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面501に記
載する表のとおり

宮ヶ原ａ
八女市立花町白木（別紙
図面502に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面502に記
載する表のとおり

宮ヶ原⒞－１
八女市立花町白木（別紙
図面503に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面503に記
載する表のとおり

宮ヶ原⒞－１ａ
八女市立花町白木（別紙
図面504に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面504に記
載する表のとおり

宮ヶ原⒞－２
八女市立花町白木（別紙
図面505に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面505に記
載する表のとおり

坊主田⒝－１
八女市立花町白木（別紙
図面506に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面506に記
載する表のとおり

坊主田⒝－２
八女市立花町白木（別紙
図面507に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面507に記
載する表のとおり

坊主田⒝－３
八女市立花町白木（別紙
図面508に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面508に記
載する表のとおり

坊主田⒜
八女市立花町白木（別紙
図面509に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面509に記
載する表のとおり
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三社上⒜－３
八女市立花町白木（別紙
図面536に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面536に記
載する表のとおり

菖蒲尾
八女市立花町白木（別紙
図面537に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面537に記
載する表のとおり

今屋敷⒜－１
八女市立花町白木（別紙
図面538に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面538に記
載する表のとおり

今屋敷⒜－２
八女市立花町白木（別紙
図面539に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面539に記
載する表のとおり

井手ロ
八女市立花町北山（別紙
図面540に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面540に記
載する表のとおり

小路⒝
八女市立花町北山（別紙
図面541に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面541に記
載する表のとおり

平⒝
八女市立花町北山（別紙
図面542に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面542に記
載する表のとおり

平⒜
八女市立花町北山（別紙
図面543に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面543に記
載する表のとおり

三ノ瀬⒝
八女市立花町北山（別紙
図面544に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面544に記
載する表のとおり

平⒞
八女市立花町北山（別紙
図面545に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面545に記
載する表のとおり

大倉谷
八女市立花町北山（別紙
図面546に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面546に記
載する表のとおり

大倉谷⒞
八女市立花町北山（別紙
図面547に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面547に記
載する表のとおり

大倉谷⒝
八女市立花町北山（別紙
図面548に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面548に記
載する表のとおり

鹿伏⒟－１
八女市立花町白木（別紙
図面523に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面523に記
載する表のとおり

鹿伏⒟－２
八女市立花町白木（別紙
図面524に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面524に記
載する表のとおり

長畑⒜
八女市立花町白木（別紙
図面525に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面525に記
載する表のとおり

長畑
八女市立花町白木（別紙
図面526に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面526に記
載する表のとおり

長畑⒝
八女市立花町白木（別紙
図面527に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面527に記
載する表のとおり

長畑⒝ａ
八女市立花町白木（別紙
図面528に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面528に記
載する表のとおり

坊主田⒞－２
八女市立花町白木（別紙
図面529に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面529に記
載する表のとおり

坊主田⒞－１
八女市立花町白木（別紙
図面530に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面530に記
載する表のとおり

宮ヶ原⒜－２
八女市立花町白木（別紙
図面531に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面531に記
載する表のとおり

宮ヶ原⒜－１
八女市立花町白木（別紙
図面532に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面532に記
載する表のとおり

三社上⒝
八女市立花町白木（別紙
図面533に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面533に記
載する表のとおり

三社上⒜－１
八女市立花町白木（別紙
図面534に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面534に記
載する表のとおり

三社上⒜－２
八女市立花町白木（別紙
図面535に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面535に記
載する表のとおり
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鞍懸⒜－⑵
八女市立花町北山（別紙
図面562に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面562に記
載する表のとおり

鞍懸⒞
八女市立花町北山（別紙
図面563に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面563に記
載する表のとおり

鞍懸⒝
八女市立花町北山（別紙
図面564に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面564に記
載する表のとおり

山下⒜－⑴
八女市立花町北山（別紙
図面565に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面565に記
載する表のとおり

山下⒜－⑶
八女市立花町北山（別紙
図面566に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面566に記
載する表のとおり

山下⒜－⑵
八女市立花町北山（別紙
図面567に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面567に記
載する表のとおり

和田山⒜
八女市立花町北山（別紙
図面568に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面568に記
載する表のとおり

山下⑴
八女市立花町北山（別紙
図面569に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面569に記
載する表のとおり

山下⑵
八女市立花町北山（別紙
図面571に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面571に記
載する表のとおり

山下⒝
八女市立花町北山（別紙
図面572に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面572に記
載する表のとおり

和田山⒝－⑴
八女市立花町北山（別紙
図面573に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面573に記
載する表のとおり

和田山⒝－⑵
八女市立花町北山（別紙
図面574に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面574に記
載する表のとおり

和田山⒝－⑶
八女市立花町北山（別紙
図面575に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面575に記
載する表のとおり

大倉谷⒜－⑴
八女市立花町北山（別紙
図面549に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面549に記
載する表のとおり

大倉谷⒜－⑶
八女市立花町北山（別紙
図面550に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面550に記
載する表のとおり

大倉谷⒜－⑷
八女市立花町北山（別紙
図面551に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面551に記
載する表のとおり

大倉谷⒜－⑵
八女市立花町北山（別紙
図面552に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面552に記
載する表のとおり

小倉谷⒜
八女市立花町北山（別紙
図面553に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面553に記
載する表のとおり

小倉谷⒞
八女市立花町北山（別紙
図面554に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面554に記
載する表のとおり

小倉谷⒝
八女市立花町北山（別紙
図面555に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面555に記
載する表のとおり

男ノ子⒜
八女市立花町北山（別紙
図面556に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面556に記
載する表のとおり

男ノ子⒝－⑴
八女市立花町北山（別紙
図面557に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面557に記
載する表のとおり

男ノ子⒝－⑵
八女市立花町北山（別紙
図面558に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面558に記
載する表のとおり

男ノ子G
八女市立花町北山（別紙
図面559に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面559に記
載する表のとおり

男ノ子⒟
八女市立花町北山（別紙
図面560に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面560に記
載する表のとおり

鞍懸⒜－⑴
八女市立花町北山（別紙
図面561に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面561に記
載する表のとおり
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下仁合⒞
八女市立花町兼松（別紙
図面589に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面589に記
載する表のとおり

下仁合⒟
八女市立花町兼松（別紙
図面590に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面590に記
載する表のとおり

下仁合⒢
八女市立花町兼松（別紙
図面591に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面591に記
載する表のとおり

仁合⒤－⑴
八女市立花町兼松（別紙
図面592に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面592に記
載する表のとおり

仁合⒤－⑵
八女市立花町兼松（別紙
図面593に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面593に記
載する表のとおり

仁合⒤－⑶
八女市立花町兼松（別紙
図面594に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面594に記
載する表のとおり

仁合⒨－⑴
八女市立花町兼松（別紙
図面595に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面595に記
載する表のとおり

仁合⒨－⑵
八女市立花町兼松（別紙
図面596に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面596に記
載する表のとおり

仁合⒩
八女市立花町兼松（別紙
図面597に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面597に記
載する表のとおり

仁合⒪
八女市立花町兼松（別紙
図面598に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面598に記
載する表のとおり

下仁合⒣－⑴
八女市立花町兼松（別紙
図面599に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面599に記
載する表のとおり

下仁合⒣－⑵
八女市立花町兼松（別紙
図面600に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面600に記
載する表のとおり

仁合G
八女市立花町兼松（別紙
図面601に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面601に記
載する表のとおり

国見⒜
八女市立花町北山（別紙
図面576に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面576に記
載する表のとおり

鞍懸
八女市立花町北山（別紙
図面577に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面577に記
載する表のとおり

国見⒝
八女市立花町北山（別紙
図面578に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面578に記
載する表のとおり

上ノ原
八女市立花町北山（別紙
図面579に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面579に記
載する表のとおり

野広尾G
八女市立花町山崎（別紙
図面580に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面580に記
載する表のとおり

草場
八女市立花町山崎（別紙
図面581に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面581に記
載する表のとおり

草場⒜－⑵
八女市立花町山崎（別紙
図面582に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面582に記
載する表のとおり

草場⒜－⑴
八女市立花町山崎（別紙
図面583に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面583に記
載する表のとおり

倉谷
八女市立花町山崎（別紙
図面584に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面584に記
載する表のとおり

野広尾⒝－⑵
八女市立花町山崎（別紙
図面585に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面585に記
載する表のとおり

野広尾⒝－⑴
八女市立花町山崎（別紙
図面586に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面586に記
載する表のとおり

出原⒜
八女市立花町兼松（別紙
図面587に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面587に記
載する表のとおり

出原⒪
八女市立花町兼松（別紙
図面588に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面588に記
載する表のとおり
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　備考　別紙図面は省略し、その図面を八女市役所に備え置いて縦覧に供する。

仁合⑴－⑵
八女市立花町兼松（別紙
図面615に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面615に記
載する表のとおり

仁合⒝－⑶
八女市立花町兼松（別紙
図面616に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面616に記
載する表のとおり

仁合⒜
八女市立花町兼松（別紙
図面617に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面617に記
載する表のとおり

仁合⒫
八女市立花町兼松（別紙
図面618に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面618に記
載する表のとおり

下仁合⒜－⑵
八女市立花町兼松（別紙
図面619に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面619に記
載する表のとおり

下仁合⒜－⑴
八女市立花町兼松（別紙
図面620に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面620に記
載する表のとおり

下仁合⒡
八女市立花町兼松（別紙
図面621に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面621に記
載する表のとおり

下仁合⒠－⑵
八女市立花町兼松（別紙
図面622に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面622に記
載する表のとおり

下仁合⒠－⑴
八女市立花町兼松（別紙
図面623に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面623に記
載する表のとおり

下仁合⒝
八女市立花町兼松（別紙
図面624に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面624に記
載する表のとおり

高山⒝
八女市立花町兼松（別紙
図面625に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面625に記
載する表のとおり

高山⒜
八女市立花町兼松（別紙
図面626に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面626に記
載する表のとおり

仁合⒣
八女市立花町兼松（別紙
図面602に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面602に記
載する表のとおり

仁合⒤
八女市立花町兼松（別紙
図面603に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面603に記
載する表のとおり

仁合⑼－⑵
八女市立花町兼松（別紙
図面604に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面604に記
載する表のとおり

仁合⑼－⑴
八女市立花町兼松（別紙
図面605に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面605に記
載する表のとおり

下仁合⒤
八女市立花町兼松（別紙
図面606に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面606に記
載する表のとおり

仁合⒦
八女市立花町兼松（別紙
図面607に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面607に記
載する表のとおり

仁合⒡
八女市立花町兼松（別紙
図面608に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面608に記
載する表のとおり

仁合⒥
八女市立花町兼松（別紙
図面609に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面609に記
載する表のとおり

仁合⒠
八女市立花町兼松（別紙
図面610に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面610に記
載する表のとおり

仁合⑵
八女市立花町兼松（別紙
図面611に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面611に記
載する表のとおり

仁合⑴－⑴
八女市立花町兼松（別紙
図面612に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面612に記
載する表のとおり

仁合⒝－⑵
八女市立花町兼松（別紙
図面613に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面613に記
載する表のとおり

仁合⒝－⑴
八女市立花町兼松（別紙
図面614に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面614に記
載する表のとおり
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　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第６条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害警戒区域として指定す

る。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

立ヶ隠上谷 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面１に示す区
域のとおり） 土石流

立ヶ隠谷 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面２に示す区
域のとおり） 土石流

立ヶ隠下谷 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面３に示す区
域のとおり） 土石流

上天ヶ谷 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面４に示す区
域のとおり） 土石流

天ヶ谷 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面５に示す区
域のとおり） 土石流

原前谷１－２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面６に示す区
域のとおり） 土石流

原前谷１－１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面７に示す区
域のとおり） 土石流

原前谷２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面８に示す区
域のとおり） 土石流

皿山谷－１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面９に示す区
域のとおり） 土石流

皿山谷－２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面10に示す区
域のとおり） 土石流

皿山川－１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面11に示す区
域のとおり） 土石流

皿山川－２ 朝倉郡東峰村大字小石原及び大字小石原鼓（別
紙図面12に示す区域のとおり） 土石流

うみ口谷－１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面13に示す区
域のとおり） 土石流

うみ口谷－２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面14に示す区
域のとおり） 土石流

南原谷－１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面15に示す区
域のとおり） 土石流

南原谷－２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面16に示す区
域のとおり） 土石流

白石谷２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面17に示す区
域のとおり） 土石流

白石谷１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面18に示す区
域のとおり） 土石流

上原川－４ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面19に示す区
域のとおり） 土石流

上原川－３ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面20に示す区
域のとおり） 土石流

上原川－２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面21に示す区
域のとおり） 土石流

上原川－１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面22に示す区
域のとおり） 土石流

塔ノ瀬川 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面23に示す区
域のとおり） 土石流

塔ノ瀬谷 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面24に示す区
域のとおり） 土石流

皿山川－３ 朝倉郡東峰村大字小石原及び大字小石原鼓（別
紙図面25に示す区域のとおり） 土石流

釜床谷２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面26に示す
区域のとおり） 土石流

花園川 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面27に示す
区域のとおり） 土石流

釜床谷１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面28に示す
区域のとおり） 土石流

鶴谷２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面29に示す
区域のとおり） 土石流

鶴谷１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面30に示す
区域のとおり） 土石流

大木谷 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面31に示す
区域のとおり） 土石流

黒谷 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面32に示す
区域のとおり） 土石流

蔵貫川 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面33に示す
区域のとおり） 土石流
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桑鶴川 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面53に示す
区域のとおり） 土石流

木城谷 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面54に示す
区域のとおり） 土石流

木城川 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面55に示す
区域のとおり） 土石流

宝来谷－３ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面56に示す
区域のとおり） 土石流

宝来谷－２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面57に示す
区域のとおり） 土石流

宝来谷－１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面58に示す
区域のとおり） 土石流

久毛谷 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面59に示す
区域のとおり） 土石流

示上谷－２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面60に示す
区域のとおり） 土石流

示上谷－１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面61に示す
区域のとおり） 土石流

赤薮川－１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面62に示す
区域のとおり） 土石流

赤薮川－２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面63に示す
区域のとおり） 土石流

赤薮谷－１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面64に示す
区域のとおり） 土石流

赤薮谷－２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面65に示す
区域のとおり） 土石流

吉の迫谷３ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面66に示す
区域のとおり） 土石流

吉の迫谷２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面67に示す
区域のとおり） 土石流

吉の迫谷１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面68に示す
区域のとおり） 土石流

宝ヶ谷川－５ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面69に示す
区域のとおり） 土石流

宝ヶ谷川－４ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面70に示す
区域のとおり） 土石流

宝ヶ谷川－３ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面71に示す
区域のとおり） 土石流

蔵貫谷 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面34に示す
区域のとおり） 土石流

中蔵貫谷 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面35に示す
区域のとおり） 土石流

下蔵貫谷 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面36に示す
区域のとおり） 土石流

野中川 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面37に示す
区域のとおり） 土石流

ドサンコ谷－１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面38に示す
区域のとおり） 土石流

ドサンコ谷－２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面39に示す
区域のとおり） 土石流

薮東谷－１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面40に示す
区域のとおり） 土石流

薮東谷－２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面41に示す
区域のとおり） 土石流

薮東谷－３ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面42に示す
区域のとおり） 土石流

戸有谷－１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓及び大字宝珠山（別
紙図面43に示す区域のとおり） 土石流

戸有谷－３ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓及び大字宝珠山（別
紙図面44に示す区域のとおり） 土石流

戸有谷－２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓及び大字宝珠山（別
紙図面45に示す区域のとおり） 土石流

戸有谷－４ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓及び大字宝珠山（別
紙図面46に示す区域のとおり） 土石流

東谷 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面47に示す
区域のとおり） 土石流

門ノ谷 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面48に示す
区域のとおり） 土石流

今道谷 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面49に示す
区域のとおり） 土石流

今道川 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面50に示す
区域のとおり） 土石流

桑鶴下谷 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面51に示す
区域のとおり） 土石流

桑鶴上谷 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面52に示す
区域のとおり） 土石流
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屋椎川－２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面91に示す区
域のとおり） 土石流

屋椎川－１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面92に示す区
域のとおり） 土石流

栗木野谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面93に示す区
域のとおり） 土石流

栗木野川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面94に示す区
域のとおり） 土石流

中尾谷１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面95に示す区
域のとおり） 土石流

木屋谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面96に示す区
域のとおり） 土石流

尾崎谷１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面97に示す区
域のとおり） 土石流

尾崎谷２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面98に示す区
域のとおり） 土石流

金剛野谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面99に示す区
域のとおり） 土石流

奈良尾谷２－１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面100に示す
区域のとおり） 土石流

奈良尾谷２－２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面101に示す
区域のとおり） 土石流

奈良尾谷１－１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面102に示す
区域のとおり） 土石流

奈良尾谷１－２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面103に示す
区域のとおり） 土石流

掛橋谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面104に示す
区域のとおり） 土石流

長田谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面105に示す
区域のとおり） 土石流

松尾谷新 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面106に示す
区域のとおり） 土石流

松尾谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面107に示す
区域のとおり） 土石流

不毛原谷２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面108に示す
区域のとおり） 土石流

不毛原谷１－１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面109に示す
区域のとおり） 土石流

宝ヶ谷川－２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面72に示す
区域のとおり） 土石流

宝ヶ谷川－１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面73に示す
区域のとおり） 土石流

中崎上谷新 朝倉郡東峰村大字宝珠山及び大字小石原鼓（別
紙図面74に示す区域のとおり） 土石流

中崎上谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山及び大字小石原鼓（別
紙図面75に示す区域のとおり） 土石流

中崎谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山及び大字小石原鼓（別
紙図面76に示す区域のとおり） 土石流

中崎下谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山及び大字小石原鼓（別
紙図面77に示す区域のとおり） 土石流

中崎下谷新 朝倉郡東峰村大字宝珠山及び大字小石原鼓（別
紙図面78に示す区域のとおり） 土石流

宝珠山川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面79に示す区
域のとおり） 土石流

上原谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面80に示す区
域のとおり） 土石流

仙道谷２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面81に示す区
域のとおり） 土石流

仙道谷１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面82に示す区
域のとおり） 土石流

馬洗谷３ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面83に示す区
域のとおり） 土石流

馬洗川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面84に示す区
域のとおり） 土石流

馬洗谷２－２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面85に示す区
域のとおり） 土石流

馬洗谷２－１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面86に示す区
域のとおり） 土石流

馬洗谷１－１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面87に示す区
域のとおり） 土石流

馬洗谷１－２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面88に示す区
域のとおり） 土石流

貝廻り谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面89に示す区
域のとおり） 土石流

本迫川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面90に示す区
域のとおり） 土石流
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栗林川－３ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面129に示す
区域のとおり） 土石流

栗林川－４ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面130に示す
区域のとおり） 土石流

栗林谷２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面131に示す
区域のとおり） 土石流

栗林谷１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面132に示す
区域のとおり） 土石流

鶴谷－１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面133に示す
区域のとおり） 土石流

鶴谷－２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面134に示す
区域のとおり） 土石流

阿弥陀堂谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面135に示す
区域のとおり） 土石流

鳥井口谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面136に示す
区域のとおり） 土石流

岩屋谷－１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面137に示す
区域のとおり） 土石流

岩屋谷－２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面138に示す
区域のとおり） 土石流

岩屋谷－３ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面139に示す
区域のとおり） 土石流

鎌割川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面140に示す
区域のとおり） 土石流

砥石渡谷－１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面141に示す区
域のとおり） 土石流

砥石渡谷－２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面142に示す区
域のとおり） 土石流

川曲谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面143に示す区
域のとおり） 土石流

川曲下谷 朝倉郡東峰村大字福井及び大字宝珠山（別紙図
面144に示す区域のとおり） 土石流

下郷谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面145に示す区
域のとおり） 土石流

下郷谷新 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面146に示す区
域のとおり） 土石流

原上谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面147に示す区
域のとおり） 土石流

不毛原谷１－２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面110に示す
区域のとおり） 土石流

一ノ瀬下谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面111に示す
区域のとおり） 土石流

一ノ瀬谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面112に示す
区域のとおり） 土石流

真加田谷２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面113に示す
区域のとおり） 土石流

真加田谷１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面114に示す
区域のとおり） 土石流

辻谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山及び大字小石原鼓（別
紙図面115に示す区域のとおり） 土石流

竹布谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面116に示す
区域のとおり） 土石流

迫谷３ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面117に示す
区域のとおり） 土石流

迫谷２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面118に示す
区域のとおり） 土石流

迫谷１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面119に示す
区域のとおり） 土石流

板屋下谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面120に示す
区域のとおり） 土石流

板屋谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面121に示す
区域のとおり） 土石流

板屋上谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面122に示す
区域のとおり） 土石流

千代丸川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面123に示す
区域のとおり） 土石流

松山谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面124に示す
区域のとおり） 土石流

松山上谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面125に示す
区域のとおり） 土石流

栗林川右支川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面126に示す
区域のとおり） 土石流

栗林川－１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面127に示す
区域のとおり） 土石流

栗林川－２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面128に示す
区域のとおり） 土石流
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稗畑⒞－１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面167に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

稗畑⒞－２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面168に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

奥畑 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面169に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上町－３ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面170に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上町－４ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面171に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上町－５ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面172に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上町－６ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面173に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

皿山⒝－２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面174に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

皿山⒜－１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面175に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

皿山⒜－２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面176に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

皿山⒟－１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面177に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

皿山⒟－２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面178に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

皿山⒟－３ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面179に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

皿山⒞ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面180に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

皿山⒝－１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面181に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上町－１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面182に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上町－２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面183に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

稗畑⒟－２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面184に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

稗畑⒟－１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面185に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

原川 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面148に示す区
域のとおり） 土石流

原谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面149に示す区
域のとおり） 土石流

猿喰谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面150に示す区
域のとおり） 土石流

猿喰下谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面151に示す区
域のとおり） 土石流

猿喰下谷新 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面152に示す区
域のとおり） 土石流

寺村上谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面153に示す区
域のとおり） 土石流

寺村谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面154に示す区
域のとおり） 土石流

屋紙上谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面155に示す区
域のとおり） 土石流

屋紙谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面156に示す区
域のとおり） 土石流

延田谷－２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面157に示す区
域のとおり） 土石流

延田谷－１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面158に示す区
域のとおり） 土石流

古城原谷－４ 朝倉郡東峰村大字福井及び大分県日田市大肥
（別紙図面159に示す区域のとおり） 土石流

古城原谷－３ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面160に示す区
域のとおり） 土石流

古城原谷－２ 朝倉郡東峰村大字福井及び大分県日田市大肥
（別紙図面161に示す区域のとおり） 土石流

古城原谷－１ 朝倉郡東峰村大字福井及び大分県日田市大肥
（別紙図面162に示す区域のとおり） 土石流

福井谷新１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面163に示す区
域のとおり） 土石流

福井谷新２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面164に示す区
域のとおり） 土石流

福井谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面165に示す区
域のとおり） 土石流

稗畑⒜ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面166に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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黒谷⒜ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面205に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒谷⒝－２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面206に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒谷⒝－３ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面207に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

蔵貫－１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面208に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

蔵貫－２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面209に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

梶原－１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面210に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

梶原－２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面211に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

蔵貫 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面212に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

桑鶴 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面213に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

野中－１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面214に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

野中－２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面215に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

今道－１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面216に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

今道－２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面217に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面218に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

辻－３ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面219に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

辻－１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面220に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

辻－２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面221に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

戸有－１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓及び大字宝珠山（別
紙図面222に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

戸有－２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面223に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

稗畑⒝－３ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面186に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

稗畑⒝－２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面187に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

稗畑⒝－１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面188に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤藪⒝－１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面189に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤藪⒝－２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面190に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤藪⒜－３ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面191に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤藪⒜－２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面192に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤藪⒜－１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面193に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鶴⑴－１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面194に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鶴⑴－２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面195に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鶴⑵－１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面196に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鶴⑵－２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面197に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鶴⑵－４ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面198に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大木－２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面199に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大木－１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面200に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鶴⑵－３ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面201に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鶴⒝－１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面202に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鶴⒝－２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面203に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒谷⒝－１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面204に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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伊王寺⒜－２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面243に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

伊王寺⒝ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面244に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

栗木野⒜ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面245に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下鶴新 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面246に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下鶴 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面247に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

木屋⒝ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面248に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

金剛野 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面249に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

木屋⒜ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面250に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

尾崎 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面251に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

尾崎新 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面252に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

栗木野新 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面253に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

奈良尾 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面254に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

桑の迫 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面255に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

掛橋 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面256に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

板屋 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面257に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

長田 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面258に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

迫⒝ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面259に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

馬場 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面260に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中原 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面261に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

戸有－３ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面224に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

戸有⒜－２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面225に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

戸有⒜－１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面226に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

戸有⒝－１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面227に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

戸有⒝－２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面228に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

戸有⒝－３ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓及び大字宝珠山（別
紙図面229に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

戸有⒝－４ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓及び大字宝珠山（別
紙図面230に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

奥竹⒜ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面231に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

仙道－１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面232に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

仙道－２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面233に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

横井－１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面234に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

横井－２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面235に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

岩屋１新 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面236に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

屋椎新 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面237に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

屋椎－２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面238に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

屋椎－１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面239に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

岩屋３新 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面240に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鳥井口⒝ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面241に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

伊王寺⒜－１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面242に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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岩屋－１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面281に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

岩屋－２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面282に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

奥竹新－２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面283に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

奥竹新－１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面284に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中山口⒞ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面285に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中山口⒝－２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面286に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中山口⒝－１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面287に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中山口⒜－２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面288に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中山口⒜－１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面289に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下合 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面290に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下合－２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面291に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下合－１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面292に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

原－１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面293に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

原－２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面294に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

猿喰⑵ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面295に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

猿喰⑴－１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面296に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

猿喰⑴－２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面297に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

寺村新 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面298に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

寺村 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面299に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

乳母岩 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面262に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

宝珠山 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面263に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

乳母岩－１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山及び大字小石原鼓（別
紙図面264に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中崎 朝倉郡東峰村大字宝珠山及び大字小石原鼓（別
紙図面265に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

真加田 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面266に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

迫⒜ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面267に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

戸有 朝倉郡東峰村大字宝珠山及び大字小石原鼓（別
紙図面268に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

戸有新 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面269に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

栗林⒜－１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面270に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

栗林⒜－２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面271に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

栗林⑷ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面272に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

栗林⑴ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面273に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

栗林⑶－２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面274に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

栗林⑶－１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面275に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

栗林⑵－３ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面276に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

栗林⑵－２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面277に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

栗林⑵－１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面278に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

岩屋２新－１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面279に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

岩屋２新－２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面280に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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　備考　別紙図面は省略し、その図面を東峰村役場に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第512号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第８条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指

定する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

福井⒜ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面300に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

紙屋⑴－１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面301に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

紙屋⑴－２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面302に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

紙屋⑵－１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面303に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

紙屋⑵－２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面304に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

紙屋⑵－４ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面305に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

紙屋⑵－３ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面306に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

紙屋⑶－１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面307に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

紙屋⑶－２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面308に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

福井新 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面309に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

平迫 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面310に示す
区域のとおり） 地滑り

寺村 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面311に示す区
域のとおり） 地滑り

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建
築物に作用すると
想定される衝撃に
関する事項

立ヶ隠上谷
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面１に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面１に記載
する表のとおり

立ヶ隠谷
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面２に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面２に記載
する表のとおり

立ヶ隠下谷
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面３に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面３に記載
する表のとおり

上天ヶ谷
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面４に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面４に記載
する表のとおり

天ヶ谷
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面５に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面５に記載
する表のとおり

原前谷１－２
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面６に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面６に記載
する表のとおり

原前谷１－１
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面７に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面７に記載
する表のとおり

原前谷２
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面８に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面８に記載
する表のとおり

皿山谷－１
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面９に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面９に記載
する表のとおり

皿山谷－２
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面10に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面10に記載
する表のとおり

皿山川－１
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面11に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面11に記載
する表のとおり

皿山川－２
朝倉郡東峰村大字小石原及
び大字小石原鼓（別紙図面
12に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面12に記載
する表のとおり

白石谷２
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面17に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面17に記載
する表のとおり
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白石谷１
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面18に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面18に記載
する表のとおり

上原川－４
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面19に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面19に記載
する表のとおり

上原川－３
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面20に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面20に記載
する表のとおり

上原川－２
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面21に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面21に記載
する表のとおり

上原川－１
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面22に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面22に記載
する表のとおり

塔ノ瀬谷
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面24に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面24に記載
する表のとおり

皿山川－３
朝倉郡東峰村大字小石原及
び大字小石原鼓（別紙図面
25に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面25に記載
する表のとおり

釜床谷２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面26に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面26に記載
する表のとおり

釜床谷１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面28に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面28に記載
する表のとおり

鶴谷２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面29に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面29に記載
する表のとおり

鶴谷１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面30に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面30に記載
する表のとおり

大木谷
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面31に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面31に記載
する表のとおり

黒谷
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面32に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面32に記載
する表のとおり

蔵貫川
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面33に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面33に記載
する表のとおり

蔵貫谷
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面34に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面34に記載
する表のとおり

中蔵貫谷
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面35に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面35に記載
する表のとおり

下蔵貫谷
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面36に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面36に記載
する表のとおり

ドサンコ谷－１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面38に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面38に記載
する表のとおり

ドサンコ谷－２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面39に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面39に記載
する表のとおり

薮東谷－１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面40に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面40に記載
する表のとおり

薮東谷－２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面41に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面41に記載
する表のとおり

薮東谷－３
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面42に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面42に記載
する表のとおり

戸有谷－１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
及び大字宝珠山（別紙図面
43に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面43に記載
する表のとおり

戸有谷－３
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
及び大字宝珠山（別紙図面
44に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面44に記載
する表のとおり

戸有谷－２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
及び大字宝珠山（別紙図面
45に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面45に記載
する表のとおり

戸有谷－４
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
及び大字宝珠山（別紙図面
46に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面46に記載
する表のとおり
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東谷
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面47に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面47に記載
する表のとおり

門ノ谷
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面48に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面48に記載
する表のとおり

今道谷
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面49に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面49に記載
する表のとおり

桑鶴下谷
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面51に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面51に記載
する表のとおり

桑鶴上谷
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面52に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面52に記載
する表のとおり

桑鶴川
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面53に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面53に記載
する表のとおり

木城谷
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面54に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面54に記載
する表のとおり

宝来谷－３
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面56に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面56に記載
する表のとおり

宝来谷－２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面57に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面57に記載
する表のとおり

宝来谷－１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面58に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面58に記載
する表のとおり

久毛谷
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面59に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面59に記載
する表のとおり

示上谷－２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面60に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面60に記載
する表のとおり

示上谷－１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面61に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面61に記載
する表のとおり

赤薮川－１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面62に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面62に記載
する表のとおり

赤薮谷－１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面64に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面64に記載
する表のとおり

赤薮谷－２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面65に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面65に記載
する表のとおり

吉の迫谷３
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面66に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面66に記載
する表のとおり

吉の迫谷２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面67に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面67に記載
する表のとおり

吉の迫谷１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面68に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面68に記載
する表のとおり

宝ヶ谷川－５
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面69に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面69に記載
する表のとおり

宝ヶ谷川－４
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面70に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面70に記載
する表のとおり

宝ヶ谷川－３
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面71に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面71に記載
する表のとおり

宝ヶ谷川－２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面72に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面72に記載
する表のとおり

宝ヶ谷川－１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面73に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面73に記載
する表のとおり

中崎上谷新
朝倉郡東峰村大字宝珠山及
び大字小石原鼓（別紙図面
74に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面74に記載
する表のとおり

中崎上谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山及
び大字小石原鼓（別紙図面
75に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面75に記載
する表のとおり
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中崎谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山及
び大字小石原鼓（別紙図面
76に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面76に記載
する表のとおり

中崎下谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山及
び大字小石原鼓（別紙図面
77に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面77に記載
する表のとおり

中崎下谷新
朝倉郡東峰村大字宝珠山及
び大字小石原鼓（別紙図面
78に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面78に記載
する表のとおり

宝珠山川
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面79に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面79に記載
する表のとおり

上原谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面80に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面80に記載
する表のとおり

仙道谷２
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面81に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面81に記載
する表のとおり

仙道谷１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面82に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面82に記載
する表のとおり

馬洗谷３
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面83に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面83に記載
する表のとおり

馬洗川
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面84に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面84に記載
する表のとおり

馬洗谷２－２
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面85に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面85に記載
する表のとおり

馬洗谷２－１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面86に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面86に記載
する表のとおり

馬洗谷１－１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面87に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面87に記載
する表のとおり

馬洗谷１－２
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面88に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面88に記載
する表のとおり

貝廻り谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面89に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面89に記載
する表のとおり

本迫川
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面90に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面90に記載
する表のとおり

屋椎川－２
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面91に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面91に記載
する表のとおり

屋椎川－１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面92に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面92に記載
する表のとおり

栗木野谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面93に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面93に記載
する表のとおり

栗木野川
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面94に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面94に記載
する表のとおり

中尾谷１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面95に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面95に記載
する表のとおり

木屋谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面96に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面96に記載
する表のとおり

尾崎谷１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面97に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面97に記載
する表のとおり

尾崎谷２
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面98に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面98に記載
する表のとおり

金剛野谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面99に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面99に記載
する表のとおり

奈良尾谷２－１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面100に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面100に記
載する表のとおり

奈良尾谷２－２
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面101に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面101に記
載する表のとおり
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奈良尾谷１－１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面102に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面102に記
載する表のとおり

奈良尾谷１－２
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面103に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面103に記
載する表のとおり

掛橋谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面104に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面104に記
載する表のとおり

長田谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面105に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面105に記
載する表のとおり

松尾谷新
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面106に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面106に記
載する表のとおり

松尾谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面107に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面107に記
載する表のとおり

不毛原谷２
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面108に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面108に記
載する表のとおり

不毛原谷１－１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面109に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面109に記
載する表のとおり

不毛原谷１－２
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面110に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面110に記
載する表のとおり

一ノ瀬下谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面111に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面111に記
載する表のとおり

一ノ瀬谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面112に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面112に記
載する表のとおり

真加田谷２
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面113に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面113に記
載する表のとおり

真加田谷１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面114に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面114に記
載する表のとおり

辻谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山及
び大字小石原鼓（別紙図面
115に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面115に記
載する表のとおり

竹布谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面116に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面116に記
載する表のとおり

迫谷３
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面117に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面117に記
載する表のとおり

迫谷２
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面118に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面118に記
載する表のとおり

迫谷１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面119に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面119に記
載する表のとおり

板屋下谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面120に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面120に記
載する表のとおり

板屋谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面121に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面121に記
載する表のとおり

板屋上谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面122に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面122に記
載する表のとおり

千代丸川
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面123に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面123に記
載する表のとおり

松山谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面124に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面124に記
載する表のとおり

栗林川右支川
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面126に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面126に記
載する表のとおり

栗林川－１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面127に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面127に記
載する表のとおり

栗林川－４
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面130に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面130に記
載する表のとおり
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栗林谷２
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面131に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面131に記
載する表のとおり

栗林谷１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面132に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面132に記
載する表のとおり

鶴谷－１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面133に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面133に記
載する表のとおり

鶴谷－２
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面134に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面134に記
載する表のとおり

阿弥陀堂谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面135に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面135に記
載する表のとおり

鳥井口谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面136に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面136に記
載する表のとおり

岩屋谷－１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面137に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面137に記
載する表のとおり

岩屋谷－２
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面138に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面138に記
載する表のとおり

岩屋谷－３
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面139に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面139に記
載する表のとおり

砥石渡谷－１
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面141に示す区域のと
おり）

土石流
別紙図面141に記
載する表のとおり

砥石渡谷－２
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面142に示す区域のと
おり）

土石流
別紙図面142に記
載する表のとおり

川曲谷
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面143に示す区域のと
おり）

土石流
別紙図面143に記
載する表のとおり

川曲下谷
朝倉郡東峰村大字福井及び
大字宝珠山（別紙図面144
に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面144に記
載する表のとおり

下郷谷
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面145に示す区域のと
おり）

土石流
別紙図面145に記
載する表のとおり

下郷谷新
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面146に示す区域のと
おり）

土石流
別紙図面146に記
載する表のとおり

原上谷
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面147に示す区域のと
おり）

土石流
別紙図面147に記
載する表のとおり

原川
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面148に示す区域のと
おり）

土石流
別紙図面148に記
載する表のとおり

原谷
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面149に示す区域のと
おり）

土石流
別紙図面149に記
載する表のとおり

猿喰谷
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面150に示す区域のと
おり）

土石流
別紙図面150に記
載する表のとおり

猿喰下谷
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面151に示す区域のと
おり）

土石流
別紙図面151に記
載する表のとおり

猿喰下谷新
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面152に示す区域のと
おり）

土石流
別紙図面152に記
載する表のとおり

寺村上谷
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面153に示す区域のと
おり）

土石流
別紙図面153に記
載する表のとおり

寺村谷
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面154に示す区域のと
おり）

土石流
別紙図面154に記
載する表のとおり

屋紙上谷
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面155に示す区域のと
おり）

土石流
別紙図面155に記
載する表のとおり

屋紙谷
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面156に示す区域のと
おり）

土石流
別紙図面156に記
載する表のとおり

延田谷－２
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面157に示す区域のと
おり）

土石流
別紙図面157に記
載する表のとおり
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延田谷－１
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面158に示す区域のと
おり）

土石流
別紙図面158に記
載する表のとおり

古城原谷－４

朝倉郡東峰村大字福井及び
大分県日田市大肥（別紙
図面159に示す区域のとお
り）

土石流

別紙図面159に記
載する表のとおり

古城原谷－３
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面160に示す区域のと
おり）

土石流
別紙図面160に記
載する表のとおり

古城原谷－２

朝倉郡東峰村大字福井及び
大分県日田市大肥（別紙
図面161に示す区域のとお
り）

土石流

別紙図面161に記
載する表のとおり

古城原谷－１

朝倉郡東峰村大字福井及び
大分県日田市大肥（別紙
図面162に示す区域のとお
り）

土石流

別紙図面162に記
載する表のとおり

福井谷新１
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面163に示す区域のと
おり）

土石流
別紙図面163に記
載する表のとおり

福井谷新２
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面164に示す区域のと
おり）

土石流
別紙図面164に記
載する表のとおり

福井谷
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面165に示す区域のと
おり）

土石流
別紙図面165に記
載する表のとおり

稗畑⒜
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面166に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面166に記
載する表のとおり

稗畑⒞－１
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面167に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面167に記
載する表のとおり

稗畑⒞－２
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面168に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面168に記
載する表のとおり

奥畑
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面169に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面169に記
載する表のとおり

上町－３
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面170に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面170に記
載する表のとおり

上町－４
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面171に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面171に記
載する表のとおり

上町－５
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面172に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面172に記
載する表のとおり

上町－６
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面173に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面173に記
載する表のとおり

皿山⒝－２
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面174に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面174に記
載する表のとおり

皿山⒜－１
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面175に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面175に記
載する表のとおり

皿山⒜－２
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面176に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面176に記
載する表のとおり

皿山⒟－１
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面177に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面177に記
載する表のとおり

皿山⒟－２
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面178に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面178に記
載する表のとおり

皿山⒟－３
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面179に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面179に記
載する表のとおり

皿山⒞
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面180に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面180に記
載する表のとおり

皿山⒝－１
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面181に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面181に記
載する表のとおり

上町－１
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面182に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面182に記
載する表のとおり
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上町－２
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面183に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面183に記
載する表のとおり

稗畑⒟－２
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面184に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面184に記
載する表のとおり

稗畑⒟－１
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面185に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面185に記
載する表のとおり

稗畑⒝－３
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面186に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面186に記
載する表のとおり

稗畑⒝－２
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面187に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面187に記
載する表のとおり

稗畑⒝－１
朝倉郡東峰村大字小石原
（別紙図面188に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面188に記
載する表のとおり

赤藪⒝－１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面189に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面189に記
載する表のとおり

赤藪⒝－２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面190に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面190に記
載する表のとおり

赤藪⒜－３
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面191に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面191に記
載する表のとおり

赤藪⒜－２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面192に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面192に記
載する表のとおり

赤藪⒜－１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面193に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面193に記
載する表のとおり

鶴⑴－１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面194に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面194に記
載する表のとおり

鶴⑴－２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面195に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面195に記
載する表のとおり

鶴⑵－１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面196に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面196に記
載する表のとおり

鶴⑵－２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面197に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面197に記
載する表のとおり

鶴⑵－４
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面198に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面198に記
載する表のとおり

大木－２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面199に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面199に記
載する表のとおり

大木－１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面200に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面200に記
載する表のとおり

鶴⑵－３
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面201に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面201に記
載する表のとおり

鶴⒝－１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面202に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面202に記
載する表のとおり

鶴⒝－２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面203に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面203に記
載する表のとおり

黒谷⒝－１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面204に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面204に記
載する表のとおり

黒谷⒜
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面205に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面205に記
載する表のとおり

黒谷⒝－２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面206に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面206に記
載する表のとおり

黒谷⒝－３
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面207に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面207に記
載する表のとおり

蔵貫－１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面208に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面208に記
載する表のとおり
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蔵貫－２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面209に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面209に記
載する表のとおり

梶原－１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面210に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面210に記
載する表のとおり

梶原－２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面211に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面211に記
載する表のとおり

蔵貫
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面212に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面212に記
載する表のとおり

桑鶴
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面213に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面213に記
載する表のとおり

野中－１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面214に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面214に記
載する表のとおり

野中－２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面215に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面215に記
載する表のとおり

今道－１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面216に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面216に記
載する表のとおり

今道－２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面217に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面217に記
載する表のとおり

東
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面218に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面218に記
載する表のとおり

辻－３
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面219に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面219に記
載する表のとおり

辻－１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面220に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面220に記
載する表のとおり

辻－２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面221に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面221に記
載する表のとおり

戸有－１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
及び大字宝珠山（別紙図面
222に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面222に記
載する表のとおり

戸有－２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面223に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面223に記
載する表のとおり

戸有－３
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面224に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面224に記
載する表のとおり

戸有⒜－２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面225に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面225に記
載する表のとおり

戸有⒜－１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面226に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面226に記
載する表のとおり

戸有⒝－１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面227に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面227に記
載する表のとおり

戸有⒝－２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
（別紙図面228に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面228に記
載する表のとおり

戸有⒝－３
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
及び大字宝珠山（別紙図面
229に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面229に記
載する表のとおり

戸有⒝－４
朝倉郡東峰村大字小石原鼓
及び大字宝珠山（別紙図面
230に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面230に記
載する表のとおり

奥竹⒜
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面231に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面231に記
載する表のとおり

仙道－１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面232に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面232に記
載する表のとおり

仙道－２
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面233に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面233に記
載する表のとおり

横井－１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面234に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面234に記
載する表のとおり
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横井－２
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面235に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面235に記
載する表のとおり

岩屋１新
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面236に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面236に記
載する表のとおり

屋椎新
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面237に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面237に記
載する表のとおり

屋椎－２
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面238に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面238に記
載する表のとおり

屋椎－１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面239に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面239に記
載する表のとおり

岩屋３新
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面240に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面240に記
載する表のとおり

鳥井口⒝
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面241に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面241に記
載する表のとおり

伊王寺⒜－１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面242に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面242に記
載する表のとおり

伊王寺⒜－２
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面243に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面243に記
載する表のとおり

伊王寺⒝
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面244に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面244に記
載する表のとおり

栗木野⒜
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面245に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面245に記
載する表のとおり

下鶴新
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面246に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面246に記
載する表のとおり

下鶴
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面247に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面247に記
載する表のとおり

木屋⒝
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面248に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面248に記
載する表のとおり

金剛野
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面249に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面249に記
載する表のとおり

木屋⒜
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面250に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面250に記
載する表のとおり

尾崎
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面251に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面251に記
載する表のとおり

尾崎新
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面252に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面252に記
載する表のとおり

栗木野新
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面253に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面253に記
載する表のとおり

奈良尾
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面254に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面254に記
載する表のとおり

桑の迫
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面255に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面255に記
載する表のとおり

掛橋
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面256に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面256に記
載する表のとおり

板屋
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面257に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面257に記
載する表のとおり

長田
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面258に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面258に記
載する表のとおり

迫⒝
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面259に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面259に記
載する表のとおり

馬場
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面260に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面260に記
載する表のとおり
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中原
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面261に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面261に記
載する表のとおり

乳母岩
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面262に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面262に記
載する表のとおり

宝珠山
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面263に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面263に記
載する表のとおり

乳母岩－１
朝倉郡東峰村大字宝珠山及
び大字小石原鼓（別紙図面
264に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面264に記
載する表のとおり

中崎
朝倉郡東峰村大字宝珠山及
び大字小石原鼓（別紙図面
265に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面265に記
載する表のとおり

真加田
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面266に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面266に記
載する表のとおり

迫⒜
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面267に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面267に記
載する表のとおり

戸有
朝倉郡東峰村大字宝珠山及
び大字小石原鼓（別紙図面
268に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面268に記
載する表のとおり

戸有新
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面269に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面269に記
載する表のとおり

栗林⒜－１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面270に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面270に記
載する表のとおり

栗林⒜－２
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面271に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面271に記
載する表のとおり

栗林⑷
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面272に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面272に記
載する表のとおり

栗林⑴
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面273に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面273に記
載する表のとおり

栗林⑶－２
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面274に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面274に記
載する表のとおり

栗林⑶－１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面275に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面275に記
載する表のとおり

栗林⑵－３
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面276に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面276に記
載する表のとおり

栗林⑵－２
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面277に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面277に記
載する表のとおり

栗林⑵－１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面278に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面278に記
載する表のとおり

岩屋２新－１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面279に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面279に記
載する表のとおり

岩屋２新－２
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面280に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面280に記
載する表のとおり

岩屋－１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面281に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面281に記
載する表のとおり

岩屋－２
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面282に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面282に記
載する表のとおり

奥竹新－２
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面283に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面283に記
載する表のとおり

奥竹新－１
朝倉郡東峰村大字宝珠山
（別紙図面284に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面284に記
載する表のとおり

中山口⒞
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面285に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面285に記
載する表のとおり

中山口⒝－２
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面286に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面286に記
載する表のとおり
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　備考　別紙図面は省略し、その図面を東峰村役場に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第513号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、平成21年３月福

岡県告示第595号大川都市計画下水道事業大川市公共下水道の事業計画の変更を認可し

たので、同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により次のように告示す

る。

中山口⒝－１
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面287に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面287に記
載する表のとおり

中山口⒜－２
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面288に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面288に記
載する表のとおり

中山口⒜－１
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面289に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面289に記
載する表のとおり

下合
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面290に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面290に記
載する表のとおり

下合－２
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面291に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面291に記
載する表のとおり

下合－１
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面292に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面292に記
載する表のとおり

原－１
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面293に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面293に記
載する表のとおり

原－２
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面294に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面294に記
載する表のとおり

猿喰⑵
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面295に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面295に記
載する表のとおり

猿喰⑴－１
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面296に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面296に記
載する表のとおり

猿喰⑴－２
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面297に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面297に記
載する表のとおり

寺村新
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面298に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面298に記
載する表のとおり

寺村
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面299に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面299に記
載する表のとおり

福井⒜
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面300に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面300に記
載する表のとおり

紙屋⑴－１
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面301に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面301に記
載する表のとおり

紙屋⑴－２
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面302に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面302に記
載する表のとおり

紙屋⑵－１
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面303に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面303に記
載する表のとおり

紙屋⑵－２
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面304に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面304に記
載する表のとおり

紙屋⑵－４
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面305に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面305に記
載する表のとおり

紙屋⑵－３
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面306に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面306に記
載する表のとおり

紙屋⑶－１
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面307に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面307に記
載する表のとおり

紙屋⑶－２
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面308に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面308に記
載する表のとおり

福井新
朝倉郡東峰村大字福井（別
紙図面309に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面309に記
載する表のとおり
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　福岡県告示第515号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第516号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成25年３月29日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　施行者の名称

　　大川市

２　都市計画事業の種類及び名称

　　大川都市計画下水道事業大川市公共下水道

３　事業施行期間

　　平成11年10月４日から平成28年３月31日まで

４　事業地

　⑴　収用の部分

　　　変更なし。

　⑵　使用の部分

　　　変更なし。

　福岡県告示第514号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（ メ ー ト ル ）

久留米 県道 264号

前

久留米市大石町507番26
先から
久留米市中央町38番12先
まで

6.4
～

44.0
1,946.8

前

久留米市大石町507番26
先から
久留米市本町１番３先ま
で

25.0
～

69.5
2,157.4

後

久留米市大石町507番26
先から
久留米市日吉町５番51先
まで

25.0
～

55.0
2,200.4

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（ メ ー ト ル ）

久留米 県道
一丁田
久留米  線
停車場

前

久留米市本町１番３先か
ら
久留米市白山町194番４
先まで

14.8
～

44.0
652.6

後

久留米市本町１番３先か
ら
久留米市白山町194番４
先まで

14.8
～

44.0
652.6

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間
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　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市字道正290番１の一部、291番１の一部、291番３の一部及び291番４の一部並

びに字福間町5333番の一部

　　（福間駅東土地区画整理事業　仮換地　８街区３－１から８街区３－９まで）

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　東京都新宿区西新宿１－24－１

　　（仮称）福岡県福津市明日花８街区宅地開発事業代表幹事（全５社）旭化成ホーム

ズ株式会社

　　代表取締役社長　平居　正仁

　福岡県告示第520号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第517号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成25年３月30日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第518号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成25年３月31日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第519号

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

久留米
烏　栖
朝　倉  線

小郡市福童3259番２先から
小郡市二森1397番１先まで

久留米
久留米
浮　羽  線

うきは市吉井町江南69番２先から
うきは市吉井町八和田918番５先まで

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

南筑後
柳　川
城　島  線

大川市大字坂井729番３先から
大川市大字坂井736番１先まで

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（ メ ー ト ル ）

八　　女 一般国
道 442号

前

八女市本村1059番１先か
ら
筑後市大字四ヶ所261番
１先まで

7.5
～

39.0
9,053.5

前

八女市本村1059番１先か
ら
筑後市大字江口314番１
先まで

7.0
～

63.5
8,381.2
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　福岡県告示第523号

　道路法（昭和27年法律第180号）第48条の２第２項の規定に基づき、自動車のみの一

般交通の用に供する道路の部分を次のとおり指定する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第524号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第521号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成25年３月30日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第522号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成25年３月29日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

後

八女市本村1059番１先か
ら
筑後市大字四ヶ所261番
１先まで

7.5
～

39.0
9,053.5

後

八女市本村1059番１先か
ら
筑後市大字江口314番１
先まで

7.0
～

63.5
8,381.2

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

八　　女 442 号 筑後市大字前津55番１先から
筑後市大字長浜1547番１先まで

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

八　　女 442 号 筑後市大字和泉394番１先から
筑後市大字和泉432番１先まで

県土整備
事務所名 路 線 名 指定する道路の部分 指定する期日

八　　女 一般国道
442 号

筑後市大字長浜1596番２先から
八女市室岡334番13先まで 平成25年３月30日

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（ メ ー ト ル ）

八　　女 県道
玉　名
八　女  線

前

八女市立花町白木440番
４先から
八女市立花町北山2511番
１先まで

13.0
～

36.5
930.0
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36条第３項の規定により公告する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　中間市中鶴四丁目1705番及び1706番１から1706番３まで

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　熊本県熊本市北区龍田陣内四丁目５番７号

　　佐浦　勝年

　福岡県告示第528号

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　中間市大字上底井野字中ノ谷59番３、59番６から59番15まで、63番51、63番66及び

63番116

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　中間市中尾二丁目14番14号

　　株式会社ハヤシ

　　代表取締役　林　聖邦

　福岡県告示第529号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成25年３月29日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第525号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成25年３月29日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第526号

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糟屋郡新宮町大字下府字小浦谷1176番１及び1177番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　糟屋郡新宮町下府四丁目６番13号

　　冨永　仁

　福岡県告示第527号

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

後

八女市立花町白木440番
４先から
八女市立花町北山2511番
１先まで

13.0
～

36.5
930.0

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

八　　女
玉　名
八　女  線

八女市立花町白木453番先から
八女市立花町白木251番１先まで
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域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第532号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第530号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第531号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

北九州
福　間
宗　像  線
玄　海

福津市津丸1200番１先から
福津市東福間２丁目1213番60先まで

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル） 備考

北九州 県道
若　宮
玄　海  線

前

宗像市大字赤間
975番１先から
宗像市大字三郎
丸130番15先ま
で

3.4
～

21.0
1,156.0

前

宗像市大字赤間
975番１先から
宗像市大字三郎
丸130番15先ま
で

5.8
～

42.4
1,248.3

うち県
道直方
宗像線
重用延
長 219.2
メート
ル

後

宗像市大字赤間
975番１先から
宗像市大字三郎
丸130番15先ま
で

5.8
～

42.4
1,248.3

うち県
道直方
宗像線
重用延
長 219.2
メート
ル

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（ メ ー ト ル ）

朝　　倉 県道
甘　木
朝　倉  線
田主丸

前

朝倉市屋形原483番６先
から
朝倉市屋形原221番１先
まで

3.1
～

11.8
963.2

前

朝倉市屋形原483番６先
から
朝倉市屋形原221番１先
まで

5.4
～

23.6
793.1

後

朝倉市屋形原483番６先
から
朝倉市屋形原221番１先
まで

5.4
～

23.6
793.1

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル） 備考
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　　　合戸　清

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福岡県久留米市大善寺町夜明838番地の１

　⑷　定款に記載された目的

　　　この法人は、高齢者や困難を抱えている人に対して、お互いに助け合う精神で、

介護保険法に基づく居宅サービス事業などを行い、地域社会を豊かで住みやすくす

る、自主的な福祉活動を活発化し、以て、公共の福祉の増進に寄与することを目的

とする。

　福岡県告示第534号

　建築基準法に基づく区域の指定（昭和35年８月福岡県告示第693号）は、平成25年３

月31日限り廃止する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第535号

　建築基準法第22条の区域の指定（昭和35年12月福岡県告示第1075号）は、平成25年３

月31日限り廃止する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第536号

　福岡県屋外広告物条例（平成14年福岡県条例第35号）第５条第１項第９号の規定に基

づき、屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置しようとするとき、

知事の許可を受けなければならない区域を次のように指定したので、同条例第30条の規

定により告示し、平成25年４月１日から施行する。

　屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出しようとするとき、知事の許可を受けな

ければならない区域の指定（平成14年７月福岡県告示第1241号）は平成25年３月31日限

り廃止する。

　福岡県告示第533号

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定に基づき、特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので、同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成25年３月６日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人さわやか大善寺

　⑵　代表者の氏名

南筑後 県道
柳　川
筑　後  線

前

柳川市三橋町正
行51番１先から
筑 後 市 中 折 地
253番２先まで

3.6
～

22.0
5,044.0

前

柳川市三橋町正
行57番１先から
筑 後 市 中 折 地
253番２先まで

2.6
～

42.5
7,248.2

うち県
道八女
瀬高線
重用延
長 587.4
メート
ル、県
道瀬高
久留米
線重用
延長
3,480.0
メート
ル

後

柳川市三橋町正
行44番１先から
筑 後 市 中 折 地
253番２先まで

3.6
～

22.0
5,090.0
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　福岡県告示第537号

　福岡県屋外広告物条例（平成14年福岡県条例第35号）第４条第１項第７号の規定に基

づき、屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置することができない

地域を次のとおり指定したので、同条例第30条の規定により告示し、平成25年４月１日

から施行する。

　屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置することができない地域

の指定（平成22年７月福岡県告示第1107号）は、平成25年３月31日限り廃止する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　九州縦貫自動車道、九州横断自動車道及び東九州自動車道（一般国道10号椎田道路

活用区間を含む。）から展望することができる地域で、これらの車道の路端から外

側500メートル未満の地域（直近の国勢調査の結果による人口集中地区に係る部分を

除く。）

２　山陽新幹線及び九州新幹線から展望することができる地域で、これらの線路端から

外側500メートル未満の地域（次に掲げる部分を除く。）

　イ　直近の国勢調査の結果による人口集中地区に係る部分

　ロ　新幹線駅のホーム端から外側500メートル未満の部分

　ハ　都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第１号に規定する用途地域に

係る部分

　ニ　福岡県屋外広告物条例施行規則（平成14年福岡県規則第55号）別表備考に規定す

る商工業地域に係る部分

　ホ　イからニまでに掲げる部分の背後の部分

　福岡県告示第538号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

屋外広告物表示等の際知事の許可を必要とする区域

道路の種類 路線名 区域の区間 区域の幅
国道

３号 水巻町、遠賀町、岡垣
町及び新宮町の区間

道路及び路端から 500
メートル

200 号 小竹町及び筑前町の区
間 同上

385 号 那珂川町の区間 同上

386 号 筑前町の区間 同上

495 号 遠賀町、岡垣町及び新
宮町の区間 同上

500 号 筑前町の区間 同上
一般県道 北九州芦屋線 遠賀町の区間 同上

直方芦屋線 遠賀町の区間 同上

八女香春線 添田町の区間 同上

宮田遠賀線 遠賀町の区間 同上

福岡早良大野城線 那珂川町の区間 同上

直方水巻線 水巻町の区間 同上
主要地方道 福岡日田線 筑前町の区間 同上

水巻芦屋線 水巻町の区間 同上

中間水巻線 水巻町の区間 同上

浜口遠賀線 遠賀町の区間 同上

黒山広渡線 遠賀町の区間 同上

原海老津線 岡垣町の区間 同上

岡垣遠賀線 遠賀町の区間 同上

湊下府線 新宮町の区間 同上

山田新宮線 新宮町の区間 同上

山田中原福岡線 那珂川町の区間 同上

那珂川大野城線 那珂川町の区間 同上

後野福岡線 那珂川町の区間 同上
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　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前８時30分から午前０時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　５箇所　建物敷地東側及び西側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分から午後11時00分

　福岡県告示第539号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成25年３月14日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　ドラッグストアモリ大刀洗店

　⑵　所在地　福岡県三井郡大刀洗町大字高桶2477番地

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成25年11月15日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　１,193平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

氏 名 又 は 名 称 住　　　　所

ナチュラル株式会社 福岡県朝倉市一ツ木1148番地の１

氏 名 又 は 名 称 住　　　　所

ナチュラル株式会社 福岡県朝倉市一ツ木1148番地の１

駐 車 場 の 位 置 収容台数（台）

建物東側 28

駐 輪 場 の 位 置 収容台数（台）

建物東側（駐輪場 No. １） ６

建物南東側（駐輪場 No. ２） ７

合　計 13

荷さばき施設の位置 面積（平方メートル）

建物東側 39.5

廃棄物等の保管施設の位置 容量（立方メートル）

建物北側 5.86

小売業者の氏名 開店時刻 閉店時刻

ナチュラル株式会社 午前９時 午前０時

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（ メ ー ト ル ）

直　　方 県道
八木山
公　園  線

前

宮若市宮田1567番３先か
ら
宮若市宮田1583番３先ま
で

9.6
～

60.0
189.3
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　救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項に規定する救急病

院を次のように認定したので、同令第２条第１項の規定により告示する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第543号

　救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項に規定する救急病

院を次のように認定したので、同令第２条第１項の規定により告示する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第540号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成25年３月29日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第541号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成25年３月29日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第542号

後

宮若市宮田1571番３先か
ら
宮若市宮田1583番３先ま
で

9.6
～

57.0
199.5

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

直　　方
八木山
公　園  線

宮若市宮田1571番３先から
宮若市宮田1583番３先まで

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

直　　方
福　岡
直　方  線

宮若市脇田20番３先から
宮若市脇田19番１先まで

病院の名称 所　　在　　地 有　効　期　間

貝塚病院 福岡市東区箱崎７－７－27 平成25年４月１日から
平成28年３月31日まで

福岡市民病院 福岡市博多区吉塚本町13－１

福岡市立こども病院・感染症セ
ンター 福岡市中央区唐人町２－５－１

片井整形外科・内科病院 糟屋郡粕屋町大字大隈132－１

大牟田市立病院 大牟田市宝坂町２－19－１

国家公務員共済組合連合会
新小倉病院

北九州市小倉北区金田１－３－
１

三萩野病院 北九州市小倉北区三萩野１－12
－18

北九州総合病院 北九州市小倉南区湯川５－10－
10

九州厚生年金病院 北九州市八幡西区岸の浦１－８
－１

産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘１－
１

病院の名称 所　　在　　地 有　効　期　間

福岡大学病院 福岡市城南区七隈７－45－１ 平成25年４月１日から
平成28年３月31日まで

社会保険久留米第一病院 久留米市櫛原町21
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　⑵　使用の部分

　　　なし

　福岡県告示第546号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、平成23年３月福

岡県告示第447号久留米都市計画駐車場事業７号ＪＲ久留米駅西口駐車場〔久留米市施

行〕の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定によ

り次のように告示する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　事業施行期間

　　平成19年11月30日から平成26年３月31日まで

２　事業地

　⑴　収用の部分

　　　変更なし

　⑵　使用の部分

　　　なし

　福岡県告示第547号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、平成19年５月福

岡県告示第1035号福岡都市計画道路事業３・４・175号小倉紅葉ヶ丘線〔春日市施行〕

の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により次

のように告示する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　事業施行期間

　　平成19年５月25日から平成27年３月31日まで

２　事業地

　⑴　収用の部分　

　福岡県告示第544号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、平成20年６月福

岡県告示第1067号福岡都市計画道路事業３・２・10号国道３号線〔福岡市施行〕の変更

を認可したので、同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により次のよう

に告示する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　事業施行期間

　　平成20年６月30日から平成27年３月31日まで

２　事業地

　⑴　収用の部分　

　　　平成20年６月30日福岡県告示第1067号の事業地に同じ

　⑵　使用の部分

　　　なし

　福岡県告示第545号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条第１項の規定に基づき、都市計画事業の

認可をしたので、同法第62条第１項の規定により次のように告示する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　施行者の名称

　　久留米市

２　都市計画事業の種類及び名称

　　久留米都市計画公園事業　２・２・18号　寺山公園

３　事業施行期間

　　平成25年３月29日から平成29年３月31日まで

４　事業地

　⑴　収用の部分

　　　久留米市津福本町字寺山地内
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４　利用料金

　　野球場

　備考　利用者が入場料その他これに相当する料金を徴収する場合において、その徴

収した料金の総額がこの表により算定した額を超えるときの額は、この表によ

り算定した額と当該超える額に１,000分の103を乗じて得た額とを合算した額

とする。

　福岡県告示第550号

　福岡県都市公園条例（昭和52年福岡県条例第12号）第17条の６第２項の規定に基づき

、福岡県営筑豊緑地の利用料金を承認したので、同条第４項の規定により次のように公

示する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称

　　福岡県営筑豊緑地

２　位置

　　飯塚市仁保、鹿毛馬

３　利用料金の承認年月日

　　平成25年３月29日

４　利用料金

　⑴　野球場

　備考

　　１　競技者の全てが学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校に

就学している者又はこれに準ずる者である場合の額は、この表により算定した

額に２分の１を乗じて得た額とする。

　　　変更なし

　⑵　使用の部分

　　　なし

　福岡県告示第548号

　宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第16条の５第２項の規定により、指定試

験機関の名称の変更の届出があったので、同条第３項の規定に基づき、次のとおり告示

する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定試験機関の名称

　　財団法人不動産適正取引推進機構

２　変更後の名称

　　一般財団法人不動産適正取引推進機構

３　変更の年月日

　　平成25年４月１日

　福岡県告示第549号

　福岡県都市公園条例（昭和52年福岡県条例第12号）第17条の６第２項の規定に基づき

、福岡県営中央公園の利用料金を承認したので、同条第４項の規定により次のように公

示する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称

　　福岡県営中央公園

２　位置

　　北九州市小倉北区、八幡東区、戸畑区

３　利用料金の承認年月日

　　平成25年３月29日

単　　位 金　　額

２時間以内 470円

単　　位 金　　額

２時間以内 2,600円
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に準ずる者である場合の額は、この表により算定した額に２分の１を乗じて得

た額とする。

　　２　この表に掲げる施設に附属する施設及び設備の額は、次のとおりとする。

　⑷　研修室

　⑸　プール等

　　イ　占用使用の場合

　　ロ　個人使用の場合

　　２　利用者が入場料その他これに相当する料金を徴収する場合において、その徴

収した料金の総額がこの表により算定した額を超えるときの額は、この表によ

り算定した額と当該超える額に１,000分の103を乗じて得た額とを合算した額

とする。

　　３　野球場に附属する施設及び設備の額は、次のとおりとする。

　⑵　庭球場

　備考

　　１　この表において「学生」とは、学校教育法第１条に規定する学校に就学して

いる者及びこれに準ずる者をいう。

　　２　この表に掲げる施設に附属する施設及び設備の額は、次のとおりとする。

　

⑶　多目的広場

　備考

　　１　競技者の全てが学校教育法第１条に規定する学校に就学している者又はこれ

区　　分 単　　位 金　　額

野球場の照明 30分以内 4,600円 

スコアボード １回 1,320円 

放送設備 １回 2,420円 

単　　位 金　　額

庭球場 １面２時間以内 650円 

練習場
一般 １回１時間以内 140円 

学生 １回１時間以内 80円 

区　　分 単　　位 金　　額

庭球場の照明 30分以内 510円 

温水シャワー １人・１回 120円 

コインロッカー １回 50円 

単　　位 金　　額

球技場
全面

２時間以内
3,000円 

半面 1,500円 

ソフトボール場 一面 ２時間以内 600円 

区　　分 単　　位 金　　額

多目的広場の
照明

球技場
全点灯

30分以内
2,000円

半点灯 1,000円

ソフトボール場 30分以内 800円

単　　位 金　　額

１時間 350円

区　　分

単位・金額

午前９時
から正午
まで

午後１時
から午後
５時まで

午後６時
から午後
９時まで

午前９時
から午後
５時まで

午後１時
から午後
９時まで

午前９時
から午後
９時まで

夏季期間
（屋内プー
ル）

19,950円 26,600円 23,940円 46,550円 50,540円 70,490円

プー
ル

夏季期間
（屋外プー
ル）

22,800円 30,400円 53,200円

温水期間
（屋内プー
ル）

29,940円 39,920円 35,930円 69,860円 75,850円 105,790円

トレーニン グ室 9,030円 12,040円 10,840円 21,070円 22,880円 31,910円

区　　分 単　　位 金　　　　　　額

プー
ル

夏季期間
（屋内プー
ル・屋外
プール）

２時間

一般 350円

生徒 200円

児童（屋内プールのみ） 150円
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２分の１を乗じて得た額とする。

　　６　利用者が入場料その他これに相当する料金を徴収する場合において、その徴

収した料金の総額がこの表により算定した額を超えるときの額は、この表によ

り算定した額と当該超える額に1,000分の103を乗じて得た額とを合算した額と

する。

　　７　プールの占用使用の場合、１コース単位で使用できるものとし、この場合の

額は、屋内プールは当該使用区分の額の７分の１とし、屋外プールは当該使用

区分の額の８分の１とする。

　　８　個人使用の場合、11枚つづりの回数券を使用できるものとし、その額は、当

該使用区分の10回分に相当する額とする。

　　９　次の者は、無料とする。

　　　⑴　65歳以上の者

　　　⑵　障害者及びその介護者であって、次のいずれかに該当するもの

　　　　ア　障害者

　　　　　ア　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号） 第15条に規定する身体障

害者手帳の交付を受けている者

　　　　　イ　療育手帳の交付を受けている者

　　　　　ウ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）

第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

　　　　イ　介護者

　　　　　　福岡県男女共同参画センター、福岡県人権啓発情報センター及び福岡県

総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成８年福岡県

規則第55号）第９条第５号に規定する身体障害者、療育手帳の交付を受け

ている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年

政令第155号）第６条第３項に規定する１級若しくは２級の精神障害者を

介護する者

　　10　この表に掲げる施設に附属する施設及び設備の額は、次のとおりとする。

　備考

　　１　この表において「占用使用」とは講習会、競技大会その他催物等において施

設を独占的に使用する場合を、「個人使用」とは占用使用以外の場合をいう。

　　２　この表において「夏季期間」とは７月１日から９月30日までを、「温水期間

」とは10月１日から翌年の６月30日までをいう。

　　３　この表において「児童」とは幼児及び小学校（特別支援学校の小学部を含む

。以下同じ。）の児童並びにこれらに準ずる者を、「生徒」とは中学校（中等

教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。）及び高等学校（中等

教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。）の生徒並びにこれら

に準ずる者を、「一般」とは児童及び生徒以外の者を、「小学生」とは小学校

の児童及びこれに準ずる者をいう。

　　４　土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規

定する休日における占用使用の場合の額は、当該使用区分の額の２割増の額と

する。

　　５　占用使用の場合、競技者の全てが学校教育法第１条に規定する学校に就学し

ている者又はこれに準ずるものである場合の額は、この表により算定した額に

２時間を超えるとき30
分ごとに

一般 90円

生徒 50円

児童（屋内プールのみ） 40円

温水期間
（屋内プー
ル）

２時間

一般 500円

生徒 300円

児童 200円

２時間を超えるとき30
分ごとに

一般 130円

生徒 80円

児童 50円

トレーニング室

２時間
一般 350円

小学生・生徒 180円

２時間を超えるとき１
時間ごとに

一般 180円

小学生・生徒 90円

区　　分 単　　位 金　　額
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　備考

　　１　競技者の全てが学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校に

就学している者又はこれに準ずる者である場合の額は、この表により算定した

額に２分の１を乗じて得た額とする。

　　２　この表に掲げる施設に附属する施設及び設備の額は、次のとおりとする。

　⑶　研修室

　備考

　　　筑後広域公園管理宿泊棟の研修室は、２分の１の面積で使用できるものとし、

この場合の額は、１,000円とする。

　⑷　体育館

　　イ　占用使用の場合

　　ロ　個人使用の場合

　福岡県告示第551号

　福岡県都市公園条例（昭和52年福岡県条例第12号）第17条の６第２項の規定に基づき

、福岡県営筑後広域公園の利用料金を承認したので、同条第４項の規定により次のよう

に公示する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称

　　福岡県営筑後広域公園

２　位置

　　筑後市大字津島、みやま市瀬高町本郷、長田

３　利用料金の承認年月日

　　平成25年３月29日

４　利用料金

　⑴　庭球場

　備考　この表に掲げる施設に附属する施設及び設備の額は、次のとおりとする。

　⑵　多目的広場

放送設備 １回 2,420円

コインロッカー １回 50円

自動計時装置 １回 3,270円

移動式電光掲示板 １回 6,540円

単　　位 金　　額

庭　球　場 １面２時間以内 650円

区　　分 単　　位 金　　額

庭球場の照明 30分以内 510円

単　　位 金　　額

多目的運動場
全面

２時間以内
3,000円

半面 1,500円

多目的広場
全面

２時間以内
600円

半面 300円

区　　分 単　　位 金　　額

多目的運動場の
照明

全点灯

30分以内

2,300円

内野点灯 1,200円

外野点灯 1,400円

単　　位 施設名 金　　額

１時間
管理宿泊棟を除く 350円

管理宿泊棟    2,000円

区　　分

単位・金額
午前９時
から正午
まで

午後１時
から午後
５時まで

午後６時
から午後
９時まで

午前９時
から午後
５時まで

午後１時
から午後
９時まで

午前９時
から午後
９時まで

アリーナ 3,560円 4,740円 5,930円 8,310円 10,680円 14,240円

単　　位 金　　額

２時間
一般 230円

小学生・生徒 100円
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　　　　ア　障害者

　　　　　ア　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号） 第15条に規定する身体障

害者手帳の交付を受けている者

　　　　　イ　療育手帳の交付を受けている者

　　　　　ウ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）

第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

　　　　イ　介護者

　　　　　　福岡県男女共同参画センター、福岡県人権啓発情報センター及び福岡県

総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成８年福岡県

規則第55号）第９条第５号に規定する身体障害者、療育手帳の交付を受け

ている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年

政令第155号）第６条第３項に規定する１級若しくは２級の精神障害者を

介護する者

　　９　この表に掲げる施設に附属する施設及び設備の額は、次のとおりとする。

　⑸　宿泊施設

　　イ　一般利用の場合

　　ロ　合宿利用の場合

　備考

 　備考

　　１　この表において「占用使用」とは競技大会その他催物等において施設を独占

的に使用する場合を、「個人使用」とは占用使用以外の場合をいう。

　　２　この表において「小学生」とは小学校（特別支援学校の小学部を含む。）の

児童及びこれらに準ずる者を、「生徒」とは中学校（中等教育学校の前期課程

及び特別支援学校の中学部を含む。）及び高等学校（中等教育学校の後期課程

及び特別支援学校の高等部を含む。）の生徒並びにこれらに準ずる者を、「一

般」とは小学生及び生徒以外の者をいう。

　　３　土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規

定する休日における占用使用の場合の額は、当該使用区分の額の２割増の額と

する。

　　４　占用使用の場合、利用者の全てが学校教育法第１条に規定する学校に就学し

ている者又はこれに準ずる者である場合の額は、この表により算定した額に２

分の１を乗じて得た額とする。

　　５　利用者が入場料その他これに相当する料金を徴収する場合において、その徴

収した料金の総額がこの表により算定した額を超えるときの額は、この表によ

り算定した額と当該超える額に１,000分の103を乗じて得た額とを合算した額

とする。

　　６　占用使用の場合、特別な設備を設置して電気を使用するときの額は、当該使

用区分の額に、使用する電気の実費に相当する額を加算する。

　　７　アリーナは、２分の１又は４分の１の面積で占用使用できるものとし、この

場合の額は、使用面積に応じて、当該使用区分の額のそれぞれ２分の１、４分

の１とする。

　　８　次の者は、無料とする。

　　　⑴　65歳以上の者

　　　⑵　障害者及びその介護者であって、次のいずれかに該当するもの

２時間を超えるとき１時間ごとに
一般 120円

小学生・生徒 50円

区　　分 単　　位 金　　額

温水シャワー １人・１回 120円

コインロッカー １回 50円

区　　分
単位・金額

１人利用 ２人以上利用

Ｓタイプ 8,400円 7,350円

Ａタイプ 6,300円 5,250円

Ｂタイプ 5,250円 4,200円

Ｃタイプ 4,200円

単　　位 金　　額

１人 1,600円
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　⑵　本館施設及び別館施設

　備考

　　１　この表において「土・日・休日」とは土曜日、日曜日及び国民の祝日に関す

る法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を、「平日」とはこれらの日

以外の日をいう。

　　２　利用者が利用の際第三者から１,000円を超える入場料又はこれに相当する料

金を徴収する場合の額は、この表に定める額に100分の150を乗じて得た額とし

、利用者が営業の宣伝その他これに類する催物を行う場合の額は、この表に定

める額に100分の300を乗じて得た額とする。

　　３　この表に掲げる施設の利用時間を超えて利用する場合の額は、次のとおりと

する。

　　　⑴　超過時間が正午から午後５時までの場合

　　　　　　超過時間１時間につき、午後１時から午後５時までの額の１時間当たり

　　１　この表において「Ｓタイプ」、「Ａタイプ」、「Ｂタイプ」又は「Ｃタイプ

」とは、それぞれ14畳以上の部屋、10畳部屋、８畳部屋又は６畳部屋のことを

いう。

　　２　この表において「合宿利用」とは、８名以上が同時に備考１に規定する部屋

以外の部屋を利用して宿泊する形態のことをいう。

　　３　この表中の金額は、いずれも１泊、１人当たりの料金とする。

　　４　表中の料金には、食事料は含まない。

　　５　表中の料金には、浴場利用料を含む。

　　６　この表に掲げる施設に附属する施設及び設備の額は、次のとおりとする。

　福岡県告示第552号

　福岡県都市公園条例（昭和52年福岡県条例第12号）第17条の６第２項の規定に基づき

、筑後広域公園芸術文化交流施設の利用料金を承認したので、同条第４項の規定により

次のように公示する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称

　　筑後広域公園芸術文化交流施設

２　位置

　　筑後市大字津島1131

３　利用料金の承認年月日

　　平成25年３月29日

４　利用料金

　⑴　駐車場

区　　分 単　　位 金　　額

浴場 １人・１回 500円

区　　分 単　　位 金　　額

普通自動車 １台
２時間以内 無料

２時間を超えるとき１時間ごとに 100円

区　　分

単位・金額

午前９時
から正午
まで

午後１時
から午後
５時まで

午後６時
から午後
９時まで

午前９時
から午後
５時まで

午後１時
から午後
９時まで

午前９時
から午後
９時まで

大交
流室

平日 9,480円 12,640円 12,640円 22,120円 25,280円 34,760円

土・日・休
日 11,380円 15,170円 15,170円 26,550円 30,340円 41,720円

教室・工房１ 2,340円 3,120円 3,120円 5,460円 6,240円 8,580円

教室・工房２ 2,340円 3,120円 3,120円 5,460円 6,240円 8,580円

教室・工房３ 1,770円 2,360円 2,360円 4,130円 4,720円 6,490円

教室・工房４ 1,680円 2,240円 2,240円 3,920円 4,480円 6,160円

教室・工房５ 3,180円 4,240円 4,240円 7,420円 8,480円 11,660円

教室・工房６ 1,440円 1,920円 1,920円 3,360円 3,840円 5,280円

エントランスギャ
ラリー 1,020円 1,360円 1,360円 2,380円 2,720円 3,740円

教室・工房Ａ 3,450円 4,600円 4,600円 8,050円 9,200円 12,650円

教室・工房Ｂ 1,470円 1,960円 1,960円 3,430円 3,920円 5,390円

教室・工房Ｃ 1,650円 2,200円 2,200円 3,850円 4,400円 6,050円
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パーセントに相当する額とする。

　福岡県告示第553号

　都市公園法（昭和31年法律第79号）第５条の２第１項の規定による都市公園と道路と

の兼用工作物の管理に関する協議が成立したので、同条第２項の規定に基づき、公示す

る。

　その関係図書は、福岡県建築都市部公園街路課及び福岡県飯塚県土整備事務所に備え

置いて縦覧に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　都市公園の名称

　　筑豊緑地

２　兼用工作物の位置

　　飯塚市仁保５番２の一部、同８番25の一部、同23番56の一部、同23番62の一部及び

同23番64の一部

３　管理を行う者の名称及び所在地並びに代表者の氏名

　⑴　公園管理者　福岡県

　　　福岡市博多区東公園７番７号

　　　福岡県知事　小川　洋

　⑵　道路管理者　飯塚市

　　　飯塚市新立岩５番５号

　　　飯塚市長　齊藤　守史

４　管理の内容

　　兼用工作物（道路の附属物に係るものに限る。）の新設、改築、維持及び修繕は、

公園管理者が行う。

５　管理の期間

　　平成25年４月１日から道路の存続する日まで

　福岡県告示第554号

の額

　　　⑵　超過時間が午後５時から午後９時までの場合

　　　　　　超過時間１時間につき、午後６時から午後９時までの額の１時間当たり

の額

　　　　超過時間が１時間未満であるときは１時間とし、１時間を超える場合におい

て１時間未満の端数があるときは、当該端数の時間は、１時間として計算する

。

　　４　この表に掲げる施設に附属する施設及び設備の額は、次のとおりとする。

　備考

　　１　この表に掲げる設備（電気窯を除く。）の額は、午前９時から正午まで、午

後１時から午後５時まで及び午後６時から午後９時までをそれぞれ１回として

算定するものとする。

　　２　利用時間を超えて利用するときの額は、１時間ごとにこの表に掲げる額の25

区　　分 単　　位 金　　額

音響装置
大交流室 １式・１回 1,660円

教室・工房３ １式・１回 1,100円

演台・花台 １式・１回 660円

司会者台 １式・１回 200円

ダイナミックマイクロホン １本・１回 320円

ワイヤレスマイクロホン １本・１回 880円

卓上型マイクスタンド １本・１回 60円

床上型マイクスタンド １本・１回 60円

ビデオプロジェクター １式・１回 910円

移動式スピーカー １式・１回 450円

移動式スクリーン １式・１回 590円

テレビモニター １式・１回 660円

電気ろくろ １式・１回 1,280円

電気窯
本焼 １台・１回 4,040円

素焼 １台・１回 2,530円
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２　通行方法

　　１の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は、次の通

行方法によらなければならない。

　⑴　走行位置の指定

　　　トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す

おそれがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する

施設等に出入りするためにやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上

空障害物に接触しないよう十分に注意すること。

　⑵　後方警戒措置

　　　後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法

0.25メートル以上、縦寸法0.13メートル以上（又は横寸法0.13メートル以上、縦寸

法0.25メートル以上）の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材

料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。

　⑶　道路情報の収集

　　　道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情

報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。

３　道路を指定し、及び通行方法を定める期日

　　平成25年４月１日

　福岡県告示第556号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

　車両制限令（昭和36年政令第265号）第３条第１項第２号イの規定に基づき、通行す

る車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を次のよ

うに指定する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する道路の路線名、区間等

２　道路を指定する期日

　　平成25年４月１日

　福岡県告示第555号

　車両制限令（昭和36年政令第265号）第３条第１項第３号の規定に基づき、通行する

車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を次のとおり指定し、あわせて、同令

第10条第１項の規定に基づき、当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メート

ル以下の車両の通行方法を次のとおり定める。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する道路の路線名、区間等

県土整備
事務所名 路 線 名 区　　　　間

南筑後
　県　　道　手　鎌
　　　　　　三　池  線

大牟田市大黒町１丁目31番１先から
大牟田市日出町３丁目１番24先まで

南筑後 一般国道　443号 柳川市大和町徳益687番４先から
みやま市瀬高町小川57番１先まで

県土整備
事務所名 路 線 名 区　　　　間

八　　女
　県　　道　三　潴
　　　　　　上　陽  線

八女郡広川町大字新代1201番４先から
八女郡広川町大字日吉1443番１先まで

北九州
　　　　　　玄　海
　県　　道　田　島  線
　　　　　　福　間

福津市西福間１丁目3531番８先から
福津市宮司４丁目1106番１先まで

南筑後
　県　　道　手　鎌
　　　　　　三　池  線

大牟田市大黒町１丁目31番１先から
大牟田市日出町３丁目１番24先まで

南筑後 一般国道　443号 柳川市大和町徳益687番４先から
みやま市瀬高町小川57番１先まで
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　福岡県告示第558号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第559号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第557号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（ メ ー ト ル ）

久留米 県道
久留米
浮　羽  線

前

久留米市北野町大城161
番４先から
久留米市北野町金島2354
番１先まで

5.4
～

13.0
700.0

前

久留米市北野町大城161
番４先から
久留米市北野町金島2354
番１先まで

9.0
～

41.5
722.0

後

久留米市北野町大城161
番４先から
久留米市北野町金島2354
番１先まで

9.0
～

41.5
722.0

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル） 備考

前

久留米市北野町
大城21番３先か
ら
久留米市善導寺
町飯田1550番先
まで

4.5
～

29.0
1,992.2

うち県
道久留
米浮羽
線
重用延
長 340.0
メート
ル

久留米 県道
上高橋
善導寺  線
停車場

前

久留米市北野町
大城21番３先か
ら
久留米市善導寺
町飯田1550番先
まで

9.8
～

50.0
2,025.3

うち県
道久留
米浮羽
線
重用延
長 464.0
メート
ル

後

久留米市北野町
大城21番３先か
ら
久留米市善導寺
町飯田1550番先
まで

9.8
～

50.0
2,025.3

うち県
道久留
米浮羽
線
重用延
長 464.0
メート
ル

県 土 整 備
事 務 所 名

道 路 の
種 類 路線名 変 更

前 後 別 区　　　　間 幅 員
（ メ ー ト ル ）

延 長
（ メ ー ト ル ）

久留米 県道
富　多
大　城  線

前

久留米市北野町金島297番
１先から
久留米市北野町大城19番２
先まで

9.5
～

53.0
280.0

後

久留米市北野町金島297番
１先から
久留米市北野町大城19番２
先まで

9.5
～

38.0
280.0
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　福岡県告示第561号

　農林水産大臣から、次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので、森

林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林予定森林の所在場所

　　うきは市浮羽町新川字杭迫2659の16

２　指定の目的

　　水源の涵
かん

養

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県農林水産部農山漁村振興課及び

うきは市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第562号

　農林水産大臣から、次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので、森

林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第560号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成25年３月29日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

県 土 整 備
事 務 所 名

道 路 の
種 類 路線名 変 更

前 後 別 区　　　　間 幅 員
（ メ ー ト ル ）

延 長
（ メ ー ト ル ）

南筑後 一般国
道 442号

前

三潴郡大木町大字蛭池412
番２先から
大川市大字大橋271番１先
まで

5.9
～

39.9
5,985.9

前

三潴郡大木町大字福土1026
番先から
大川市大字大橋271番１先
まで

25.0
～

66.3
6,680.0

後

三潴郡大木町大字福土1025
番３先から
大川市大字大橋271番１先
まで

5.9
～

39.9
7,616.3

後

三潴郡大木町大字福土1025
番３先から
大川市大字大橋271番１先
まで

25.0
～

66.3
6,680.0

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

南筑後
本　町
新　田  線
大　川

柳川市筑紫町603番２先から
柳川市沖端町125番２先まで
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　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

　　ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び宇美町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第564号

　保安林の指定をする予定であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２の

規定により次のように告示する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林予定森林の所在場所

　　糸島市末永字狐尾１の１、１の３、１の35、３の10、３の18、３の75、３の98

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　字狐尾１の１・１の３・１の35・３の10・３の18・３の75・３の98（以上７筆

について次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

　　ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

１　保安林予定森林の所在場所

　　築上郡上毛町大字東上268

２　指定の目的

　　水源の涵
かん

養

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県農林水産部農山漁村振興課及び

上毛町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第563号

　保安林の指定をする予定であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２の

規定により次のように告示する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林予定森林の所在場所

　　糟屋郡宇美町大字炭焼字原田山276、字原田谷山283の３、字新田原288の３

２　指定の目的

　　水源の涵
かん

養

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　字原田山276・字原田谷山283の３・字新田原288の３（以上３筆について次の

図に示す部分に限る。）
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１　解除予定保安林の所在場所

　　朝倉市佐田字清水4313の４

２　保安林として指定された目的

　　水源の涵
かん

養

３　解除の理由

　　道路用地とするため

　福岡県告示第567号

　農林水産大臣から、次のように保安林の指定の解除をしようとする旨の通知を受けた

ので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１⑴　解除予定保安林の所在場所

　　　朝倉市（国有林。次の図に示す部分に限る。）、朝倉市佐田字字彦道2712の３

　⑵　保安林として指定された目的

　　　水源の涵
かん

養

　⑶　解除の理由

　　　道路用地とするため

２⑴　解除予定保安林の所在場所

　　　朝倉郡東峰村（国有林。次の図に示す部分に限る。）、大字小石原字水浦1859の

２

　⑵　保安林として指定された目的

　　　水源の涵
かん

養

　⑶　解除の理由

　　　道路用地とするため

　（「次の図」は、省略し、その図面を福岡県農林水産部農山漁村振興課及び朝倉市役

所及び東峰村役場に備え置いて縦覧に供する。）

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び糸島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第565号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定を

するので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告

示する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

　　糟屋郡久山町大字猪野字楪葉476の１、476の２、492の３、字神路山607の24

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県農林水産部農山漁村振興課及び

久山町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第566号

　農林水産大臣から、次のように保安林の指定の解除をしようとする旨の通知を受けた

ので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
公　　　告
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　　　入札仕様書による。

２　入札参加資格（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。）

　　「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の

一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成22年１月福岡県告示

第17号）」を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者）

３　入札参加条件（地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格をいう。以下同じ。）

　　平成25年４月24日（水）現在において、次の条件を満たすこと。

　⑴　２の入札参加資格を有する者のうち、業種区分が13－05（運送）又は13－11（そ

の他）で、「ＡＡ」又は「Ａ」の等級に格付されている者（事前に福岡県総務部総

務事務センター調達班で等級の格付の確認をすること。）

　⑵　過去２年間に同種・同程度の業務実績を有する者

　⑶　⑵の同種・同程度とは次のとおりとする。

　　ア　同種の基準は、配送とする。

　　イ　同程度の基準は、100箇所以上への配送とする。

　⑷　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再

生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者

　⑸　福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成14年２月22日13管

達第66号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間

中でない者

４　当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

　　福岡県総務部県民情報広報課

　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　電話番号　092－643－3102

５　契約条項を示す場所

　　４の部局とする。

６　入札説明書の交付

　⑴　期間

　公告

　消防法（昭和23年法律第186号）第13条の８第２項の規定に基づき、財団法人消防試

験研究センターから、次のとおり名称の変更の届出があったので、同条第３項の規定に

より次のとおり公示する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　変更に係る事項

　　変更前　財団法人消防試験研究センター

　　変更後　一般財団法人消防試験研究センター

２　変更の年月日

　　平成25年４月１日

　公告

　平成25年度県全戸配布広報紙「福岡県だより」の福岡市域における配送等業務の委託

について、次のとおり一般競争入札に付します。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達内容

　⑴　調達役務の名称及び数量

　　ア　名称

　　　　平成25年度県全戸配布広報紙「福岡県だより」の福岡市域における配送等業務

の委託

　　イ　数量

　　　　入札仕様書による。

　⑵　調達役務の特質等

　　　入札説明書による。

　⑶　契約期間

　　　契約締結日から平成26年３月31日まで

　⑷　納入場所
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はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の

納付が免除される。

　　ア　県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額の100分の５以上を保険金額

とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

　　イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件）したことを証明する書面を

提出する場合

　⑵　契約保証金

　　　契約金額（平成24年度配送等実績箇所数２,525か所にそれぞれの契約単価（消

費税及び地方消費税を含む。）を乗じて得た額）の100分の10以上の契約保証金又

はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の

納付が免除される。

　　ア　県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の100分の10以上を保険金額

とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

　　イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件）したことを証明する書面を

提出する場合

12　入札の無効

　　次の入札は無効とする。

　　なお、10により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに

加わることができない。

　⑴　金額の記載がない入札

　⑵　法令又は入札に関する条件に違反している入札

　⑶　同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札

　⑷　所定の場所及び日時に到達しない入札

　⑸　入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札

　⑹　入札保証金が11の（１）に規定する金額に達しない入札

　⑺　金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札

　⑻　入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停

　　　平成25年３月29日（金）から平成25年４月24日（水）までの県の休日を除く毎日

、午前９時00分から午後５時00分まで

　⑵　場所

　　　４の部局とする。

７　入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本国通貨

８　入札書及び過去の業務実績を証明する書類等の提出場所、受領期限及び提出方法

　⑴　提出場所

　　　４の部局とする。

　⑵　受領期限

　　　平成25年４月24日（水）午後５時00分

　⑶　提出方法

　　　直接（ただし、県の休日には受領しない。）又は郵便（書留郵便に限る。受領期

限内必着）で行う。

９　開札の場所及び日時

　⑴　場所

　　　福岡市博多区東公園７番７号

　　　福岡県庁行政10号会議室（行政棟地下１階）

　⑵　日時

　　　平成25年４月25日（木）午前10時00分

10　落札者がない場合の措置

　　開札をした場合において、落札者がない場合は、地方自治法施行令第167条の８第

３項の規定により再度の入札を行う。この場合において、再度の入札は、入札者又は

その代理人の全てが立ち会っている場合にあっては直ちにその場で、郵便入札を含む

場合にあっては別に定める日時及び場所において行う。

11　入札保証金及び契約保証金

　⑴　入札保証金

　　　見積金額（平成24年度配送等実績箇所数２,525か所にそれぞれの入札単価（消

費税及び地方消費税を含む。）を乗じて得た額）の100分の５以上の入札保証金又
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２　規則の公布日

　　平成25年３月29日

　公告

　平成25年度調理師試験を次のように実施する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　受験資格

　　学校教育法（昭和22年法律第26号）第57条に規定する者で、多数人に対して飲食物

を調理して供与する施設又は営業で調理師法施行規則（昭和33年厚生省令第46号）第

４条に規定するものにおいて２年以上調理の業務に従事したもの

２　試験

　⑴　方法

　　　試験は筆記試験とし、出題形式は客観式四肢択一とする。試験科目は次のとおり

とする。

　　ア　食文化概論

　　イ　衛生法規

　　ウ　公衆衛生学

　　エ　栄養学

　　オ　食品学

　　カ　食品衛生学

　　キ　調理理論

　⑵　日時

　　　平成25年７月21日（日曜日）

　　　午後１時から午後３時まで

　⑶　場所

　　　福岡市早良区西新六丁目２－92

　　　西南学院大学

３　受験手続及び受付期間

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者

がした入札

13　落札者の決定方法

　⑴　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する。

　⑵　落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者に

くじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のう

ち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入

札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

14　その他

　⑴　契約書の作成を要する。

　⑵　入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県

の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。

　⑶　その他詳細は入札説明書による。

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第３号及び第８号の

規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県財務規則（昭和39年福岡県規則第23

号）の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県会計管理局会計課に備え置きます。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　　福岡県領収証紙の売りさばき手数料に関する規定を簡明にするもの、政府契約の支

払遅延に対する遅延利息の率を定める件（昭和24年12月大蔵省告示第991号）の一部

改正に伴い、契約で定める遅滞損害金の率等を改定するもの及びその他文言の整理を

行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第４項第３号及び第８号に該当するため

、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
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は、福岡県ホームページ及び保健福祉環境事務所等に掲示して行う。県外者につい

ては健康増進課に掲示する。

　⑵　合格者に対しては、合格の通知を行う。

５　その他

　　受験手続その他の問合せは、最寄りの保健福祉環境事務所等又は健康増進課に対し

て行うこと。郵便で問い合わせる場合は、宛先及び郵便番号を明記して90円切手を貼

った返信用封筒を必ず同封すること。

　公告

　平成24年度福岡県ふぐ処理師試験（平成25年３月５日実施）の合格者を次のように発

表する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　⑴　受験の申込方法

　　ア　受験願書１部に次に掲げる書類（福岡県知事が実施した平成24年度調理師試験

の受験票の原本を提出する場合は省略可能）及び写真（申込前６月以内に撮影し

た上半身、無帽、正面向き、縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル、裏面

に氏名及び撮影年月日を記入したもの）１枚並びに受験申込手数料6,100円を添

えて住所地又は就業地を管轄する保健福祉環境事務所又は保健福祉事務所（ただ

し、福岡市においては各区保健福祉センター衛生課食品係とし、北九州市におい

ては小倉北区及び八幡西区は保健所、その他の区は各区役所内保健福祉課生活衛

生担当とし、大牟田市及び久留米市においては保健所とする。以下「保健福祉環

境事務所等」という。）に提出すること。福岡県内に住所地又は就業地を有しな

い者（以下「県外者」という。）は、直接、福岡県保健医療介護部健康増進課（

郵便番号812－8577福岡市博多区東公園７番７号。以下「健康増進課」という。

）に提出すること。

　　　ア　学校教育法第57条の規定に該当することを証する書類１部

　　　イ　調理師法施行規則第４条に規定する施設又は営業において２年以上調理の業

務に従事したことを証する書類１部

　　イ　受験願書の用紙は、最寄りの保健福祉環境事務所等で交付する。

　　ウ　受験申込手数料6,100円は、福岡県領収証紙により納入すること。受験申込手

数料は、申込受付後は一切返還しない。

　　エ　県外者で郵便によって受験を申し込む場合は、必ず書留郵便にすること。

　　オ　福岡県知事が実施した平成24年度調理師試験の受験票（原本）を提出する場合

は、３の⑴のアのア及びイの書類を省略することができる。

　⑵　受付期間

　　ア　受験申込みの受付期間は、平成25年５月20日（月曜日）から５月24日（金曜日

）までとし、受付時間は、午前９時から午後５時までとする。

　　イ　県外者の郵便による受験申込みは、平成25年５月24日（金曜日）までの消印の

あるものに限り受け付ける。

４　合格者の発表

　⑴　試験に合格した者の受験番号は、平成25年８月20日（火曜日）に発表する。発表

受　験　番　号 受　験　番　号 受　験　番　号 受　験　番　号 受　験　番　号

3 27 54 75 99

6 28 55 76 100

7 29 56 77 101

8 31 57 78 104

9 33 60 81 109

10 36 61 82 110

12 38 62 83 111

13 39 63 84 112

14 40 66 88 113

17 44 69 89 114

18 47 70 90 116

24 48 72 91

25 51 73 92

26 52 74 96
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　　地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係

法律の整備に関する法律（平成24年法律第51号）の制定による障害者自立支援法（平

成17年法律第123号）の一部改正等に伴い、所要の規定の整備を行うものであり、制

度の改正に伴い、当然必要とされる規定の整理（福岡県行政手続条例第37条第４項第

８号に該当）であるため、同条例に定める意見公募を実施しなかったものです。

２　規則の公布日

　　平成25年３月29日

　公告

　次のとおり都市公園の区域を変更するので、福岡県都市公園条例（昭和52年福岡県条

例第12号）第16条の規定により公告する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称

　　筑豊緑地

２　位置

　　飯塚市仁保及び鹿毛馬地内

３　区域

　　別図面のとおり（別図面は省略し、その写しを福岡県建築都市部公園街路課及び福

岡県飯塚県土整備事務所に備え置いて一般の縦覧に供する。）

４　区域変更の期日

　　平成25年４月１日

　公告

　次のとおり都市公園の区域を変更するので、福岡県都市公園条例（昭和52年福岡県条

例第12号）第16条の規定により公告する。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県身体障害者授産指導所規則（昭和37年福岡県規

則第65号）及び福岡県身体障害者リハビリテーションセンター条例施行規則（昭和55年

福岡県規則第57号）の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県福祉労働部障害者福祉課に備え置きます。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　　福岡県公の施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例（平成24年福

岡県条例第76号）の制定に伴い、施設の名称を改めるほか、地域社会における共生の

実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律（

平成24年法律第51号）の制定に伴い、所要の規定の整備を行うものであり、制度の改

正に伴い当然必要とされる規定の整理（福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該

当）であるため、同条例に定める意見公募を実施しなかったものです。

２　規則の公布日

　　平成25年３月29日

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県児童福祉関係費用徴収規則（昭和51年福岡県規

則第56号）の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県福祉労働部障害者福祉課に備え置きます。

　　平成25年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由
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　福岡県教育委員会告示第４号

　福岡県文化財保護条例（昭和30年福岡県条例第25号）第37条第１項の規定に基づき、

福岡県指定天然記念物を次のように指定する。

　　平成25年３月29日

福岡県教育委員会　　

　福岡県教育委員会告示第５号

　福岡県文化財保護条例（昭和30年福岡県条例第25号）第38条第１項の規定に基づき、

次の表の左欄に掲げる天然記念物の一部を指定解除し、員数を右欄のとおりとする。

　　平成25年３月29日

福岡県教育委員会　　

　福岡県教育委員会告示第６号

　福岡県文化財保護条例（昭和30年福岡県条例第25条）第38条第１項の規定に基づき、

次の表の左欄に掲げる福岡県指定天然記念物のうち、中欄に掲げる面積を指定解除し、

名称等についての記載事項を右欄のように改める。

　　筑後広域公園

２　位置

　　筑後市大字津島及び大字尾島並びにみやま市瀬高町本郷及び長田地内

３　区域

　　別図面のとおり（別図面は省略し、その写しを福岡県建築都市部公園街路課、福岡

県南筑後県土整備事務所柳川支所及び福岡県八女県土整備事務所に備え置いて一般の

縦覧に供する。）

４　区域変更の期日

　　平成25年４月１日

　福岡県教育委員会告示第２号

　福岡県文化財保護条例（昭和30年福岡県条例第25号）第４条第１項の規定に基づき、

福岡県指定有形文化財を次のように指定する。

　　平成25年３月29日

福岡県教育委員会　　

　彫刻の部

　考古資料の部

　福岡県教育委員会告示第３号

　福岡県文化財保護条例（昭和30年福岡県条例第25号）第37条第１項及び第39条第１項

の規定に基づき、福岡県指定史跡及び管理団体を次のように指定する。

　　平成25年３月29日

福岡県教育委員会　　

教育委員会

名　　称 員　数 所有者 所有者の住所

木造十一面観音坐像 １躯 宗教法人長安寺 直方市大字下新入 2536 番地

名　　称 員　数 所有者 所有者の住所

宗原遺跡出土品 64 点 福岡県（九州歴史資
料館保管） 福岡市博多区東公園 7 番 7 号

名　　称 所在地 地　　番 管理団体

成合寺谷古墳 みやま市瀬高町本吉
字成合寺谷

795 番１のうち実測 227.2㎡
備考　指定地域に関する実測
図を福岡県教育委員会及びみ
やま市教育委員会に備え置い
て縦覧に供する。

みやま市

名　　称 員　数 所在地 地　　番

六所神社のカゴノキ 1 本 糟屋郡新宮町大字立
花口 1125 番１

左　　　欄 右　　　欄

名　　称 関係告示 員　数 員　数

萬龍楓 昭和35年福岡県教育委員会告示
第２号 ４本 ３本
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福岡県公安委員会規則第５号

　福岡県警察職員の配置定員に関する規則の一部を改正する規則を制定し、ここに公布

する。

　　平成25年３月29日

福岡県公安委員会　　

　　　福岡県警察職員の配置定員に関する規則の一部を改正する規則

　福岡県警察職員の配置定員に関する規則（昭和46年福岡県公安委員会規則第８号）の

一部を次のように改正する。 

　第２条各号を次のように改める。

　⑴　警察本部

　　　警察官　　　　  3,924人

　　　一般職員　　　　579人

　⑵　警察署

　　　警察官　　　　  7,041人

　　　一般職員　　　　326人

　　　附　則

　この規則は、平成25年４月１日から施行する。

福岡県公安委員会告示第67号

　警備業法（昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定

する警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及

び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号

。以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。

）を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成25年３月29日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第１号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

　　平成25年３月29日

福岡県教育委員会　　

　福岡県教育委員会告示第７号

　次の表の左欄に掲げる福岡県指定有形文化財の名称並びに構造及び形式についての記

載事項を右欄のように改める。

　　平成25年３月29日

福岡県教育委員会　　

左　　　欄 中　　　欄 右　　　欄

名　　称 関係告示 指定解除する面
積 名　　称 所在地 面　　積

夏井浜の
ハマユウ
自生地

昭和35年福岡
県教育委員会
告示第２号

3,207.75㎡
夏井ヶ浜
のハマユ
ウ自生地

遠賀郡芦屋町大
字山鹿705番2 1,881㎡

左　　　欄 右　　　欄

名　　称 関係告示 名　　称 員　数 構造及び形式 所有者 所有者
住所 所在地

戸島氏邸

昭和32年
福岡県教
育委員会
告示第11
号

旧戸島家
住宅 １棟

正面15.8メートル、
側面15.6メートル、
一部二階建、ユの
字形寄棟造、葦葺
　　座敷棟南面及
び東面一部下屋附
属、目板葺　　座
敷棟西面一部及び
仏間棟南北両面及
び茶の間棟四面下
屋附属、桟瓦葺　
　座敷棟東面玄関
附属、桟瓦葺　　
座敷棟北面及び東
面及び南面一部下
屋付、銅板葺

柳川市
柳川市
本町87
番地１

柳川市
鬼童町
49番地

３

公安委員会
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　　ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

　　イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

　　ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

　　エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

　　オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　　　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　　ア　新規取得講習

　　　　平成25年４月22日（月）から同年４月24日（水）までの午前９時00分から午後

５時00分までの間

　　イ　追加取得講習

　　　　平成25年４月22日（月）から同年４月24日（水）までの午前９時00分から午後

５時00分までの間

　⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

　※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条

例第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）につ

いては、休講とする。

　⑵　追加取得講習

　※　上記表中「講習期日」のうち、県の休日については、休講とする。

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

講　習　期　日 講　習　時　間 講　習　場　所

平成25年５月27日（月）から
同年５月30日（木）までの間

午前９時30分から午後４時35
分まで（初日の講習は、午前
10時25分から開始し、最終日
の講習については、午後０時
10分までとし、その後午後１
時00分から修了考査を実施す
る。）

北九州市門司区小森江三丁目
９番１号福岡県警察警備員　
　　教育センター

講　習　期　日 講　習　時　間 講　習　場　所

平成25年５月22日（水）から
同年５月30日（木）までの間

午前９時30分から午後５時30
分まで（３日目から６日目ま
での講習については、午後４
時35分まで、最終日の講習に
ついては、午後０時10分まで
とし、その後午後１時00分か
ら修了考査を実施する。）

北九州市門司区小森江三丁目
９番１号福岡県警察警備員　
　　教育センター



第
３

４
８

３
号

福
岡

県
公

報
平

成
25

年
３

月
29

日
　

金
曜

日
13

4
　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　47,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　23,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

　　ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

　　イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

　　ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

　　エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

　⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

　⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

　　　ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

　　　　※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

　　　イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　　　　　　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者

　　　　　　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

　　　ア　前記５⑶アに掲げる書面

　　　イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し
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　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２

　※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間と

し、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

　　ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

　　イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

５　検定の方法

　　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

証明書を交付する。

７　その他

　⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　　　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

　⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活安全

総務課警備業係（電話092（641）4141内線3033、3034）又は福岡県警察警備員教育

センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

　⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

　⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。

福岡県公安委員会告示第68号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。

　　平成25年３月29日

福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

実　施　日 実施時間 実　　施　　場　　所

平成25年７月９日（火） 午前９時から午
後６時までの間

北九州市門司区小森江三丁目９番１号
　福岡県警察警備員教育センター

実　施　日 実施時間 実　　施　　場　　所

平成25年７月10日（水） 午前９時から午
後６時までの間

北九州市門司区小森江三丁目９番１号
　福岡県警察警備員教育センター
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　　※　上記受付期間中、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第

１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）及び正午から午後

１時00分までの間を除く。

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

　　　イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　１級の検定申請者

　　　　ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

　　　　ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

　⑶　検定手数料

　　ア　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級　　16,000円

　　イ　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級　　16,000円

　　　※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑷　申請方法

　　ア　受検を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

　　ア　学科試験

　　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　　イ　法令に関すること。

　　　ウ　核燃料物質等危険物に関すること。

　　　エ　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　オ　核燃料物質等危険物運搬警備業務の管理に関すること。

　　　カ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置

に関すること。

　　イ　実技試験

　　　ア　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　イ　核燃料物質等危険物運搬警備業務の管理に関すること。

　　　ウ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置

に関すること。

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

　　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　　イ　法令に関すること。

　　　ウ　核燃料物質等危険物に関すること。

　　　エ　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　オ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置

に関すること。

　　イ　実技試験

　　　ア　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　イ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置

に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　受付期間

　　　平成25年６月３日（月）から同年６月５日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間
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30号）第４条第１項第４号の規定に基づき、同号の日及び地域を次のとおり指定したの

で、同条第２項の規定により告示する。

　　平成25年３月29日

福岡県公安委員会　　

　福岡県収用委員会告示第11号

　土地収用法（昭和26年法律第219号）第46条第２項の規定に基づき次の者に通知すべ

き書類は、当収用委員会担当課（福岡県県土整備部用地課）において保管しており、い

つでも交付するので、その受領方申し出てください。

　なお、当該書類を受領しないときは、平成25年４月19日をもって当該書類の送付があ

ったものとみなされます。

　　平成25年３月29日

福岡県収用委員会　　

１　事件名

　　平成24年度福収権第11号事件、平成24年度福収明第11号事件及び平成24年度福収明

第12号事件

２　事業名

　　高速自動車国道東九州自動車道新設工事（椎田南インターチェンジ（仮称）から宇

佐インターチェンジ（仮称）まで）並びにこれに伴う市道及び町道付替工事

３　通知を受けるべき者　

　⑴　豊前市大字松江638番１所在の収穫樹の所有者

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

　　イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った日を含めた２日以内（県の休日

を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分ま

での間を除く。）に、住所地又は受検希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を管轄する警察署に受付番号を申告するとともに、前記７

⑵に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けるこ

と。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

　　ウ　受検の申請は、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

　⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

　⑵　検定に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活安全

総務課警備業係（電話092（641）4141内線3033、3034）又は福岡県警察警備員教育

センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

　⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

　⑷　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。

福岡県公安委員会告示第71号

　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例（昭和59年福岡県条例第

指　　定　　す　　る　　日 地　　　　　　域

平成25年５月３日～平成25年５月４日
福岡市の全地域

平成25年７月１日～平成25年７月15日

平成25年７月19日～平成25年７月21日

北九州市の全地域平成25年７月26日～平成25年７月28日

平成25年８月３日～平成25年８月４日

平成25年８月３日～平成25年８月５日 久留米市の全地域

収用委員会
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　⑵　塩塚川の柳川市大和町番所橋の下流端から柳川市橋本町の最南端と柳川市大和町

大字谷垣の最西端を結ぶ線まで

　⑶　沖端川の柳川市中町出ノ橋の下流端から柳川市昭南町の最南端と柳川市吉富町の

最西端を結ぶ線まで

３　魚種ごとの採捕禁止時期

　　モクズガニ　１月１日から８月31日まで及び11月１日から12月31日まで

　　テナガエビ　４月１日から９月30日まで

　　ア　　　ユ　10月１日から12月31日まで

　　コ　　　イ　４月１日から７月31日まで

　　ウ　ナ　ギ　１月１日から３月31日まで

４　指示の有効期間

　　平成25年４月１日から平成28年３月31日まで

　筑前海区漁業調整委員会指示第156号

　漁業法（昭和24年法律第267号）第67条第１項の規定に基づき、筑前海区における一

本釣に使用する集魚灯について次のとおり指示する。ただし、福岡県漁業調整規則（昭

和43年福岡県規則第64号）第47条第１項の規定に基づき知事の許可を受けた者が採捕す

る場合はこの限りではない。

　　平成25年３月29日

筑前海区漁業調整委員会　　

会長　本田　清一郎　　

１　指示の対象

　　次の⑴もしくは⑵に該当する場合

　⑴　５トン未満の船舶で一本釣を行う場合

　⑵　５トン以上の船舶で一本釣を行う場合（但し、小型イカ釣り漁業許可を有する船

舶は除く。）

２　指示の適用海域

　　次のア、イ及びウを順次に結んだ直線以北のうち、宗像市沖ノ島、同市大島、福岡

市西区小呂島及び糸島市志摩姫島烏帽子島の最大高潮時海岸線から３海里以内を除い

　　　後藤あり子、井上清治、小田原夏美、下山初、古屋政則、迫田政子、横尾美津子

、中本邦子、溝本輝子、下垣内順子、木村康雄、三浦勝恵、藤木晋、久留島昌子、

長谷好男、橋本栄一、田村幸子、竹下五十鈴、中下量人、上王利ツル子及び長田あ

ゆみ並びに豊前市大字松江638番１所在の収穫樹に明認札をもって当該物件を所有

する氏名及び住所不明の者

　⑵　豊前市大字松江638番２所在の収穫樹の所有者

　　　三宅美鈴、楠林ミチ子、柴田ヒロ子、金光優一郎、木戸誠一、渡辺ヒロ子、宮崎

富子、田渕ますみ、種木良子、高山種世、森祥子、橋口尚子及び西岡直智並びに豊

前市大字松江638番２所在の収穫樹に明認札をもって当該物件を所有する氏名及び

住所不明の者

４　通知すべき書類

　　平成25年３月29日付け24福収第19号－16、24福収第20号－16「審理の開催について

」

　福岡県有明海区漁業調整委員会指示第92号

　漁業法（昭和24年法律第267号）第67条第１項の規定に基づき、矢部川水系における

水産動物の保護増殖を図るため採捕制限について次のとおり指示する。

　　平成25年３月29日

福岡県有明海区漁業調整委員会　　

会長　内場　澄夫　　

１　採捕の制限

　　モクズガニ、テナガエビ、アユ、コイ、ウナギを採捕してはならない。ただし、福

岡県漁業調整規則（昭和43年福岡県規則第64号）第47条第１項の規定に基づき知事

の許可を受けたものが採捕する場合及びウナギを釣りにより採捕する場合はこの限

りでない。

２　指示の適用区域

　⑴　矢部川の柳川市大和町浦島橋の下流端から柳川市大和町大字大坪の最南端とみや

ま市高田町大字昭和開の最西端を結ぶ線まで

海区漁業調整委員会
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　福岡北九州高速道路公社公告第４号

　道路整備特別措置法施行令（昭和31年政令第319号）第19条及び車両制限令（昭和36

年政令第265号）第３条第１項第２号イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高

限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を、次のとおり指定する。

　　平成25年３月29日

福岡北九州高速道路公社　　

理事長　　渡口　潔　　

記

１　指定する道路の路線名及び区間

　次表のとおり

２　指定する期日　　平成25年４月１日

　福岡北九州高速道路公社公告第５号

　道路整備特別措置法施行令（昭和31年政令第319号）第19条及び車両制限令（昭和36

年政令第265号）第３条第１項第３号の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度

が4.1メートルである道路を下記のとおり指定し、併せて、車両制限令第10条第１項の

規定に基づき、当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の

通行方法を下記のとおり定めるので公告します。

　　平成25年３月29日

福岡北九州高速道路公社　　

理事長　　渡口　潔　　

記

１　指定する道路の路線名及び区間

　次表のとおり

た海域。

　ア　山口県下関市蓋井島の北端

　イ　宗像市大島神崎筑前大島灯台から真方位318度２,000メートルの点

　ウ　佐賀県唐津市呼子町加部島臼島灯台

３　集魚灯の制限

　⑴　集魚灯に使用する電球の光力は、45キロワット以内とする。さらに、装着できる

放電灯は、３キロワット以内のものが15灯以内でなければならない。

　⑵　装備できる放電灯装着用ソケット数は、15個以内で、かつ、装備できるハロゲン

灯装着用ソケット数は６個以内でなければならない（放電灯装着用ソケット数とハ

ロゲン灯装着用ソケット数の合計は21個以内）。

４　指示期間

　　平成25年４月１日から平成26年３月31日まで

　筑前海区漁業調整委員会指示第157号

　漁業法（昭和24年法律第267号）第67条第１項の規定に基づき、水産資源の繁殖保護

を図るため、福岡湾（博多湾）内においてアサリを対象にポンプを使用する漁法に関し

、次のとおり指示する。ただし、試験研究機関が試験研究のために当該漁法により操業

する場合は、この限りでない。

　　平成25年３月29日

筑前海区漁業調整委員会　　

会長　本田　清一郎　　

１　指示の適用海域

　　福岡市東区志賀島夫婦石埼鼻と福岡市西区今津大原津舟埼を結んだ直線と陸岸によ

って囲まれた海域。

２　禁止事項

　　ポンプを使用して生ずる水流を利用する漁法でアサリを採捕してはならない。

３　指示期間

　　平成25年４月１日から平成28年３月31日まで

雑　　　報

路 線 名 区　　　　間

福岡高速５号線 福岡市西区橋本一丁目1016番１地先から
福岡市西区福重三丁目483番１地先まで
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１　名　　　　　　　称　第2081回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区内幸町１－１－５

３　発売総額及び通数　700,000,000円

　　　　　　　　　　　　10万通　35組

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　200円　　　

５　発 　 売 　 期 　 間　平成25年４月１日から

　　　　　　　　　　　　平成25年４月16日まで

６　抽 　 せ 　 ん 　 日　平成25年４月18日

７　当せん金支払開始日　平成25年４月23日

８　当せん金の額及び当せんの数

９　注 　 意 　 事 　 項 　　　

　⑴　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第２号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2082回

２　指定する期日　　平成25年４月１日

３　通行方法

　　１の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は、次の通行

方法によらなければならない。

　⑴　走行位置の指定

　　　トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す

おそれがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する

施設等に出入するためやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障

害物に接触しないよう十分に注意すること。

　⑵　後方警戒措置

　　　後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法

0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上（又は横寸法0.12メートル以上、縦寸

法0.23メートル以上）の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材

料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。

　⑶　道路情報の収集

　　　道路の情報は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情

報を収集し、上空障害箇所のないことを確認のうえ走行すること。

　西日本宝くじ事務協議会告示第１号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2081回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成25年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

路 線 名 区　　　　間

福岡高速５号線 福岡市西区橋本一丁目1016番１地先から
福岡市西区福重三丁目483番１地先まで

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当 せ ん の 数

１ 等 80,000,000円 １本

１ 等 の 前 後 賞 10,000,000円 ２本

１ 等 の 組 違 い 賞 100,000円 34本

２ 等 10,000,000円 ３本

３ 等 100,000円 70本

４ 等 　50,000円 700本

５ 等 　1,000円 35,000本

６ 等 200円 350,000本

春 爛 漫 賞 10,000円 3,500本
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れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第３号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2083回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成25年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2083回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区内幸町１－１－５

３　発売総額及び通数　500,000,000円

　　　　　　　　　　　　250万通

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　200円　　　

５　発 　 売 　 期 　 間　平成25年４月17日から

　　　　　　　　　　　　平成25年４月30日まで

６　当せん金支払開始日　平成25年４月17日

７　当せん金の額及び当せんの数

８　注 　 意 　 事 　 項 　　　

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成25年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2082回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区内幸町１－１－５

３　発売総額及び通数　300,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　10万通　30組　　

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　100円　　　

５　発 　 売 　 期 　 間　平成25年４月８日から

　　　　　　　　　　　　平成25年４月23日まで

６　抽 　 せ 　 ん 　 日　平成25年４月25日

７　当せん金支払開始日　平成25年４月30日

８　当せん金の額及び当せんの数

９　注 　 意 　 事 　 項 　　　

　⑴　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当 せ ん の 数

１ 等 　20,000,000円 １本

１ 等 の 前 後 賞 　1,000,000円 ２本

１ 等 の 組 違 い 賞 　100,000円 29本

２ 等 　1,000,000円 ３本

３ 等 　100,000円 30本

４ 等 　10,000円 300本

５ 等 　3,000円 12,000本

６ 等 　1,000円 30,000本

７ 等 　100円 300,000本

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当 せ ん の 数

１ 等 2,000,000円 15本

２ 等 100,000円 115本

３ 等 1,000円 125,100本

４ 等 　200円 250,000本

リ ボ ン の 騎 士 賞 5,000円 1,790本
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９　注 　 意 　 事 　 項 　　　

　⑴　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第５号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2085回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成25年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2085回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区内幸町１－１－５

３　発売総額及び通数　250,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　10万通　25組

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　100円　　　

５　発 　 売 　 期 　 間　平成25年５月８日から

　　　　　　　　　　　　平成25年５月21日まで

６　抽 　 せ 　 ん 　 日　平成25年５月23日

７　当せん金支払開始日　平成25年５月28日

　⑴　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第４号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2084回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成25年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2084回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区内幸町１－１－５

３　発売総額及び通数　400,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　10万通　40組

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　100円　　　

５　発 　 売 　 期 　 間　平成25年４月24日から

　　　　　　　　　　　　平成25年５月７日まで

６　抽 　 せ 　 ん 　 日　平成25年５月９日

７　当せん金支払開始日　平成25年５月14日

８　当せん金の額及び当せんの数

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当 せ ん の 数

１ 等 50,000,000円 １本

１ 等 の 前 後 賞 1,000,000円 ２本

１ 等 の 組 違 い 賞 100,000円 39本

２ 等 1,000,000円 ８本

３ 等 　100,000円 80本

４ 等 10,000円 1,200本

５ 等 3,000円 4,000本

６ 等 1,000円 40,000本

７ 等 　100円 400,000本
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　　　　　　　　　　　　250万通

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　200円

５　発 　 売 　 期 　 間　平成25年５月15日から

　　　　　　　　　　　　平成25年５月28日まで

６　当せん金支払開始日　平成25年５月15日

７　当せん金の額及び当せんの数

８　注 　 意 　 事 　 項

　⑴　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第７号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2087回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成25年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2087回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

８　当せん金の額及び当せんの数

９　注 　 意 　 事 　 項

　⑴　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第６号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2086回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成25年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2086回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区内幸町１－１－５

３　発売総額及び通数　500,000,000円

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当 せ ん の 数

１ 等 30,000,000円 １本

１ 等 の 前 後 賞 1,000,000円 ２本

１ 等 の 組 違 い 賞 100,000円 24本

２ 等 1,000,000円 ４本

３ 等 100,000円 50本

４ 等 10,000円 750本

５ 等 3,000円 2,500本

６ 等 1,000円 25,000本

７ 等 100円 250,000本

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当 せ ん の 数

１ 等 3,000,000円 20本

２ 等 100,000円 85本

３ 等 30,000円 425本

４ 等 10,000円 1,970本

５ 等 200円 250,000本

ピ ノ コ 賞 3,000円 25,000本
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２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区内幸町１－１－５

３　発売総額及び通数　250,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　10万通　25組　　

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　100円　　　

５　発 　 売 　 期 　 間　平成25年６月８日から

　　　　　　　　　　　　平成25年６月21日まで

６　抽 　 せ 　 ん 　 日　平成25年６月25日

７　当せん金支払開始日　平成25年７月１日

８　当せん金の額及び当せんの数

９　注 　 意 　 事 　 項 　　　

　⑴　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第９号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2089回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区内幸町１－１－５

３　発売総額及び通数　500,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　250万通

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　200円　　　

５　発 　 売 　 期 　 間　平成25年５月29日から

　　　　　　　　　　　　平成25年６月11日まで

６　当せん金支払開始日　平成25年５月29日

７　当せん金の額及び当せんの数

８　注 　 意 　 事 　 項

　⑴　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第８号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2088回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成25年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2088回西日本宝くじ

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当 せ ん の 数

１ 等 1,000,000円 25本

２ 等 100,000円 100本

３ 等 10,000円 1,550本

４ 等 200円 250,000本

鉄 腕 ア ト ム 賞 1,000円 125,000本

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当 せ ん の 数

１ 等 　10,000,000円 １本

１ 等 の 前 後 賞 1,000,000円 ２本

１ 等 の 組 違 い 賞 　100,000円 24本

２ 等 　1,000,000円 ７本

３ 等 100,000円 25本

４ 等 　10,000円 250本

５ 等 3,000円 2,500本

６ 等 　1,000円 50,000本

７ 等 　100円 250,000本
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ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第10号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2090回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成25年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2090回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区内幸町１－１－５

３　発売総額及び通数　500,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　250万通

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　200円　　　

５　発 　 売 　 期 　 間　平成25年６月26日から

　　　　　　　　　　　　平成25年７月９日まで

６　当せん金支払開始日　平成25年６月26日

７　当せん金の額及び当せんの数

８　注 　 意 　 事 　 項

　　平成25年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2089回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区内幸町１－１－５

３　発売総額及び通数　700,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　10万通　35組　　

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　200円　　　

５　発 　 売 　 期 　 間　平成25年６月19日から

　　　　　　　　　　　　平成25年７月２日まで

６　抽 　 せ 　 ん 　 日　平成25年７月４日

７　当せん金支払開始日　平成25年７月９日

８　当せん金の額及び当せんの数

９　注 　 意 　 事 　 項 　　　

　⑴　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当 せ ん の 数

１ 等 100,000,000円 １本

１ 等 の 前 後 賞 5,000,000円 ２本

１ 等 の 組 違 い 賞 50,000円 34本

２ 等 3,000,000円 ３本

３ 等 100,000円 35本

４ 等 50,000円 350本

５ 等 1,000円 35,000本

６ 等 　200円 350,000本

女 神 の 微 笑 み 賞 　10,000円 7,000本

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当 せ ん の 数

１ 等 1,000,000円 50本

２ 等 100,000円 85本

３ 等 30,000円 425本

４ 等 10,000円 2,955本

５ 等 200円 250,000本

ア ト ム 兄 妹 賞 3,000円 25,000本
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９　注 　 意 　 事 　 項 　　　

　⑴　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第12号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2092回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成25年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2092回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区内幸町１－１－５

３　発売総額及び通数　600,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　300万通

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　200円

５　発 　 売 　 期 　 間　平成25年７月24日から

　　　　　　　　　　　　平成25年８月６日まで

６　当せん金支払開始日　平成25年７月24日

７　当せん金の額及び当せんの数

　⑴　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第11号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2091回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成25年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2091回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区内幸町１－１－５

３　発売総額及び通数　300,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　10万通　30組　　

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　100円　　　

５　発 　 売 　 期 　 間　平成25年７月３日から

　　　　　　　　　　　　平成25年７月16日まで

６　抽 　 せ 　 ん 　 日　平成25年７月18日

７　当せん金支払開始日　平成25年７月23日

８　当せん金の額及び当せんの数
等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当 せ ん の 数

１ 等 30,000,000円 １本

１ 等 の 前 後 賞 1,000,000円 ２本

１ 等 の 組 違 い 賞 50,000円 29本

２ 等 1,000,000円 ６本

３ 等 100,000円 30本

４ 等 10,000円 900本

５ 等 3,000円 6,000本

６ 等 1,000円 30,000本

７ 等 100円 300,000本
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７　当せん金支払開始日　平成25年９月３日

８　当せん金の額及び当せんの数

９　注 　 意 　 事 　 項 　　　

　⑴　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第14号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2094回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成25年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2094回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区内幸町１－１－５

８　注 　 意 　 事 　 項 　　　

　⑴　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第13号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2093回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成25年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2093回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区内幸町１－１－５

３　発売総額及び通数　600,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　10万通　30組　　

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　200円　　　

５　発 　 売 　 期 　 間　平成25年８月14日から

　　　　　　　　　　　　平成25年８月27日まで

６　抽 　 せ 　 ん 　 日　平成25年８月29日

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当 せ ん の 数

１ 等 500,000円 60本

２ 等 100,000円 180本

３ 等 1,000円 150,120本

４ 等 200円 300,000本

ブラック・ジャック賞 30,000円 420本

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当 せ ん の 数

１ 等 80,000,000円 １本

１ 等 の 前 後 賞 10,000,000円 ２本

１ 等 の 組 違 い 賞 100,000円 29本

２ 等 1,000,000円 ４本

３ 等 500,000円 30本

４ 等 1,000円 30,000本

５ 等 200円 300,000本

夏 祭 り 賞 100,000円 300本

盆 踊 り 賞 10,000円 3,000本



第
３

４
８

３
号

福
岡

県
公

報
平

成
25

年
３

月
29

日
　

金
曜

日
14

8
　　及　び　所　在　地　東京都千代田区内幸町１－１－５

３　発売総額及び通数　400,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　10万通　40組　　

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　100円　　　

５　発 　 売 　 期 　 間　平成25年９月11日から

　　　　　　　　　　　　平成25年９月24日まで

６　抽 　 せ 　 ん 　 日　平成25年９月26日

７　当せん金支払開始日　平成25年10月１日

８　当せん金の額及び当せんの数

９　注 　 意 　 事 　 項 　　　

　⑴　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第16号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2096回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成25年３月29日

３　発売総額及び通数　500,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　250万通

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　200円　　　

５　発 　 売 　 期 　 間　平成25年８月21日から

　　　　　　　　　　　　平成25年９月３日まで

６　当せん金支払開始日　平成25年８月21日

７　当せん金の額及び当せんの数

８　注 　 意 　 事 　 項 　　　

　⑴　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第15号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2095回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成25年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2095回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当 せ ん の 数

１ 等 7,770,000円 ５本

２ 等 100,000円 115本

３ 等 10,000円 3,490本

４ 等 200円 250,000本

ラ イ ヤ 賞 1,000円 90,400本

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当 せ ん の 数

１ 等 50,000,000円 １本

１ 等 の 前 後 賞 1,000,000円 ２本

１ 等 の 組 違 い 賞 100,000円 39本

２ 等 1,000,000円 ８本

３ 等 100,000円 80本

４ 等 10,000円 1,200本

５ 等 3,000円 4,000本

６ 等 1,000円 40,000本

７ 等 100円 400,000本
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７　当せん金の額及び当せんの数

８　注 　 意 　 事 　 項 　　　

　⑴　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2096回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区内幸町１－１－５

３　発売総額及び通数　500,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　250万通

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　200円　　　

５　発 　 売 　 期 　 間　平成25年９月18日から

　　　　　　　　　　　　平成25年10月８日まで

６　当せん金支払開始日　平成25年９月18日

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当 せ ん の 数

１ 等 1,000,000円 25本

２ 等 50,000円 250本

３ 等 1,000円 125,000本

４ 等 200円 250,000本

レ オ 賞 5,000円 2,600本

正　　誤

発　行
年月日

公　報
番　号 種　類 同上

番号 ページ
欄

行 備　考 正 誤
上 下

24・３・28 3381 告示 577 44 ○ 表　中 八女市黒木町大淵6
○
112番先まで 八女市黒木町大淵6

●
102番先まで

25・３・15 3479 告示 372 ８ ○ ４ 削　除 土砂災害警戒区域として 土砂災害特
● ●

別警戒区域として




